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【開催日】 令和４年３月１７日（木） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時４０分 

【出席委員】 

分 科 会 長  松 尾 数 則 副分科会長 白 井 健一郎 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 奥 良 秀 

委 員 福 田 勝 政 委 員 山 田 伸 幸 

委 員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 

副 議 長 中 村 博 行 

【執行部出席者】 

市 民 部 長 川 﨑 浩 美 市民部次長兼環境課長 梅 田 智 幸 

市 民 課 長 安 部 亜希子 市 民 課 主 査 佐 藤 喜 寛 

市民 課 戸籍 係 長 別 府 奈緒美 市民課住民係主任 志 賀 博 幸 

文化スポーツ推進課長 石 田 恵 子 文化スポーツ推進課課長補佐 南 部  聡 

文化スポーツ推進課文化振興係長  丸 田 佳代子 文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 三 浦  裕 

文 化 会 館 長 渡 邉 俊 浩 山陽総合事務所長 篠 原 正 裕 

市 民 窓 口 課 長 梶 間 純 子 市民 窓 口課 主幹 藤 上 尚 美 

福 祉 部 長 兼 本 裕 子 福祉部次長兼社会福祉課長  岩 佐 清 彦 

福祉部次長兼健康増進課長 尾 山 貴 子 高 齢 福 祉 課 長 麻 野 秀 明 

高齢 福 祉課 主 幹 大 井 康 司 高齢福祉課主査兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 

高齢 福 祉課 主 査 篠 原 紀 子 高齢福祉課高齢福祉係長 原 川 寛 子 

高齢福祉課介護保険係長 藤 永 一 徳 障 害 福 祉 課 長 吉 村 匡 史 

障害福祉課課長補佐 松 本 啓 嗣 障害福祉課障害福祉係長 三 隅 貴 恵 

障害福祉課障害支援係長 岡 手 優 子 社会福祉課課長補佐 増 冨 久 之 

社会福祉課主査兼地域福祉係長 須 子 幸一郎 社会福祉課生活保護係長 河 村 倫 裕 

子育 て 支援 課 長 長 井 由美子 子育て支援課主幹 別 府 隆 行 

子育て支援課主査兼保育係長 野 村  豪 子育て支援課子育て支援係長 西 村 真 愛 

国 保 年 金 課 長 亀 﨑 芳 江 国保年金課課長補佐 伊 藤 佳和子 

国保年金課主査兼保健事業係長 石 井 尚 子 国保年金課主査兼国保係長  鈴 木 一 史 

福祉指導監査室長 塚 本 晃 子 福祉指導監査室主幹 角  紀 子 

【事務局出席者】 

議 会 事 務 局 長  尾 山 邦 彦 庶 務 調 査 係 長 田 中 洋 子 
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【付議事項】 

１ 議案第３５号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１８回）に

ついて 

 

２ 議案第１３号 令和４年度山陽小野田市一般会計予算について 

   

午前９時 開会 

 

松尾数則分科会長 おはようございます。それでは、ただいまから一般会計民

生福祉分科会を開会いたします。本日の審査日程は御手元に配付してあ

りますので、よろしくお願いいたします。御存じのとおり、今日は分科

会最終日となっています。今日中に全ての審査を終わりたいと思ってい

ますので、合理的な審査審議のほうよろしく御協力をお願いいたします。

それでは、今日は審査番号③になります。審査事業３１からやりたいと

思いますので、執行部の説明をお願いいたします。 

 

渡邉文化会館長 それでは、文化スポーツ振興課より審査番号３１番、文化会

館改修事業について御説明いたします。資料の１７９ページをお開きく

ださい。本事業は、文化会館老朽化調査及び中長期整備計画策定業務と

文化会館屋上防水工事の二つの事業であり、これらは、重点施策３まち

の価値を創るの（２）文化・スポーツの振興に該当する事業となります。

活動指標については、令和４年度に文化会館の老朽化調査を実施し、現

在の文化会館の状況を的確に把握した後、どのような改修内容が適切か

検討しながら必要な業務を行っていく予定としており、屋上防水工事に

ついては、館利用に影響の大きい箇所より年次的に行っていく予定とし

ております。妥当性・有効性・効率性の視点に基づく評価点は３３点と

なっております。資料の１８１ページをお開きください。二つの事業の

内容等について御説明いたします。一つ目の文化会館老朽化調査及び中

長期整備計画策定業務委託については、平成６年の開館から２７年を経

過し、老朽化した文化会館を今後も快適に利用できるよう館全体の改修

工事を行うことを視野に入れ、まず、文化会館全体の老朽化劣化調査を

行います。調査対象は、建築物本体、電気設備、空調設備、給排水衛生

設備、エレベーターなどの設備に加え、一般的な施設にはない文化会館

の特殊な設備である舞台照明設備、舞台吊物設備、舞台音響設備、客席

等も調査対象に含めます。この老朽化調査を実施し、館全体の現状を把
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握した上で、館の延命、長寿命化を考慮した中長期の整備計画を策定す

るものです。また、中長期整備計画には、今後、時代に即した改修を行

うために必要と思われる館内照明のＬＥＤ化、バリアフリー化、トイレ

の洋式化なども考慮した内容とする旨、仕様書に盛り込む予定としてお

ります。二つ目の屋上防水工事は、館内の雨漏りに対処するための工事

となります。開館以降２７年を経過し、屋上部分の防水機能が低下して、

館内の各所で雨漏りが生じております。これを改善するためには、屋上

全面の防水改修が必要でありますが、現状で館利用に支障を及ぼす可能

性の高い場所から防水工事を実施します。この工事は先ほど説明しまし

た館全体の改修工事に先行して実施し、令和４年度は小ホール及び大ホ

ール舞台横通路に関係する屋上部分の防水工事を行います。予算内容に

ついては、資料の１８０ページをお開きください。まず、老朽化調査及

び中長期整備計画策定業務委託についての委託料として、４，４００万

円を計上しております。この財源といたしましては、全額まちづくり魅

力基金を充当予定としています。次に、屋上防水工事については、工事

請負費として２，２００万円、また、防水工事に先立って防水シート等

にアスベストが使用されていないかどうかの調査が必要であるため、ア

スベスト調査委託料として１５万円を計上しております。この財源とい

たしましては、工事請負費２，２００万円の９０％にあたる１，９８０

万円に公共施設等適正管理推進事業債を充当し、その差額分とアスベス

ト調査委託料の２３５万円については一般財源としております。以上で

文化会館改修工事事業についての説明を終わります。御審査のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員からの質疑を受け

ます。 

 

山田伸幸委員 気になるのが防水工事で、先ほどの説明では一部分だけとなっ

ているんですけど、屋上の構造はどういう形になっているんでしょうか。

雨漏りというのは、どこか一部を塞げば、それで止まるというものでは

ないと認識しておりますので、まずどういう構造になっているのか教え

てください。 

 

渡邉文化会館長 文化会館の屋上ですけれども、外から見て分かるように複雑

な形になっております。多段構造になっておりますので、どういう形に
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なっているかと申しますと、一番上に防水シート、ぱっと見にはゴムか

アスファルトのようなものが敷いてありますが、こちらがもう既に朽ち

てぼろぼろだなと素人目にも分かる状況であります。おっしゃられまし

たとおり、雨漏りの最終的な解決のために全面防水が必要なんですけれ

ども、今申したとおり多段的になっており、今やっているところが区切

られた部分になっておりますので、そこを直せば、恐らく直下の部分は

大丈夫じゃないかと思っております。 

 

吉永美子委員 １８１ページで、ＬＥＤ化とかバリアフリー化、トイレの洋式

化などを考慮して行う整備計画になっておりますけれども、このバリア

フリー化というのはどのように考えておられるんですか。 

 

渡邉文化会館長 文化会館が全くバリアフリー化されてないかというとそうで

はなくて、その後の法律が変わっておりまして、平成１８年の高齢者障

害者等の移動等円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法、

こちらのほうに対応させたいと思っております。具体的には、床面に点

字ブロックがありません。あと、文化会館へのアクセスが１段高いよう

になっておりますので、スロープでアクセスしやすいようにするなど、

法に適した形にしたいと考えております。 

 

吉永美子委員 それでは、車椅子の関係の方にとっては現状で支障はない状況

になっているということですよね。 

 

渡邉文化会館長 アクセスで、正面玄関部分とか一部分アスファルトでスロー

プ化はしております。ただ、法に沿った勾配ではないと思いますので、

もっと法に適さなければならないと思っております。あと、入口もちょ

っと車椅子用の自動扉も狭いのではないかなと思っております。まだ問

題がないと言えば嘘になりますが、頑張っております。 

 

吉永美子委員 車椅子の利用者にとって不便な部分があるのであれば、そうい

ったことも含めたバリアフリー化をやっていただきたいと思います。ど

のようにしたら来られる方にとって、より利便性のいいものになるかと

いう御意見は、障害者協議会といった会にしっかり聞くべきだと思いま

す。その立場に立ってバリアフリー化を進めないといけませんので、そ

の辺いかがでしょうか。 
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渡邉文化会館館長 委員おっしゃられるとおり、せっかくやるのでしたら声を

伺って満足のいくものにしたいと思っておりますので、話合いの場は持

ちたいと思っております。 

 

吉永美子委員 それと、トイレの洋式化とありますが、具体的にどのように考

えておられますでしょうか。 

 

渡邉文化会館館長 トイレの洋式はもう時代の要請であると考えております。

さらに一歩進めまして、オストメイトとかの対応も必要かと思っており

ます。現在、オストメイト対応のトイレが一つありますが、こちらもた

くさんの方が利用されますし、これから高齢化も進んできますので、法

に沿った数をそろえなくてはならないと思っております。 

 

吉永美子委員 ちょっと細かいことを申し上げると、以前、水流疑似音の機械

を付けていただきましたけど、すぐ電池が切れます。例えば、埴生の複

合施設のトイレは、車椅子の方という意味じゃないですけど、より利便

性のいいものになっていると思いますので、その辺を是非、参考にして

いただくとありがたく存じます。せっかくなので。あわせて中長期整備

計画をこれから作られるということですが、やはり文化会館は文化の発

信拠点です。そういった視点で、やはりこれからどのように整備してい

ったらいいのかが大事だと思います。先日、市長が東京に行かれて、Ｃ

ＬＡＳＳ ＧＬＡＳＳの展覧会をされていて、やはりブランド化、ガラ

ス文化を山陽小野田は本当に進めていくと思います。そういう意味では、

ガラス文化の発信という部分も担い、やはり新幹線の駅のすぐ前ですか

ら、県内外、市外といった方がたくさん来られるところです。文化の発

信拠点という意味での整備計画は考えておられますでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今委員がおっしゃられましたとおり、厚狭駅新幹

線口の対面にある文化会館になります。ガラス文化については、今から

市内外に大きくどんどん発信していきたいと思っております。今現在、

文化会館にはガラスの作品を展示しておりますが、その展示の仕方等も、

今後、整備計画の内容を確認しながら、より目に付く、より効果的な配

置について検討してまいりたいというふうには思っております。 
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吉永美子委員 最後に１点聞きます。是非、ＣＬＡＳＳ ＧＬＡＳＳは、やは

り山陽小野田が現代ガラスを売りにするのであれば、市役所もそうです

けど、入られるときにやっぱりガラスのまちなんだということを意識す

る建物にしていただきたいと思っています。昔は水を張っていたところ

に苔が生えたりしたらきれいじゃないな、何とかしてあげてほしいなと

思っていたら、今は水を抜いていますよね。これは今後どのように活用

される予定でしょうか。 

 

松尾数則分科会長 これは範囲に入っていますか。（発言する者あり）整備計

画の範囲に入っているのね。 

 

石田文化スポーツ推進課長 委員おっしゃられたように、あそこの池について

は、今水を抜いて全く何もないような状態になっております。あそこの

スペースについては、今後、有効活用できればなというふうには考えて

おりますが、中長期整備計画から出てきた内容を踏まえまして、どうい

った形での利用が適切なのか、その辺りはしっかり検討してまいりたい

というふうには思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 文化会館の維持整備ですけれども、一つお聞きしたい

のは構造自体はあまりいじらないんですか。単に補強するぐらいに考え

ればいいんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 基本的には大規模な改修を考えておりますので、

基本は現状復旧ということで考えております。ただ、先ほどから御説明

差し上げておりますが、時代の流れに即した様々な改修は必要と思って

おりますので、そういった辺りも含めて改修をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 

白井健一郎副分科会長 文化会館、芸術とか文化、音楽とかいろんな芸術的な

催しが行われるところというのは、館自体が一つの芸術なんですよね。

ですから、私も文化会館にはもちろん何回も行ったことありますが、単

に補強だけ考えるのではなくて、何かこう会館自体が一つの芸術、そし

て、市民にメッセージを与えられるような、そういう何か夢があるとい

うか、そういう改修になったらいいなと思いますけれども、どうでしょ

うか。 
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石田文化スポーツ推進課長 この文化会館の建物を皆さん御存じだと思うんで

すが、先ほど屋根の話もありましたが、勾配もいろいろ、屋根の形も多

角的になっておりまして、すごく洗練された建物だというふうには考え

ております。あそこの外壁等は２７年たっており、当然汚れ等もありま

すので、その辺りもきれいにする中でより目立つような形、より建物の

形がすごく象徴されるような文化会館になるようにはしていきたいとい

うふうには考えております。 

 

福田勝政委員 この工事は、防水工事が主だと思うんですよね。今から入札さ

れると思うんですけど、これほど大きな仕事をする山陽小野田市の業者

はいないわけですよ。元請は山陽小野田市から受けて、要するに丸投げ

という、言葉悪いんですけれど、そういった点はどうなるんですかね。

山陽小野田市にはこれほど大きな仕事をする業者はいないです。だから、

元請が受けて、恐らく丸投げみたいな形になると思うんですよ。その点

はどのように思われますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 この委託工事につきましては、監理室等とも相談

をしながら、決まっております基準に基づいて、進めてまいる予定とし

ております。 

 

山田伸幸委員 この活動指標、成果指標のところに、令和６年に実施設計とな

っているんですけど、最終年度は何年度で完成ということなんでしょう

か。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今委員おっしゃられた実施計画、基本設計等につ

いては、あくまで予定として考えております。令和４年度に、老朽化調

査をして、中長期整備計画が出てまいります。その内容を見まして、目

で見れる文化会館の様子と実際の中身の状態というのがまだ今正直分か

っておりませんので、その内容を踏まえまして、あくまで今現在の計画

ですが、令和４年度に中長期整備計画が出てまいりまして、令和５年度

に基本計画、そして令和６年度に実施設計で早ければ令和７年度から大

規模改修が行えるといいかなというスケジュールで今そこに記載させて

いただいております。 
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奥良秀委員 この文化会館の改修事業の計画というのは、いつの段階でこうい

ったものを立てられたんですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 この文化会館につきましては、山陽小野田市の個

別施設計画の中に大規模改修をする施設となっており、それに併せて長

寿命化を考える施設となっております。いろいろ文化会館の現状を踏ま

える中で、令和４年度にこの老朽化調査をして、本格的に大規模改修に

向けて進んでいこうというふうに考えて今進めております。ですので、

いつの時点と言われますと、あくまで令和４年度をスタートとして、改

修に向けて進んでまいりたいと考えております。 

 

奥良秀委員 施設の個別計画の中で、大規模改修とあったんですが、多分、私

が知っている限りでは文化会館が出来上がってからこういうふうな調査

はしてこられてないと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 こういった建物の内面を見るというような調査は、

この度が初めてになります。館全体の調査という点でも、初めてになり

ます。 

 

奥良秀委員 基本的な考えで、建築物を建ててから、２０何年もほったらかし

にしていると、やはり水漏れも雨漏りもしますし、コンクリートも当時

は外壁も全部一番新しいコンクリートの打ちっ放しで、多分そのまま上

には塗膜防水をして相当きれいだったと思うんですが、今見ると真っ白

なんですよね。だから、そういったことも全然考えずにほったらかしに

していたというのが一番の問題であって、これだけの防水の金額にして

も、塩化ビニールだと思うんですけど、２０何年もほったらかしにして

いると、バリバリに破けるというのは、素人でも分かるんですよね。だ

から、今回こういうふうな計画を立てられる中で、次にまたほったらか

しにしていると、こういうふうな大きな金額が掛かると思いますので、

是非、そういう長期の改修計画、整備計画を立てられるのであれば、そ

の後のこともきちんと出してもらえるように業者にお願いしていただき

たいんですが、よろしいでしょうか。 

 

渡邉文化会館長 今委員が言われたことは分かりました。一応３０年のスパン

で整備計画を立てようと思っておりますので、これから３０年について
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は、一応検討するということは考えております。 

 

奥良秀委員 建ってから３０年なんですけど、やはり少しずつチェックしてい

かないと、そのときには数万円で済むものが、何十年もほったらかしに

すると、やっぱり何百万円、何千万円と掛かりますよということをお伝

えして、考えを変えてほしいなと思っております。次に、１８１ページ

の備考のところで、時代に即してとあるんですが、吉永委員からもあっ

たように、障がい者の方や車椅子の方がやはりたくさん来られますし、

市内、県外、もしかしたらガラスの関係で国外からも来られる方もいら

っしゃると思うんですが、いまだに砂利の駐車場というのはいかがなも

のかなと。やはり文化会館であれば、全てを車椅子でも通行できるよう

にするべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

渡邉文化会館長 文化会館の駐車場につきましては、全面砂利ではなくてアス

ファルト部分が、５分の１ぐらいは敷いてあります。あと、車椅子のア

クセスですけれども、もともと古い法律では２台までの駐車場でしたけ

れども、法律を見て一応５台までの対応をしております。先ほど申した

とおり、文化会館のアクセスに段差がありましたので、駐車場からは車

椅子でも行けるようにアスファルトでスロープを作っております。ただ、

これで全く十分というわけではございませんので、今後の改修で、その

辺をもっとよりいいものにしていきたいと思っております。 

 

奥良秀委員 山陽小野田市に一つしかないすばらしい文化会館だと思いますの

で、是非ともバリアフリーと言われるのであれば、あとは多様性でいろ

んな方が来られる文化会館でありますので、その辺もやっぱり計算とい

うか、考えられてください。また、障がい者に対して２台を５台と言わ

れましたが、そこに雨よけがあるかといったらないですよね。厚狭駅で

は付いていますよね。そういったことも、備考に時代に即してと書いて

あるのであれば、そういったものもよく研究されて、この中期整備計画

というものを、業者だけで丸投げではなくて市からも意見を出して、よ

りいいものになるようにしていただきたいと思うんですが、いかがでし

ょう。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今、委員の皆様にいろいろな意見を頂きました。

それだけ文化会館への期待度が高いというふうに受け止めております。
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時代に即したということにつきましては、今、文化会館に備わっている

設備等々が十分ではないということは十分認識しております。皆さんが

使いやすいような、行っても困ることがないような施設にすることが文

化会館の利用者を増やすことにもつながっていると考えておりますので、

そこは十分研究してまいりたいと思っております。 

 

福田勝政委員 ちょっと僕、勘違いしておりました。全体を防水工事すると思

っていましたけど、えらい値段が安いなと思っていました。年次的にと

いうことは、人間の体に例えるとサロンパスを悪いところにだけ貼って、

ほかは置いておくということでしょ。そういうことでしょ。年次的に防

水工事を行うものと、可能性が高い所からと書いてありますが、これは

だから漏れるところだけ部分的にやるということでしょう。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今、文化会館の屋上の状態については、全て状況

を確認しております。悪い箇所は幾つかあるんですが、一気にやること

はなかなか難しい状況にありますので、令和４年度につきましては、中

でも一番影響の大きい部分のところの屋上防水工事を行います。年次的

ということで、またその次の年、次の年ということで、いろいろな悪い

ところをどんどん直していくという形で進めてまいります。 

 

福田勝政委員 職業柄、こういう関係をしているんですけど、とにかくコンク

リートの防水は漏れ出したらたら大変なんですよ。やるとしたら、ここ

が漏れると思うけど、向こうから漏れていた場合があるんですよね。専

門の方が見ると分かると思いますけど、そこをよく考えてもらって、僕

としては、もう全部防水をした方がいいんじゃないかと思うんです。こ

れ年次的にすれば、お金がかえって高くつくと思うんですよね。僕の案

ですけど、よろしくお願いします。 

 

松尾数則分科会長 福田委員、そのことはもう予算の関係でそうした手段しか

ないということは、説明を受けていますのでね。 

 

福田勝政委員 そうしたら要望でいいです。 

 

松尾数則分科会長 この辺で、質疑を打ち切りたいと思っております。（「は

い」と呼ぶ者あり）続きまして、次は審査事業３２番、執行部の説明を
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求めます。 

 

石田文化スポーツ推進課長 それでは審査番号３２番、かるたによるまちづく

り推進事業について御説明いたします。資料の１８３ページをお開きく

ださい。事業概要ですが、市内公共施設や小学校の授業の一環としてか

るた教室を開催することで、市内全域へ競技かるたの普及を進めていく

とともに、かるた教室の参加者などを対象としたかるた大会を開催し、

競技者の増加や交流人口の拡大を図ることにより、かるたのまち山陽小

野田の魅力を発信し、かるたによるまちづくりを展開する事業となりま

す。この事業は、重点施策３まちの価値を創るの（２）文化・スポーツ

の振興に該当する事業となります。活動指標は、三つ挙げております。

まず一つ目として出前かるた教室の開催回数、参加者数を挙げておりま

す。これは小中学校の授業の一環としてかるた教室を開催しているもの

で、教育委員会、各学校の御協力により、このコロナ禍にあってもたく

さんの学校より希望を頂いております。次に二つ目は、一般向けかるた

教室の開催回数、参加者数を挙げております。これは、競技かるたに親

しむ機会を提供するとともに、初心者レベルの試合に参加できる力を身

につける教室を開催するものです。残念ながら、令和２年度、令和３年

度は、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。三つ目

は、かるた大会の開催回数、参加者数を挙げております。これは初心者

でも気軽に参加できるかるた大会を開催し、市民がかるたを通じて交流

できる場や、競技かるたに親しむ機会を提供し、競技者の増加や交流人

口の拡大につなげていくために開催するものです。これも残念ながら、

ここ２年間は新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

令和４年度に向けた評価としては、前年評価は成果、コスト共に現状維

持、事中評価についても成果、コスト共に現状維持としております。妥

当性・有効性・効率性についての評価点は３５点となっております。１

８６ページをお開きください。令和４年度の事業内容を記載しておりま

すが、先ほど活動指標の中で御説明いたしました内容を中心に実施して

まいります。大きくは、かるた教室の開催、かるた大会の開催となって

おります。この予算の内訳について御説明いたします。１８４ページを

お開きください。令和４年度の予算については、委託料として３２万円、

消耗品費として１５万８，０００円、通信運搬費として１万円、保険料

として１万円、会場借上料として２，０００円、合計５０万円を計上し

ております。これらに対する財源内訳としては、ふるさと支援基金を全
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額充当予定です。説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員からの質疑を求め

ます。 

 

吉永美子委員 これ、大変すばらしい取組だと思うんですね。何年か前に、「ち

はやふる」という、テレビでしたっけ、映画でしたっけ、一時期すごく

脚光を浴びて、それで引き続き本当に頑張っていただきたいと思うんで

すけど、山陽小野田市のやっぱり強みというのは、かるたクイーン、ま

た、かるた永世クイーン、クイーンが２人おられるというところですが、

このクイーンの位置づけというのは山陽小野田市はどのようになってい

ますか。活用はされていると思うんですけども。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今委員がおっしゃられたように、永世クイーン、

元クイーンが２名いらっしゃるというのは、全国的に見てもすごく価値

ある状況だと思っております。この２名につきましては、芸術文化アド

バイザーということで、かるたについていろいろな普及を進めるに当た

って、そのほかの大会等の開催についても、いろいろな御意見、御提案

を頂くようにしておりまして、そういった形で御貢献いただいておりま

す。 

 

吉永美子委員 それはいいことだと思います。そのアドバイザーということを

きちんとかるたクイーンさんが受けていただいていることは、すばらし

いと思います。この１８６ページに、出前かるた教室とか一般向けとか

幼児向けとかありますが、こういったときには、かるたクイーンは御参

加いただいているんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 学校の出前かるた教室であったり、いろいろなか

るたに関する事業につきましては、山陽小野田かるた会に委託をしてお

ります。その中で、かるた協会に属されておられます会員の方々がどう

いうふうに割り振りしていくかというのを検討されて、その中に、永世

クイーンであったり元クイーンであったりという方が学校に行って指導

するというような形は多くございます。 
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吉永美子委員 最後にお聞きします。やはり先ほど申し上げましたように、か

るたのまち山陽小野田というのをこれからも本当に進めていただくこと

が、山陽小野田市のシティセールスに大きくつながると思っています。

教えていただきたいんですけど、かるたのまちであるということを売り

にしている市町は全国的にほかにもあるんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 かるたのまちをＰＲしているところは、私が知っ

ているのは３か所ございます。滋賀県の大津市、福井県のあわら市、東

京の府中市、この三つが、ちはやふるの舞台等にもなっておりまして、

かるたのまちということで、精力的に活動をされておられます。 

 

吉永美子委員 最後にします。そういうほかに３か所あるというところで、や

っぱり東京方面であれば、そういう舞台になったりといろいろあると思

います。今うちがいろんなイケメン又兵衛とか作ったりしていますけど、

そのかるたに関するキャラクターはまだないですよね。ありますか。そ

れをどのように売っていかれるかということですね。それも大事だと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今委員がおっしゃられましたキャラクターですが、

恋する泉ちゃんということで、和泉式部をモチーフとしたイラストがご

ざいます。昨年度、今年度、山口ゆめ回廊博覧会の中で、恋すてふかる

たというイベントを行って、今その中で、イケメン又兵衛と恋する和泉

ちゃんの等身大パネルを作っております。そういったパネルを展示した

りですとか、いろいろイベントに参加された方にお配りするテキストの

ようなものに、恋する和泉ちゃんを入れたりですとか、和泉式部の歌を

題材としての講演会等も行っておりますので、そういった形でのＰＲは

行っております。 

 

山田伸幸委員 出前かるた教室を各学校でやられているんですけど、これ学年

は何年生が対象となっているんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 学校で、百人一首を習う学年が一番適当というふ

うに考えておりまして、学校等に投げかけをする際には、小学校４年生

というのを一応対象としております。ただ、４年生でないとできないと

いうものではありませんので、その辺りは融通を利かせるといいますか、
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幅を持たせて、各学校のほうの希望に沿うような形で行っております。 

 

山田伸幸委員 小野田高校かるた部が有名になっているんですけれど、そうい

った皆さんにこういった出前かるた教室等で御協力いただくとか、そう

いうことはされておりますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 出前かるた教室は、あくまで学校の授業の一環に

なりますので、小野田高校のかるた部の生徒の参加というのはなかなか

難しいかと思います。ただ、小野田高校のかるた部の方は、土曜高中教

室というようなものを行っておられまして、年間通じてではないんです

が、小野田高校のかるた部が高千帆中学校に行って、かるたを教えてお

られますし、令和２年度、３年度、小中高の連携のかるた交流会という

のを行っております。その中では、小野田高校のかるた部の方が、指導、

デモンストレーションのようなものも見せられていろいろ活動をする場

はあります。 

 

山田伸幸委員 それと一番いいのは、かるた大会の誘致だと思うんですよね。

主催でもいいと思うんですけど、そういったところで競技かるたを実際

に目の前で見る機会というのも必要ではないかなと思うんですけど、い

かがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 平成３０年度から、かるたの取組は毎年行ってお

りますが、ずっと同じ形で続けていくというのも変化がございませんの

で、いろいろな新しい取組はしてまいりたいというふうに考えておりま

す。市の事業ではなかったんですが、平成３０年度に国際かるた合宿と

いうことで、かるた協会の方が、海外でかなりかるたが盛んな都市もあ

りますので、海外の方の合宿をきらら交流館で開かれております。また、

国際かるた合宿を、来年度、再来年度、開けないかということで、今検

討はしておりますが、いかんせん新型コロナの関係もありますので、ち

ょっとその辺りがどうなるかは今後分かりませんが、かるた競技かるた

の試合の姿を市民の方に見ていただくような場の提供については、研究

してまいりたいというふうに思っております。 

 

奥良秀委員 １８６ページのかるたによるまちづくり推進事業の中で、今回初

めて新規で幼児向けかるた教室というものを入れられたんですが、この
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狙いというか、入れた理由は何でしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 百人一首は、委員の皆様も学生時代、句を覚えら

れたことはあると思います。競技かるたというと、なかなか敷居が高い、

覚えないとできないというようなところもあるんですが、この幼児向け

に広げました理由としては、まず百人一首に触れてもらう。競技かるた

ということも、当然遊び方としてはあるんですが、お坊さんめくりのよ

うな形で、すごくルールが簡単で小さい子供さんでも楽しめるものとい

うようなことを広げていくことで、百人一首というかるたに触れる機会

を増やしていきたいということで、新規事業として挙げさせていただい

ております。 

 

奥良秀委員 是非とも幼児教育の一環としても学力向上だけではなくて、やは

り協調性を求める中でもとても大事で、やっとこっちのほうに目を向け

てくれたかなというような感じで、私はうれしいなと思っているんです

が、予定回数が３回なんですよね。保育園、幼稚園、私立公立を含めて

もかなりの量があると思うんですが、どのように運営されていく御予定

でしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 来年度、新しく取り組む事業となりますので、ま

ず公立保育園から始めてみたいというふうに思っておるのと、本市には

スマイルキッズがございますので、そういったところでの教室といいま

すか、事業展開も考えていきたいというふうには思っております。 

 

奥良秀委員 今、公立という話があったんですが、是非とも私立、公立、分け

隔てなく進めていただきたい、そのように考えております。どうしても、

この公立保育園事業を市という考えがありますので、そこの垣根だけは

のけていただいて、子育て世代に選ばれるまちの垣根の中で、子どもに

は何の影響もございませんので、その辺はしっかり考えていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今、公立と申し上げましたが、あくまで導入部分

ということで考えております。導入といいますか、新規事業ですので、

山陽小野田市の子どもたちにかるたに触れてもらうということで考えれ

ば、当然委員おっしゃられたように、公立、私立の垣根はないものとい



 16 

うふうに思っておりますので、いろいろな活動をする中で、どんどん公

立、私立、関係なく、いろいろな幼稚園保育園に出向いて行えるような

形は考えてまいりたいというふうに思っております。 

 

山田伸幸委員 それと、私は公民館で活動をしていて、教養講座等にも是非こ

ういった活用を各公民館に働きかけていただきたいですね。大体、前年

の１２月ぐらいから、各公民館が次年度の教養講座に何を取り入れよう

かということで、かなり悩まれておられます。こういったものもあると

喜ばれるんじゃないかなと思いますので、是非働きかけをしていただき

たいんですが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 どこの公民館か失念しておりますが、公民館で、

かるたの教養講座をされた場所はあると思います。公民館のほうへの働

きかけもしていく中で、どんどんこのかるた文化の振興を行ってまいり

たいと思っております。 

 

松尾数則分科会長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは次、

審査事業３３の審査をしたいと思います。執行部の説明を求めます。 

 

石田文化スポーツ推進課長 それでは審査対象事業３３、パラサイクリングに

よるまちづくり推進事業について御説明いたします。資料の１８７ペー

ジをお開きください。事業概要ですが、今年度、１年遅れで開催されま

した東京２０２０パラリンピックですが、終了した後においてもパラサ

イクリング日本代表チームの支援を継続することで、パラサイクリング

のまちとして、情報発信を行うとともに、市民との交流事業を実施し、

障がい者スポーツの支援や共生社会の推進を図るための事業となります。

この事業は、重点施策３まちの価値を創るの（２）文化・スポーツの振

興に該当する事業となります。活動指標は、合宿の支援、交流事業の開

催の二つを挙げております。新型コロナウイルスの影響もありましたが、

令和２年度、３年度ともに、目標回数を達成できております。令和４年

度に向けた評価としては、前年評価の成果は東京２０２０パラリンピッ

クを目標とした支援は終えたとして完了としています。事中評価につい

ては、パラサイクリング日本代表チームの支援を今後も実施していくた

め、成果を拡充、コストを拡大としております。妥当性・有効性・効率

性についての評価点は３７点となっております。１９０ページをお開き
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ください。令和４年度の事業内容を記載しておりますが、主な事業とし

ては、今後も山陽オートレース場での強化合宿を実施していただくため

の合宿補助と、市民との交流事業を実施していただくための業務委託と

なっております。この予算の内訳についてご説明いたします。１８８ペ

ージをお開きください。令和４年度の予算については、合宿誘致事業補

助金として１００万円、市民との交流事業委託料として５０万円、消耗

品費として１０万円、印刷製本費として５万円、保険料として５万円、

合計１７０万円を計上しております。これらに対する財源内訳としては、

ふるさと支援基金を全額充当予定です。説明は以上となります。御審査

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員からの質疑を受け

ます。 

 

吉永美子委員 この１８８ページのところで、令和４年度から事業内容の中に、

市民との交流事業を令和４年も５年も６年もされていくということです

が、構想としてはどのように事業を展開する予定でやられますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 この内容については、これからいろいろ検討して

いくように考えておりますが、主には市内の小学校中学校全域にわたっ

て選手の方に行っていただいて、例えばタンデム自転車であったり、そ

のほかいろいろお話を聞いたりだとか、そういった内容を今考えており

ます。 

 

吉永美子委員 今のお話だと、小中学校で、大人はないということですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今申し上げましたのは、一例で挙げさせていただ

きました。大人につきましても、タンデム自転車の体験会であったり、

例えば、内容によれば講演会のようなものであったり、いろいろな事業

は展開してまいりたいというふうに思っております。 

 

吉永美子委員 この度、金メダルを取られたということで、山陽小野田にとっ

ても大変うれしい出来事が起きています。最年長の方でしたよね。二つ

も取られたということで、私も見ていて大変うれしかったんですけど、
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オートレース場を使うということは事故の危険性もない、また本当に練

習しやすいという、すばらしい環境をもともと持っていたということは

良さなので、やはりパラサイクリングの方を応援するということは、山

陽小野田の公営競技事業のアピールになる部分もあると思うんですよ。

市民との交流事業を展開することによって、併せて障がい者のスポーツ

を通じて、障がい者に対する理解度を上げるためには、小中学校、保育

園とか幼稚園とか、幼いときにいろんな方々と交流することは、子供の

心を育てるという意味で大きな力があると私は思っています。ただ、こ

れまでの流れでいくと、なかなか簡単にいかないのは分かっているんで

すけれども、小学校とかで来ていただいている学校が少ないですよね。

その辺は、小中学校をターゲットにされる分について、今後どのように

考えていかれますか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今、委員がおっしゃられたところが課題というふ

うに思っております。どうしても今までは合宿に来られた際に、合宿の

負担にならない範囲での交流しかできておりませんでした。今後につい

ては、そこをどういうふうに拡大して、市民の皆様にパラサイクリング

のまち山陽小野田ということをＰＲしていくかというところについては

出向く形がいいのか。例えばですけど、バス等に乗せて、現場というか、

レース場に来ていただく形がいいのか。そこの課題の解決に向けて、ど

ういう手法が取れるのかということをしっかり研究してまいりたいと思

っております。 

 

吉永美子委員 いろんなやり方あると思うんですけど、私はやはり横のつなが

りという部分がとても大事だと思っていて、今、日本写真判定さんが包

括的な委託を受けておられる、また、うちからも公営競技事務所が入っ

ているといったところとの連携というのは、今もされておられますか。

その辺は大丈夫でしょうか。このオートレース場を使って、どうやって

いったらいいかというところは大事だと思うんですけど、どうしたらよ

りパラサイクリングのまちＰＲ事業が進むかというところは、横の連携

はもう既にされていて、これからも横の連携しながらやっていかれると

いう認識を持っていいですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 その認識は持っていただいて大丈夫です。 
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山田伸幸委員 通常、パラサイクリングの競技というのは、どういったところ

で、どういう頻度で開催されているか御存じでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 すみません。詳細については、きちんと把握して

おりませんが、世界の選手権であったり、今パラサイクリングの選手の

方々はいろいろ日本各地で合宿や強化トレーニングのようなものをされ

ておられます。たしか５月か６月に世界大会があったりはしているとは

思うんですが、そういった形でいろいろな試合の場、競技の場というの

は当然設けられておると思いますので、それに向けて調整をして、各選

手、大会等に出場されているというふうに思っております。 

 

山田伸幸委員 いろいろ選手の皆さんもそういった試合をまず第一に考えてお

られると思うんですけれど、そういった試合に出るために、それぞれの

皆さんが全国各地で地元等でやられていると思うんです。そういった皆

さんが一堂に会するというのは、こういう日本代表チームという形にな

ろうかと思うんですけれど、それを山陽小野田に定着させるということ

も必要だと。とにかく困ったら山陽小野田市に頼めば、何とか練習場の

確保、あるいはいろんなサポートを受けられるということがあれば、常

にこちらに来られると思うんですけど、そういった先方の事情というの

も相談されているんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 このパラサイクリング代表選手に関しましては、

日本パラサイクリング連盟というのがございます。そちらの連盟とは、

いろいろ連絡等を取りながら、例えば来年度のキャンプ、合宿、いつ、

レース場の状況もありますので、その辺りを情報提供しながら、連盟と

は連絡を取りながら進めております。 

 

山田伸幸委員 オートレース場ですから、よくあそこでレースはやってないけ

れど、販売とかでいろんなお客さんが来られると思います。そういった

点で支障になるようなことはないですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 先ほど、吉永委員からもレース場との連携はしっ

かりされていますかというお話がありまして、しておりますというふう

にお答えしました。レース場の本場開催等いろいろ日程が決まっており

ますので、そういった本場開催等の御迷惑にはならない状態での合宿と
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いうのは心掛けております。 

 

山田伸幸委員 それと、交流事業がもし実現できれば、市内にも相当多くのサ

イクリングの愛好者がおられると思うんですけど、そういった皆さんと

県内の名所を一緒に走っていただくというようなイベントというのは考

えられないでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 本市が今進めておりますのが、パラサイクリング

のまち山陽小野田ということになっております。今、この多様性の時代

にもありますので、障がい者、健常者ともに集えるような場の提供とい

うのはしてまいりたいと考えており、そういった健常者、障がい者、い

ろいろな方が集うようなイベントについては、いろいろ研究してまいり

たいというふうには思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 まず、東京パラリンピックがあって、伊豆でパラサイ

クリングの競技があったと思うんですが、それはコロナが広がっていた

ので観客なしでやったと思います。仮に観客を入れていたとしたら、例

えば市から応援団みたいなものを派遣する計画はあったんでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 この東京２０２０パラサイクリング、パラリンピ

ックについては、本市から１名現地特派員のような形で派遣するように

旅費を予算計上しておりました。直前まで行くことをいろいろ検討して

おりましたが、パラリンピック自体が無観客ということになりましたの

で、残念ながら特派員の派遣というのは断念しております。 

 

白井健一郎副分科会長 今の質問とは離れた質問なんですけれども、パラサイ

クリングというのは、アスリートの練習、そして試合、大きな世界大会、

パラリンピックを市民が応援するという競技性の面と、あとやはり障が

い者が後天的であれ先天的であれ、いろんな障害を克服してという、そ

の克服した豊かな人生を持った１人の人間に市民がファンみたいな形で

くっつくという面もあると思うんですよね。一番初め、そういうことを

たしかおっしゃられましたが、その両面を大切にしてほしいです。私は

スポーツが好きでパラリンピックをずっと見てきているんですけど、そ

の辺も例えば東京の前はリオでパラリンピックがあったんですけど、そ

のときはテレビの解説、あるいはテレビでの競技の捉え方というのが、
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競技性、アスリート性というのはすごく捉えたんだけど、逆になぜ障が

いをどういう理由で負ったのかとか、それからどう克服してきたのかと

いうところは触れなかったんですよね。東京パラリンピックは、その辺

のバランスが非常に良かったと私は思います。やはりその両面を見るほ

うが、応援しようと思う契機になりますので、その点をどう思われます

か。 

 

石田文化スポーツ推進課長 今、副会長が言われましたように、いろいろな側

面があると思います。競技スポーツとして頑張っている部分、障がいを

克服したという部分、そういった両面は着目といいますか。そういった

頑張られている選手の皆さんのいろいろな側面があるということをいろ

いろ知っていただく中で、ファンになったり自分も頑張ろうと思うよう

な契機にしていただけることを期待しております。 

 

松尾数則分科会長 だんだん要望が増えてきたかな。何か質疑ありますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）質疑を打ち切ります。５分まで休憩します。 

 

午前１０時２分 休憩 

 

午前１０時５分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、質疑を続行いたします。次は予算書の

文化振興費から行きますので、委員からの質疑を求めます。 

 

吉永美子委員 文化振興業務で、子供文化ふれあい事業についてお聞きいたし

ます。令和４年度の予定をお聞かせください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 子供文化ふれあい事業につきましては、今まで文

化会館に小学校６年生が一堂に会す形で行っておりましたが、新型コロ

ナウイルスの関係で、令和２年度中止になったことに伴いまして、令和

３年度からアウトリーチの方式に変えて実施しております。令和４年度

につきましても、この新型コロナウイルスの状況がなかなか見通せない

状況にもありますので、令和３年度と同様のアウトリーチの方法を取っ

て実施したいというふうに考えております。 
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吉永美子委員 予定を立てられていると思うんですけど、どのようにアウトリ

ーチで、全小学校に行けるのかお知らせください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 この子供文化ふれあい事業ですが、今年度につき

ましては、小野田地区の小学校７校と山陽地区の６年生を対象として実

施しております。令和４年度につきましては、山陽地区の小学校の５年

生、６年生を対象に実施予定としております。 

 

吉永美子委員 大事なことに答えていただいていないです。どういうことをす

るのかということですよ。 

 

石田文化スポーツ推進課長 内容につきましては、ここ近年ずっと音楽の鑑賞

に偏っておったように考えておりますので、来年度の事業内容について

は、そういった音楽に偏らないような形での実施を検討しておりまして、

それについては、芸術文化アドバイザーのほうにも相談をしていろいろ

検討していきたいというふうに思っております。 

 

吉永美子委員 こういうのを御相談する芸術文化アドバイザーというのは、ど

ういう立場の人ですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 音楽に関しての芸術文化アドバイザーは、前文化

会館の館長でありました広田先生、それとサビエル高等学校の松原校長、

このお二人が音楽に関しての芸術文化アドバイザーということでお願い

をしておりますので、そういったお二人の方に御相談をするような形で

考えております。 

 

松尾数則分科会長 文化振興費を終わります。（「はい」と呼ぶ者あり）次は

市民館費。（「なし」と呼ぶ者あり）文化会館費。 

 

大井淳一朗委員 文化会館大規模改修については、今言われたところですが、

日頃の設備ですが、ネーミングライツを導入されております。５３ペー

ジに、歳入としてネーミングライツ料が入っておるわけでございますが、

このネーミングライツが一般財源に溶け込んだ形で、何のためにこのネ

ーミングライツが使われているのかというのが前から問題となっており

ます。実際にこの事業者からの提案とか日頃の不二輸送機さんとの交流
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というか、交渉はどのようになっているでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 以前からこのネーミングライツ料の使用について

は、いろいろな御意見を頂いております。他市等の状況も確認いたしま

したが、なかなかその使途について公表等をしているところはございま

せんでした。不二輸送機とのお付き合いですが、市が行います主催文化

事業については、例えば招待券を持って行ったりとか、そういった形で

の御協力に対してのお礼のような、こういう形で文化会館の事業を行っ

ていますというような情報提供等は行っております。 

 

大井淳一朗委員 それだと株主優待券とか協賛に対するお礼というレベルを超

えないので、ネーミングライツを社会貢献としてやっていると思うんで

すよね。提案型のネーミングライツという手法もあるわけですが、それ

も進めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 ネーミングライツにつきましては、文化会館での

ネーミングライツが本市での初めての取組となっております。平成２７

年度から、このネーミングライツに御協力いただいております。今後に

つきまして、今ありました提案型のネーミングライツがいいのか。この

形をずっと続けていくのがいいのか。その辺りについては、他市との状

況も踏まえながら研究してまいりたいというふうには思っております。 

 

吉永美子委員 今の関係で何年か前になりますが、文化会館の外のほうに木材

を使った舞台みたいなのを、こういうふうにできましたよということで、

不二輸送機にはお知らせいただきたいと述べさせていただいたことがあ

るんです。やはり一般財源に入っているとは言ってもできる範囲では、

おかげさまでこのようにできていますよと言うことは、大事なことじゃ

ないかな。私は前から言っているように、極力、文化会館のために使っ

ていただくことが、やはり不二輸送機としても喜ばれることだと思って

いるので、とても意識してほしいなと思っているんですよ。その意識は

持ち続けていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 このネーミングライツにおきましては、年額２４

０万円という、決して安くないお金を頂いております。毎年、自動的に

入るお金というふうに認識してはいけないということで、その点につい
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ては重々意識しておるところです。不二輸送機については、今言われた

ようにこの物がネーミングライツ料で買えましたよというようなことが

なかなか表には出にくい部分ではあるんですが、どういった形でこのネ

ーミングライツ料が活用されているかというようなことについては、先

ほど御説明しましたとおり、例えば、いろいろな主催文化事業のお知ら

せであるとか、そういったものを持っていく中で、いろいろ情報交換、

お話をする中でこういった形で使わせていただいておりますというよう

なお話ができればなというふうには考えております。 

 

大井淳一朗委員 その点なんですけど、冠事業にするとか、洋式化とかいろい

ろ計画されていますが、そのお金は不二輸送機のおかげだという形でや

らないと一般財源に溶け込んでいるから、例えばラベルを貼る、あるい

は使用料金の減額、利用者に還元するとか、今提案ですが、その辺はい

かがですか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 イベントに冠をつけるというのは、今後検討して

まいりたいというふうには思っております。この事業が、ネーミングラ

イツ料を財源として行われていること、ポスター、チラシにも不二輸送

機さんのお名前が出るというようなことは、十分そのネーミングライツ

料の効果として認識していただける内容だと思いますので、その辺りは

前向きに考えていきたいとは思います。 

 

山田伸幸委員 やはりネーミングライツというのは、一般的な認識として、会

場の案内に必ずそこが付きますので、それ以上のことを恐らく先方も求

められていないと思います。文化会館、不二輸送機ホールが多くの方に

利用されることが、先方の願いではないかなと思います。やはり文化振

興のイベント等がきちんと市民に知らされて、そして、多くの方に詰め

掛けていただけるといったことがお返しにつながるのではないかなと思

いますので、その辺は気にされることはないのではないかなと私は思っ

ております。ただ、不二輸送機がどのように考えておられるかというの

は、私どもには分かりませんので、会場使用がきちんとそういうふうに

名を打たれ続けるということが行われていれば、十分ではないかなとい

うふうに思っております。 

 

松尾数則分科会長 質疑を、２７目きららガラス未来館のほうに移します。２
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７目よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）２８目スポーツ振興費。 

 

山田伸幸委員 委員報酬でスポーツ推進委員というのがあるんですけど、これ

はどういったことをするんでしょうか。 

 

三浦文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 スポーツ推進委員は、そこに書い

てありますように２５名いらっしゃいまして、スポーツに関する指導、

助言、アドバイスということでお願いしておりまして、簡単に言います

と、各地域から要望がございましたら、スポーツの審判ですとか指導者

として派遣も行っておりますし、市内のイベント、今年度で言いますと

市民マラソンにしろ、市民ふれあいスポーツ大会にしろ、中止となって

おりますが、その運営の中心として、イベントの運行、振興等行ってい

ただいております。 

 

山田伸幸委員 委託料に体育協会委託料というのがあるんですが、これはどう

いった内容になるんでしょうか。 

 

三浦文化スポーツ推進課スポーツ振興係長 体育協会につきましては、各いろ

んな競技の団体に加盟していただいておりまして、市内の各種大会を運

営していただいております。また、市民体育大会も委託しておりますの

で、そのような大会運営費の委託業務ということで、支出しております。 

 

松尾数則分科会長 よろしければ、２９目スポーツ施設費に移りたいと思いま

す。 

 

大井淳一朗委員 これは、本当は来年度から指定管理ということだったのを断

念されたようですが、その理由と今後の指定管理についての考え方につ

いてお答えください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 サッカー交流公園の指定管理ですが、これまでい

ろいろ検討してきております。残念ながら、来年度４月のスタートとい

うことは、今難しいと判断しております。その理由ですが、大きく三つ

ございまして、まず一つ目としては、新規の導入施設でありますので、

ある程度、その指定管理者の準備期間を一定期間設ける必要があるとい

うふうに考えておることと、あそこの天然芝のグラウンドですが、この
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状態がなかなかプロ仕様の基準に達してない部分も出ておりまして、年

間を通じての天然芝のクオリティーの確保のためプロチーム使用の管理

の水準であったり、そういった情報収集に時間が掛かっておるというこ

とがございます。それと仕様書等の内容については、いろいろ検討をし

ておるところでございますが、必要経費の算定でありますとか、自主事

業の考え方、在り方、あと運営リスクの分担をどのようにするかという

ようなことで準備は進めておるんですが、その辺りに予想以上に時間が

掛かっておるという状況になっております。あそこのサッカー交流公園

については、すごく今後の山陽小野田市のスポーツによるまちづくりに

必ず寄与する施設だというふうに思っております。中途半端な形での指

定管理導入は考えておりませんので、しっかり指定管理導入した後にあ

そこを核として、いろいろなスポーツによる交流であったり、人の交流

というものが生まれるような施設にしてまいりたいということで、今そ

の辺りの準備にしっかり時間を掛けているというような状態になってお

ります。 

 

吉永美子委員 ここはスポーツ施設運営業務とあるわけですけれども、今スポ

ーツによるまちづくりと言われました。やはり本当に地球温暖化が進ん

でいて、大変暑い中トレーニング室でトレーニングされているんじゃな

いかと思うんですが、こういった環境整備については、やはり進めてい

かないといけないと思うんですが、そういったことは、担当部局として

はどのように考えていかれているのか。密接したというか、その密な空

間の中であるところは、特にやはり大変つらいところではないかと思う

んですけど、スマイルエイジングにもつながることなので、広いことに

なると思うんですよ。ですから、やっぱりそういう環境整備という部分

でいわゆる冷房です。そういったことはどう考えていかれるのかお聞き

します。 

 

石田文化スポーツ推進課長 地球温暖化に伴う夏場の気温の上昇であったり、

今新型コロナの影響もありまして、密な環境での運動というのがなかな

かできにくい状態にはなっております。いろいろな施設への空調の設備

の導入ですが、県内でもいろいろな体育施設に冷房を入れるというよう

な事案があるということは認識しております。片やいろいろな体育施設

等、たくさんある中で冷房をつける以前に、その建物自体の老朽化であ

ったり必要な修繕ということも多く起こっております。いろいろ限られ
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た予算の中でどういう順番で、どういうふうに整備していくかというこ

とについては、担当課といたしましてはきちんと修繕計画のようなもの

も考えないといけないとも思っておりますし、しっかり必要に応じての

予算要求もしていかないといけないと思っております。整備しますとい

うふうにお答えできればいいんだとは思うんですが、なかなかその部分

については認識していることと、実際できることということでのジレン

マというのは正直ございます。ただ、利用者の方の利便性等を大事に考

えていくということは念頭に置いていますので、その辺りもしっかり踏

まえて対応していきたいというふうには思っております。 

 

吉永美子委員 最後にしますが、利用者の声という部分をどのように吸い上げ

ておられるのか、お聞かせください。 

 

石田文化スポーツ推進課長 体育施設に関しての利用者の声につきましては、

指定管理者がアンケートを行っております。その提出が担当課にござい

ますので、その内容については目を通させていただいております。当然、

今委員がおっしゃられました空調設備の導入等については要望としては

伺っております。修繕等もしっかりやってほしいというような声も伺っ

ております。そういった形で、市民の声は認識をしております。 

 

奥良秀委員 １２節の委託料の中の管理委託料、２，９５０万円ですね。前年

度よりも８００万円以上上がっているんですが、その理由をお願いいた

します。 

 

南部文化スポーツ推進課課長補佐 この８００万円につきましては、主にはサ

ッカー交流公園の天然芝グラウンドの維持管理業務委託の費用に今年度

２，０００万円ほど計上させていただいておりまして、その分の増とい

うことになっております。 

 

奥良秀委員 増になった理由というのは、どういうことが考えられますか。 

 

南部文化スポーツ推進課課長補佐 現在、サッカー交流公園の天然芝のグラウ

ンドにつきましては、ちょっとグラウンド状態がよろしくなくて、具体

的に申しますと、ゴール前ですとか、センター付近の辺りの芝が生えて

きていないときもあったりするというような状況になっております。ト
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ップチーム、プロチームが練習するに当たっては、機能としては非常に

ふさわしくない状態になっているので、手厚く作業が必要になってくる

ということから、その業務委託の費用を増額させていただいたというの

が理由でございます。 

 

奥良秀委員 今後の見通しとして、プロチームがどういうお考えか分かりませ

んが、ここがこういう状況であれば、やはり練習というのは大事なこと

なので、ここを使わなくなるような感じになっていくのではないかなと

思うんですが、今後、このようにだんだん費用が大きくなるにつれて、

山陽小野田市としてはどういうふうに考えていかれるんですか。 

 

南部文化スポーツ推進課課長補佐 快適な練習環境というのは、やっぱりプロ

のチームにとっては、とても重要なことだろうと考えております。是非、

そういったことがないように、天然芝のグラウンド、交流公園施設全体

としてもメインのグラウンドになっておりますので、そこが機能を低下

させた状態とならない範囲でしっかりとやっていただこうと思います。

ただ、それに当たって、費用が増加していくことにつきましては、やは

り業者としっかり話をしまして、手厚くやった後ではどんどん費用が落

ちてくる算段も見込みも立てるのではないかというようなことも相談さ

せていただこうと思っておりますので、そういうふうに対応していきた

いと考えております。 

 

奥良秀委員 是非とも費用対効果を見ながら、やっていただきたいと思います。

先ほど来から、ここの公園、施設が山陽小野田市のメインのところとい

うのもありますが、やはり入りと出というのは考えていかないといけな

いと思いますので、その辺はよく考えていただきたいと思います。だか

ら、今後もプロサッカーチームにここを選んでもらえるようにしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

松尾数則分科会長 歳入のほうもあれば、ここで質疑を受けたいと思っていま

す。何かありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、ここで一旦

休憩いたします。４０分から再開いたします。 

 

午前１０時２８分 休憩 
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午前１０時４０分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行いたします。次は、審査事

業３４番から入りますので、まず、執行部の説明を求めます。 

 

安部市民課長 それでは、審査事業３４、マイナンバーカード交付関連事務事

業について御説明します。マイナンバーカードの事務は、これまで、市

民課、市民窓口課二つの窓口での取扱いでしたが、令和４年３月以降、

南支所、埴生支所でも取扱いができることとなり、現在四つの窓口で事

務の取扱いをしています。２０３ページをお開きください。国の閣議決

定及び全国の申請等の状況を添付しています。安全、安心で利便性の高

いデジタル社会の基盤として、その普及と利便性の向上等が図られ、ほ

ぼ１００％の国民が令和４年度末には取得を完了させるという国の方針

に基づき、現在、本市においてもマイナンバーカードの申請支援を積極

的に行い、普及促進に努めています。それでは事業について御説明いた

します。１９１ページをお開きください。市民課分の事務事業調書です。

マイナンバーカード関連事務として申請、交付や交付後の住所異動等に

よるカード券面の記載事項の変更、有効期限満了に伴う切替え、ＩＣチ

ップ内の電子証明書の更新、暗証番号の変更等の手続を行うものです。

現在、市民課ではこれらの業務に加え、企業や団体への出張申請や、市

の施設などでの巡回申請サポートの実施等、申請を希望される方の申請

機会の拡大に努めています。成果指標として交付率を、活動指標として

出張申請回数を上げております。令和４年度に向けた評価は、前年評価

は成果を拡充、コストを拡大とし、今年度事中評価として成果は拡充の

まま、コストは現状維持としております。令和４年度は、令和２、３年

度に培った出張申請のノウハウを生かし、継続して申請支援に力を入れ

てまいります。２０４ページ資料２をお開きください。交付関連事務の

実績です。①の交付率ですが、各月１日現在の数値です。令和２年度４

月１日現在、本市の交付率は１２．５％で、国や県の交付率を下回って

いましたが、取得促進の取組等が功を奏し、令和３年度２月１日時点で

は、国や県を上回る４３．９％の交付率となりました。②交付件数は、

令和元年度以前は一月１００件程度の交付者数でしたが、令和２年度以

降、一月約９００件程度にまで急激に増加しています。③申請支援とい

たしましては、窓口で専用タブレットを使用して顔写真を撮影する申請

支援サービスを令和２年７月から、企業や自治会等市役所以外の場所に
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職員が出張して申請をサポートする④出張支援サービスを令和２年１２

月から実施しております。１９２ページをお開きください。個人番号カ

ード事業交付事務費として申請支援を含め申請から交付までの一連の環

境を維持するための経費を計上しています。令和４年度の支出内訳のう

ち、通信運搬費２１８万８，０００円は、交付通知書の郵送費や申請サ

ポートの際に使用するＷｉ-Ｆｉ３台分の通信費等です。機械器具借上料

１１３万６，０００円は統合端末３台分のリース料合計４６３万７，０

００円です。財源内訳は、国庫支出金の補助対象分が４４９万１，００

０円で残りは一般財源です。１９３ページをお開きください。市民窓口

課の事務事業調書で基本的には市民課に準じた業務を行っています。１

９５、１９７ページを順にお開きください。南支所と埴生支所の事務事

業調書です。本年３月１日からマイナンバーカード交付事務を開始し、

その利用状況について把握するため、活動指標を各支所の窓口で受け付

けるマイナンバーカードの記載事項変更件数と申請件数としています。

２０５ページは、補助金の対象となる交付事務費の一覧です。説明は以

上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員から質疑を求めま

す。 

 

山田伸幸委員 玄関ロビーのところに大きな機械、コピー機があるんですけど、

あれはどういったものなんでしょうか。 

 

安部市民課長 あちらはキオスク端末でございます。コンビニ等と同じように

マイナンバーカードを使用して証明書をお取りいただくことができます。 

 

大井淳一朗委員 改選前ぐらいにやったかもしれませんが、設置してみて利用

状況はどうですか。 

 

安部市民課長 設置、使用開始は昨日、３月１６日からとなっております。昨

日、数名は御利用いただいたということを確認しております。 

 

山田伸幸委員 これが何をするものかがまだよく分からなくて、恐らくほとん

どの方が大きなものがあるなという程度で、素通りされて窓口のほうに

行かれるんじゃないかなと思っているんですけど、昨日はあちらの機器
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でも利用できますという御案内をされたんでしょうか。 

 

佐藤市民課主査 あの機械は、マイナンバーカードを使って利用することがで

きますと窓口で御案内をして、マイナンバーカードをお持ちの方には職

員が操作の御案内をして使っていただくと。一度、あの機械を使ってい

ただければ、次回からはコンビニでも御利用いただけるのではないかと

いう期待を込めて置いております。 

 

大井淳一朗委員 あれはずっと置いとくわけではないということだったんです

が、いつまで置く予定なのか聞きたいと思います。キオスク端末の今後

の活用ですね。 

 

安部市民課長 こちらのキオスク端末の設置に関しましては、コンビニ交付の

利用促進ということと、窓口混雑の緩和ということを目的として設置を

させていただいております。現在、３年程度をめどに利用状況などを踏

まえて、今後有効に活用できるよう適切な設置場所については、また見

直し等を行っていく必要があろうかと考えております。 

 

山田伸幸委員 どちらにしても今入口が１か所しかなくて、反対側に置かれて

いて何とか支障がないと思うんですけど、これが本格的に玄関が開放さ

れた暁には、あそこに置いておくわけにいかないと思っているんですけ

ど、基本的にあの機械はどこに置くことを想定されて購入されているん

でしょうか。購入ですか。 

 

安部市民課長 購入でございます。場所は現時点ではロビーということで考え

て購入をしております。 

 

吉永美子委員 １９１ページで、令和４年度の出張申請回数の目標を９６回に

されている根拠は何でしょう。 

 

安部市民課長 職員体制等も踏まえて、週に２回程度出張が可能であればとい

うことで考え、９６回とさせていただいております。 

 

吉永美子委員 実績としては２０４ページですね。出張支援回数ということで、

随分前にちょっと市民から聞かれたときに、何人かが集まったら御自宅
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に行くという話を出した記憶があるんですけど、それは今もされている

んですか。 

 

安部市民課長 御自宅というか、自治会等で集まっていただいて、５名程度と

いうことで事前に申請いただければ、指定された場所にお伺いさせてい

ただくということでの活動を行っております。 

 

吉永美子委員 考え方として、私は例えば両隣とか何人以上でしたっけ。何か

人数がありましたよね。 

 

安部市民課長 現時点で５名以上ということです。 

 

吉永美子委員 自治会というよりも、２、３軒なりの人が集まって誰かの家で

そういう申請の支援をしてくださると認識を持っていたんですが、違う

んでしょうか。 

 

安部市民課長 個人のお宅というのが、相手方の方がよろしければ。ただ、個

人宅はなかなかそういった、例えば市の職員等がお伺いをすることにや

はり抵抗感がある方もおられるかもしれませんので、自治会、例えば公

民館ですとか、そういったところを借りていただいて、申請のサポート

ができればということで御提案させていただいております。 

 

山田伸幸委員 マイナンバーカードを使って、健康保険証あるいは運転免許証

との一体的な運用をされているんですけど、それはいつぐらいから行わ

れていくようになるんでしょうか。 

 

安部市民課長 健康保険証に関しましては、昨年１０月から徐々に医療機関等

にいろんな機器を設置されたところから利用いただけるようになってお

ります。 

 

吉永美子委員 国におけるマイナポイント、マイナンバーカードを作っていた

だくためのものでしたが、これはどのように市に情報が入り、市はどの

ように市民に対してマイナポイントを周知していく仕組みになっている

んですか。 
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安部市民課長 マイナポイントに関しましては、国等から通知がありましたら、

その情報に関してはホームページ等でリンクをさせていただいて、内容

について確認をしていただくようになっているということと、あと広報

等でも情報が入り次第お知らせをさせていただくという方向で対応させ

ていただいております。あとは窓口に来られた方に対しては、マイナポ

イントもございますので、御希望されますかということで、交付の際に

職員から御案内をさせていただいております。健康保険証も同じくその

ように対応しております。 

 

山田伸幸委員 先ほどの質問の続きですけれど、現在、医療機関窓口で健康保

険証として使えるところはどれぐらいあるんでしょうか。 

 

安部市民課長 市内では約２０か所程度と聞いております。 

 

大井淳一朗委員 これから支所でも使えるということですが、埴生支所、南支

所にこれを導入することで、人的な増員の予定とかあるんでしょうか。

なければ研修とかその辺は大丈夫でしょうか。 

 

川﨑市民部長 人員については、現在の体制で取り組んでいただきます。研修

等については市民課がきちんとその辺の指導は行っております。 

 

大井淳一朗委員 市民課に来るのと同じように、機械の設備があり、一度市民

課に行かなきゃいけないといったことなしで、全てワンストップで支所

で対応できるということでよろしいでしょうか。 

 

安部市民課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 

 

山田伸幸委員 利便性の向上とともに、セキュリティーの面での対応も非常に

求められてきていると思うんですけれど、セキュリティー対策はどのよ

うに取っておられるんでしょうか。 

 

佐藤市民課主査 マイナンバーカードのセキュリティーについて、一番のリス

クとなり得るのがなりすましで、コンビニで住民票を取るとか、あとは

マイナポイントを成り済まして利用登録して取得するということは考え

られます。マイナンバーカードについては、カード本体と暗証番号の入
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力が必ず必要になってきますので、暗証番号が分からなければ、例えば

カードを盗んだとしても利用することができません。また、一番のリス

クはそういったカードを不正に利用されるということですので、窓口で

交付する際に万が一落としたり、なくしたりしたときはマイナンバーカ

ードの総合フリーダイヤルというのがありまして、そこは２４時間受け

付けておりまして、そちらにお電話していただけるとカードを一時停止

することができます。なので、そういうことが分かったらすぐに一時停

止をされてくださいと、本当に紛失したときは警察への届出ということ

を窓口で御案内しております。 

 

山田伸幸委員 暗証番号は何桁ですか。 

 

佐藤市民課主査 暗証番号は数字４桁とアルファベットと数字が入った６桁以

上のパスワードとなっております。 

 

山田伸幸委員 今セキュリティーの面で１０桁はほしいと言われています。そ

れが最新の成りすまし、あるいは読み取りを防止する最大の鍵だと言わ

れているんですけれど、今の６桁で大丈夫だと判断をされているんでし

ょうか。 

 

安部市民課長 こちらに関しましては、国のほうで定められたものですので、

市としてこれで安全かどうか判断いたしかねます。申し訳ございません。 

 

松尾数則分科会長 ただ、私も受けたんですが、教育がまだまだ全て行き届い

ていない気がするんですよ。だから、お年寄りが行ったときに全て答え

られるような体制は取ってもらいたいなと思っていますので、お願いい

たしますね。 

 

山田伸幸委員 先ほど、通信運搬費でＷｉ－Ｆｉのことが言われたんですが、

現在１階に設置されているＷｉ－Ｆｉ端末がそれに当たるんでしょうか。 

 

安部市民課長 １階にございますＷｉ－Ｆｉに関しましては別のものです。市

民課のほうで持っておりますＷｉ－Ｆｉは、ポケットＷｉ－Ｆｉを３台

ほど所持しております。 
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松尾数則分科会長 審査事業３４番はこれで終わりたいと思います。それでは、

予算書に行きます。これも同じように追いかけていきますので、１１目

支所費から。 

 

山田伸幸委員 これは古い話ではあるんですけれど、支所の職員の公金横領が

ありました。防止対策はどのようにされているんでしょうか。 

 

川﨑市民部長 過去にそういったこともございましたけども、現在はフロアも

新しくなりまして、きちんと動線等も確保しながら、体制については、

きちんと所属長が日々の管理をしておるところでございます。 

 

篠原山陽総合事務所長 公金の取扱いについての補足です。先ほど委員が言わ

れました不祥事の後に、市全体として公金の取扱いの見直しをいたしま

して、公金の取扱いの規定というものを定め、全職員に周知して、それ

に準じる取扱いをするようにしております。 

 

山田伸幸委員 以前は先ほど部長が言われたように、動線が悪くて一人で扱う、

確認もできなかったということがあるんですけど、今はそういうことは

事務の見直しの中で、複数の目で確認できるようになっているんでしょ

うか。 

 

川﨑市民部長 以前は、たしか出納部門が別の位置にあってというようなとこ

ろもございましたが、今は一体的なフロアですし、金額等の確認につい

ても複数人で確認しております。 

 

松尾数則分科会長 よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）１１４ページ

に移ります。 

 

吉永美子委員 ここは正規職員又は会計年度任用職員、全体的に人数が減った

状態での予算計上になっておりますが、その辺についてお知らせくださ

い。 

 

安部市民課長 職員に関しましては、令和４年度は市民課が１３名、公園通出

張所が２名、それと会計年度任用職員に関しましては、市民課が全部で

６名、公園通出張所が１名、そして報酬にマイナンバー関連関係の職員
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として１名ということで、特に人数的には同一での体制です。 

 

吉永美子委員 令和３年度の当初予算ですよ。そのときには、給料は１７人、

それと会計年度任用職員が報酬の人が８人で、会計年度職員が１人でし

た。ですので、会計年度任用職員が９人だったんですよ。そして、正規

が１７人だったんですよ。その点についてです。 

 

川﨑市民部長 予算取りの職員数につきましては、市民課は特に人数も多くて

異動、育児休暇であるとか、その辺りの代替の会計年度職員であるとか、

また、マイナンバーに関連して業務が煩雑なときには、新たな会計年度

を雇うとか大変異動が多くございます。なので、予算書に計上されてお

ります職員数につきましては、予算確保のための人数ということで御理

解いただければと思っております。人数については先ほど課長から説明

させていただいたとおりです。 

 

篠原山陽総合事務所長 当初予算を編成する際に計上しております職員数は人

事課が割り振りをするんですが、その年度の当初の配置された職員数と

は違います。予算編成は前年度の夏秋ぐらいに行いますので、実数とか

け離れているという実態はあろうかと思います。必要があれば、１２月

補正で適正な人員配置の数と併せて予算を補正するという流れが例年で

ございます。 

 

吉永美子委員 会計年度任用職員については、パートタイム的な扱いだったの

がフルタイムに大きく人数が変わったということですか。当初の考え方

として、夏に人事課が作るとおっしゃいました。そのときの人数でと言

われて。だから何が言いたいかというと、要は令和３年の当初予算のと

きの考え方としては、会計年度任用職員がパートタイムの人が８人いて、

フルタイムが公園通出張所に１人という考え方で作られたんですよ。で

すので、会計年度任用職員が少なくともパートタイムじゃなくてフルタ

イムに移動されていったということでしょうか。 

 

川﨑市民部長 恐らくですけども、当初会計年度任用職員について、一律パー

トタイムの予定で予算を組んでおりましたが、フルタイムに戻すという

事案があったと思います。その関係の予算配置が残っておった部分では

ないかなと思っております。特に今市民課としましては、これまで大き
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く人数の増減は起こっておりません。 

 

吉永美子委員 令和４年度について窓口が大丈夫かとありましたが、令和４年

度の予算書を見ると、パートタイムの方がお１人で、フルタイムが７人

ということで、窓口対応については問題が全くないというところで、そ

れと正規職員も減らされていませんという認識でよろしいということで

すね。 

 

安部市民課長 現行の予算では令和３年度と同じという形になっております。

令和３年度の人員と同じで令和４年度もそのままの人員配置があるとい

うことで認識しております。 

 

山田伸幸委員 会計年度任用職員が多く当たるということで、いろいろ不安が

あるんですけれど、一つはいろいろな市民の方が来られるという面から、

接遇面はきちんと教育がなされているか。そして、もう一つ大事なのは、

やはり市民のいろいろな情報が集まるところでありますので、守秘義務

的な研修も必要だと思うんです。これは一回やれば済むという問題では

ないと思っているんですけれど、いかがでしょうか。 

 

安部市民課長 まず接遇面に関しましては、職員には来られた市民の方に寄り

添った対応ができるようにということで常に努めてもらっていると認識

しておりますし、そのように御指導させていただいていると思っており

ます。あと情報面に関しまして、守秘義務の件ですけれども、これに関

しましても、都度、職員には伝えさせていただいて、守秘義務を守ると

いうことでの認識については統一で持っているということで認識してお

ります。 

 

山田伸幸委員 他自治体なんかでは、例えば、航空会社の職員とかあるいは銀

行とかから接遇のプロの方をお呼びして研修しています。そういった守

秘義務について、ただ単に朝の打合せのときに言うだけではなくて、本

格的にきちんとそういったものが身に付くような講習をして、会計年度

任用職員ですから何年かたてば辞めていきますけれど、公務職場は辞め

た後もそういった守秘義務、職務上知り得た秘密というのは絶対に漏ら

してはならないということでかなり厳しい対応が求められています。そ

ういった点での研修が私は欠かせないと思っているんですけど、そうい
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った研修そのものは行われていないということですか。 

 

川﨑市民部長 今のお話では、市の職員全体に対する研修という観点が強いの

かなと思いますが、そこは人事課サイドが適切な研修体制を考えている

と思っています。市民課として、市民課、市民窓口課ももちろんですけ

ども、窓口の部署としては、当然所属長がこれまでもいろいろな接遇研

修を受けて、課長、所属長になっておると思っておりますので、その所

属長からきちんと職員に対して、その辺りの接遇の指導を行っておると

思っております。 

 

山田伸幸委員 それともう１点、この一、二年ですけれど、コロナ感染防止対

策。市民からの感染から職員を守らなくちゃいけないし、逆に職員から

市民へのそういった流れといったものをかなり気を付けておられると思

うんですけど、どうしても窓口に殺到すると、そういった点でおろそか

になりはしないかという不安があります。コロナ対応で特別に努力をさ

れた点はあるでしょうか。 

 

安部市民課長 まず、市民の方がお使いのペン等に関しましては、消毒したも

のと使用したものということで、分けて利用していただくようにお願い

しております。あとは体調不良の職員がいた場合は、率先してお休みを

取ってもらうということと、体調不良になったときに対応しなければな

らない事が起こった場合、市民の方と直接といった場合はフェイスガー

ド等を着けて対応するようにということで努めております。 

 

松尾数則分科会長 以上で審査番号③は全て終わりたいと思います。お疲れ様

でした。職員入替えのため、休憩して２０分から始めます。 

 

午前１１時１２分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審議を続行いたします。次は、審査番

号④番です。これは審査事業ありませんので、予算書を御覧いただき、

目を追って説明をしていきたいと思います。最初は社会福祉総務費から

質疑をしたいと思います。 
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山田伸幸委員 ここで民生委員の問題が出ておりますが、推薦と言われても私

どもの自治会でも次の民生委員をどうするかということでいつも困って

います。新しい選任に当たって市全体としても、やはり困難な状況が今

起きているんじゃないかと思うんですけどいかがでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 まず、報酬に計上されております民生委員推

薦会委員ということでございますが、これは地元なりから挙げられた方

が適切、適格な方であるかということを審査する委員でございます。で

すから、まず委員がおっしゃられるのは、現在、地元にいらっしゃらな

い地区のことではないかと思っています。現在、山陽小野田市の中で、

小野田地区に４地区ほど民生委員の不在のところがございます。なかな

か引き継いでいただける方というのは、大変難しく思っているところで

ございます。山田委員にもお手数を掛けたことがございますが、地元の

自治会長とか前任の民生委員とか、また福祉委員とかいろいろと私ども

も当たっておるところでございますが、なかなか見つけられないといい

ますか、やりましょうと言っていただける方が少なくなっているのが現

状でございます。今後も粘り強く探していくしか手がないのかなと思っ

ておりますが、これからも頑張ってまいりたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 自治会で難しければ、ほかから来ていただくということになる

んですけど、それは可能ですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 単一の自治会の民生委員もいらっしゃいます

し、複数持っておられる方もいらっしゃいます。その自治会にいらっし

ゃらなくて、隣の自治会でやっていただける方がいらっしゃれば、お近

くの自治会であればすぐに足を運ぶことも可能かと思いますので、その

辺りでお声掛けいただいたら、また私どももしっかりとお話をしに行っ

て、やってくださいとお願いをしたいところでございます。 

 

大井淳一朗委員 一般的な話なのかもしれませんが、結局、成り手不足の要因

はどこにあるんでしょうか。報酬が安いからというだけじゃないと思う

んですけどね。業務の忙しさなのか、何が要因と分析されておりますか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 まず、委員のお話の中で報酬が少ないという
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ことがございますが、民生委員法に基づいて報酬、給与等を支給するこ

とはかないませんので、現在お渡ししているものはあくまでも事務費で

ございます。報酬の高い安いで民生委員になる、ならないということは

まずないということで御理解いただけたらと思います。あと、民生委員

になりにくい要因といいますのが、まず民生委員の業務についても多種

多様な業務がございます。それで、お忙しいことをお願いしていること

も多々あります。まずそれが一つ。もう一つは、自治会単位といいます

か、地区に基づきましたら、民生委員になられたらほかの役職も兼ねる

ことになるということをよく聞きます。だから、民生委員だけの業務で

はなく、地区社協であったり、自治会の中の役員であったりもしなけれ

ばいけない、多数役があるとお聞きすることもございます。その辺の整

理がなかなか難しくなろうかと思いますが、確かに業務忙しいのは事実

だと思っています。その辺りで成り手が少ないというか、なかなか難し

いのではないかと思っています。 

 

山田伸幸委員 その点で言えば、以前より増して、調査のときに老人の家庭に

入ったときになかなか入りにくいということがあるかと思います。せっ

かく市からもいいお知らせを持って行ってもなかなか入れてもらえない。

プライバシーに対する意識が高過ぎて難しさがあると聞いているんです

けれど、そういった面の報告は受けていないですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 委員のおっしゃるとおり、プライバシーとか

個人情報等にかなり厳しく市民の方もなっておるのは事実です。その中

でここ１年できていないんですが、高齢福祉課から依頼される高齢者実

態調査をきっかけにすることによって、民生委員も声を掛けやすいとい

うことは聞いております。ただ、コロナ関係で昨年も一昨年もできなか

ったということでございます。忙しい中でも、あれはやりたいというお

話は民生委員からも聞いております。 

 

福田勝政委員 民生委員の任期は何年ですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 任期は３年です。１２月１日から３年後の１

１月３０日までの３年でございます。 

 

福田勝政委員 聞くところによると、民生委員が全然おられないと聞きます。
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やはり報酬が少ないんでしょ。交通費とか活動費はもらえるんでしょ。 

 

岩福祉部次長兼社会福祉課長佐 先ほども申し上げたんですけど、報酬という

ものは一切お支払しておりません。あくまでも活動費としてお支払して

おりますので、お渡ししているものは給料でも報酬でもございません。 

 

福田勝政委員 昔は民生委員と言ったらすごい、ある意味名誉職みたいなもの

だったんですけれど、民生委員がいないのはやはり報酬だと僕は思いま

すけどね。報酬と言っちゃいけないのかもしれない。ボランティアでや

るのが民生委員かもしれませんけど、やはり時代が変わってくるとそう

なるんじゃないですかね。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 確かに１００年前くらいにできた法律でござ

います。方面委員とかいう名前であったところからであります。そのと

きにはやはり地元の名士といいますか、そういう方から始まったという

話は聞いております。ただ、そのときの法律ができてから民生委員法の

中でも「給与、報酬等は支給しない」と明言されておりますので、その

法律が変わらない限り報酬を上げるとか下げるとか、まず支払うことす

らかないません。民生委員もボランティアの精神を持ってやっていらっ

しゃいますので、そこに給与等が発生するような仕事ではないというこ

とを心に持って業務をしていただいているところでございます。 

 

吉永美子委員 現在、民生委員は何人おられるんですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 民生委員、主任児童委員を含めまして定員は

１５８名です。現在４地区でいらっしゃらない地区がございますので、

１５４名でございます。 

 

吉永美子委員 大変残念なことですが、令和３年度当初より１地区減ったとい

うことでございますよね。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 委員のおっしゃるとおりでございます。１名

お辞めになられて、まだ後任が決まっていないということでございます。 

 

吉永美子委員 大変ですよね。分かります。そんな中で今任期が３年というこ
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とだったんですが、１２月で新旧はどのように変わられましたか。昨年

も報告が入っています。 

 

須子社会福祉課主査 前回の改選が令和元年１２月でございました。ちょっと

今数字を持っていないんですが、１００名ほどの入れ替わりがございま

した。令和４年１２月にまた新たな改選が行われる予定となっておりま

す。 

 

吉永美子委員 やはりそういう時期は本当に大変だと思います。それで分から

ないので教えていただきたいんですが、民生委員が、いつも春に調査を

していただく委託料がお１人減った状態であるけど、金額は９５６万円

で同じということは１人増える、増やしたいというところで同じ金額で

すか。令和３年度当初と委託料が一緒ですよね。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 この委託料につきましては、個人１人１人に

お支払するものではなく、民生・児童委員協議会がございます。協議会

に一括して委託いたしますので、一人当たり幾らという計算をするんで

すが、全額定数で委託させていただいておるところでございます。 

 

吉永美子委員 余った分はどうなるんですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 それを人数分で分けて、民生委員に全てを交

付しているわけではございません。民生委員協議会において、協議会で

使うもの、また個別に民生委員で調査していただくものもございますの

で、協議会の中で皆さんに調査、研究をしていただくようなものになっ

ています。 

 

大井淳一朗委員 民生委員協議会でそれぞれ会計を持っていて、きちんとその

辺の収支は提出してもらっているということでよろしいでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 会計を含めて収支を私どもに提出していただ

きまして、それを基に補助金等も出しております。事務局につきまして

は、小野田地区は市の社会福祉課でやっておりますし、山陽地区におき

ましては市民窓口課で事務局を持って処理しているところでございます。 
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吉永美子委員 社会福祉協議会のことで聞きたいんですけど、社会福祉協議会

はすごく頑張っていただいているから金額が上がっていることを決して

悪いと思っていません。５００万円ぐらい上がっているんですが、どの

ような理由で上がったんでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 社会福祉協議会の補助金のことと判断させて

いただいて、回答させていただきます。昨年より５００万円上がってい

ます。まず、この補助金でございますが、各種事業に対する補助金では

ございません。社会福祉協議会本部会計、いわゆる何もお金が生まれな

いようなところの職員給等を補助しているものでございます。昨年より

５００万円程度高い金額ではございます。この金額につきましては、合

併前の小野田社会福祉協議会のときのお約束がございまして、そのとき

の市職員が退職したときには市で負担するということになっています。

合併してからは退職の積立てをしておりますが、それ以前は退職の積立

て等をしておりませんでした。今回、旧小野田のときから在籍する職員

が昨年退職をいたしましたので、その部分の退職金の負担ということで

昨年よりは増額になっているところでございます。 

 

山田伸幸委員 生活困窮者自立支援事業委託料というのが、１，４４２万円あ

りますが、どういった事業で委託先はどこにされているんでしょうか。 

 

増冨社会福祉課課長補佐 生活困窮者自立支援事業委託料ですけど、まず自立

相談支援事業がございます。こちらは社会福祉協議会に委託しておりま

して、経済的に困窮した方の相談支援を行っております。続きまして、

もう一つ、就労準備支援事業がございます。こちらは、委託先がＮＰＯ

法人のワーカーズコープです。長らく仕事に就いていらっしゃらない方

で、すぐに働くことが困難な方に就労の準備をするお手伝いをしていた

だくという事業を行っております。 

 

山田伸幸委員 生活困窮者自立支援は、生活保護からも就労指導とかされると

思うんですけど、それもこの中でやられるということですか。これは別

ですか。 

 

増冨社会福祉課課長補佐 こちらの生活困窮者自立支援事業につきましては、

生活保護の受給者は別の事業で、生活保護に至る前の生活に困窮してい
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るという方を対象にしております。 

 

福田勝政委員 要望になるかもしれませんけども、民生委員が日本全国的にも

成り手がないと。仕事の軽減からオンラインとかの考えはありませんか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 福田委員がおっしゃるとおり、仕事を軽減さ

れるためにいろいろと考えなくてはいけないと思います。ただ一つ、地

元におられて足を運んで周りを見ていただく見守りというのが一番大き

な業務ではないかと思っていますので、そのタブレットを準備してとい

うことまでは、今のところは検討してはいないところです。 

 

奥良秀委員 １３１ページの民生委員推薦会の中で、会議等々が行われている

とは思うんです。会議としてどういった問題があるかにもよるんですが、

風通しのいい委員会になっているかどうか、確認させてください。 

 

須子社会福祉課主査 民生委員推薦会の構成ということでよろしいですかね。

（「はい」と呼ぶ者あり）ちょっと今、推薦会の資料を持ってきていな

いんですけれども、市内の各種団体に、民生委員、それから市内の各団

体福祉施設等の委員となっております。 

 

奥良秀委員 かなり長期でやられている方とか、市役所から来られた方とかが

いらっしゃると思います。しかし、なかなか循環がうまくいってないよ

うなお話を聞いておりますので、その辺はやはり市できちんと管理して

いただきたいと思うんですが、今後いかがでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 たしか、誰を選びなさいよということは条例

で決まっていると思います。その中で、今現在、推薦会の中で委員を出

していただいて指定団体から推薦していただいて決定しておるところで

ございます。その中で、委員の耳に入ったのかもしれませんけれど、ま

だ私には特に推薦会の委員についてのトラブルというか、そういうこと

を聞いてはいないところでございます。風通しのよいといいますか、そ

れについてはしっかりと対処していきたいと思っています。 

 

白井健一郎副分科会長 １３３ページの人権擁護委員について質問いたします。 
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岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 人権擁護につきましては、社会福祉課の担当

ではございません。（「昨日済んだ」と呼ぶ者あり） 

 

白井健一郎副分科会長 そうですか、分かりました。すみません。 

 

福田勝政委員 コロナ関係で民生委員の活動が制限されたと思うんですけれど、

活動はどのような状況でしたか。 

 

須子社会福祉課主査 先ほど次長も申しましたが、令和元年１２月に新しく民

生委員になられた方々について、実は一回もその高齢者実態調査に参加

できていないという状況がございます。既存の委員、それから各世帯等

を回られる際についても、現在のところ電話でのやりとり、それからイ

ンターホン越しでのやり取りといったことで、直接対面を極力しないで

済む方向で活動されているというふうに聞いております。 

 

山田伸幸委員 私どもの自治会では民生委員も自治会の役員になっていただい

て、敬老会やどんど焼きといったときに、地域のお年寄りの声掛けとい

うことで業務を一部お願いしているんです。令和３年度は地区社協がや

っていた弁当の配布もなかなか難しさがあったんですけど、２回程度や

られています。そういったところにも御協力いただいているんですけれ

ど、こういったことを自治会にお願いすることは問題ないというふうに

考えてよろしいでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 難しい問題としまして、自治会の民生委員に

お願いするということで、個人的に民生委員にお話しして、民生委員の

中でやられるのは問題ないと思っています。特に民生委員が民生委員で

ありながら自治会の役員であるということであれば、二つの役職もあり

ますので、どちらで活動されることというのは問題ないかと思っていま

す。ただ、市役所に来てこれを使いたいと言われたら、ちょっと厳しい

かなと思っています。 

 

大井淳一朗委員 社会福祉協議会補助金ですけれども、基本的に補助金という

のは事業に対する補助であるべきだと思っております。社会福祉協議会

は人件費に対して補助されているということですが、一体何の人件費に

補助しているんでしょうか。内容についてお答えください。 
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岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 社会福祉協議会の本部会計といいますか、総

務に関すること、事業に関することにつきましては、それぞれ事業を受

ける委託料として人件費等含まれております。ただ、ほかに本部会計と

して、全ての予算決算等を行うとかいうことに対しては実際どこからも

お金が入ってきませんので、本部会計の職員の人件費が主なものだと思

っております。 

 

大井淳一朗委員 総務会計に補助しているということですが、職員全員に対し

て参与も含めて人件費を補助しているということですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 人件費に関しましては、総務に関する人件費

のみでございます。事業に関するものについては、その事業の中から出

していただいておりますので、全てを補助金で賄っておるということで

はございません。 

 

大井淳一朗委員 補助金ですから、補助金の基準というのがある程度あると思

うんですが、その辺はあるんでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 今現在であれば、例年総務に関する人件費等

を含めて社会福祉協議会から要望書といいますか、要求書といいますか、

そのようなものを提出していただいています。それを私どもでも精査し、

財政当局と話をしながら補助金を決定しておるところでございます。 

 

山田伸幸委員 １８節の一番下に健康づくり補助金というのが３２万４，００

０円計上されているんですけど、これはどういったものなんでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 この健康づくり補助金につきましては、社会

福祉課、障害福祉課の担当ではございません。もしかしたら、高齢福祉

課とかではないかと思いますので、確認させてください。 

 

松尾数則分科会長 次に行きます。１３４ページの障害者福祉費からです。 

 

大井淳一朗委員 遠隔手話を採用されたということですが、今年度もやられて

おりますが、実際の運用状況はどうだったんでしょうか。 
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吉村障害福祉課長 今年度、タブレットを設置したんですけれども、利用者は

今のところゼロ件でございます。 

 

大井淳一朗委員 同じ業者で来年度もやるという意味で予算を立てているとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

吉村障害福祉課長 引き続き実施したいと考えております。 

 

山田伸幸委員 手話奉仕員等養成事業委託料というのが計上されているんです

けど、これはどういった事業内容でしょうか。簡単に説明してください。 

 

吉村障害福祉課長 この事業は、手話の養成、手話奉仕員を増やしていくとい

う事業でございます。結果、最終的には手話を親しみあるものにする、

そういう理解のある方を増やしていく、ボランティアの方を増やしてい

く事業になっております。 

 

吉永美子委員 令和３年度にはスキルアップで２名という御説明があったと思

うんですが、令和４年度はどういう内容になるのか。それと当初予算で

いくと、令和３年度より１３万円ぐらい増えているので、令和４年度は

もっと充実させていただけるのかなと思って期待して聞きます。 

 

吉村障害福祉課長 この手話奉仕員の養成講座ですけども、手話奉仕員養成講

座は県の事業の橋渡しとして、スキルアップ講座をかませております。

これを受けて県の講座に行っていただくために、スキルアップ講座を入

れています。来年度予算が増えたのは、今年度、事業をしているときに

どうしても１講座でも欠席すると卒業できませんので、その補習分とし

て、今回、来年度はちょっと多めに取らせていただいております。 

 

吉永美子委員 何名分を考えておられるんですか。そういうことはないんです

か。 

 

吉村障害福祉課長 先生１人に対して、そこに５名いらっしゃれば、その１時

間の中で補講をするという形を考えております。ちょっと時間的にはは

じいておりません。 
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吉永美子委員 それと手話通訳者設置事業委託料というのが、先ほどの遠隔手

話ですね。この１４万６，０００円の根拠は何でしょうか。 

 

松本障害福祉課課長補佐 これは初期導入経費を令和３年度行いましたので、

ランニングの部分になりまして、１年分の手話通訳料と月額基本料を足

したものになります。 

 

吉永美子委員 利用実績とか関係なく年間何人の方が使われようが使われまい

が、１４万６，０００円ということですね。 

 

松本障害福祉課課長補佐 これが１年間で契約するもので、そのうち月額基本

料の中に無料通訳分というのが含まれております。それを含めて、大体

２４０分で計算しておりまして、それ以上を超えた場合は、１分当たり

５００円が付きますので、超過した場合は、その分増えてくることにな

りますが、一応２４０分以内と計上しております。 

 

吉永美子委員 やはり遠隔であっても、以前より進んだことをされた状況を、

聴覚障害の方にどのように周知徹底してこられたんでしょうか。 

 

松本障害福祉課課長補佐 遠隔手話サービスについての周知につきましては、

意思疎通支援事業というのがございまして、派遣されて手話通訳士がろ

う者の方に付いていくという事業になりますが、利用者説明会と支援さ

れる方の説明会を両方やっておるんですが、その際に遠隔手話について

の周知を行っています。それとこの３月１５日号になりますが、遠隔手

話サービスについての広報記事を載せております。 

 

福田勝政委員 １３５ページの一番下ですけど、日中一時支援事業委託料とは

どういうものですか。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 日中一時支援事業といいますのは、生活支援事

業の中のメニューの一つでして、要は障害がある方の一時的な見守りを

行っていただく事業所に対して、市と契約を結んでお支払している委託

料になります。 
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奥良秀委員 １３７ページの委託料の中の一番下の発達障害児地域支援体制強

化事業委託料はどういった内容か、お願いいたします。 

 

岡手障害福祉課障害支援係長 発達障害児地域支援体制強化事業委託料とは、

令和４年度から開始するもので、発達障害児やその家族が適切な支援を

身近な地域で受けられるよう、児童発達支援センターの機能強化を図る

ものです。今年度までは県が行っていたものが、令和４年度から市に移

管されることになりまして、そのためのものになります。 

 

山田伸幸委員 障害者福祉の全体的な考え方の質問なんですが、委託料にして

も扶助費にしてもかなりの業務があります。障害福祉課だけでは、かな

り大変な事業になっているんじゃないかなと思うんです。こういったも

のを特別会計にせず、この扶助費でどんと上げているんですけれど、こ

れは全部、市が担うべき事業として考えてされているんでしょうか。 

 

吉村障害福祉課長 市が行うべき事業だと思って計上しております。 

 

大井淳一朗委員 新規事業について、のぞみ園の更新事業というのがあります

が、まずこれについて説明してください。 

 

吉村障害福祉課長 のぞみ園につきましては、昭和６２年に開設して３５年を

経過しております。老朽化が進んでおりますので、建て替えを考えての

基本設計となっております。 

 

大井淳一朗委員 同じくみつば園も老朽化ということで、みつば園とのぞみ園

はもちろん施設が違うんですが、一体的なことも考えてもいいんじゃな

いかと思うんです。その点はいかがでしょうか。 

 

吉村障害福祉課長 のぞみ園、まつば園、みつば園もあるんですけれども、順

次必要なところから整備をしていく、一体的に改修を掛けていくという

ふうに考えております。 

 

大井淳一朗委員 あそこはまだ決定したことではありませんが、ＬＡＢＶの高

砂用地に隣接しているところです。建て替えとその絡みとかあるんです

が、そういったことも考慮されて今後は基本計画をするんでしょうか。 



 50 

 

吉村障害福祉課長 現時点では、事業団に管理を委託している施設の施設計画

で動いております。 

 

大井淳一朗委員 私も詳しいことが分からないんですが、高砂用地とのぞみ園

の土地の邪魔にならないのかなと思ったんですが、その辺はどうですか。

駐車場として使っているんじゃないですか。グラウンドとして使ってい

るんでしたっけ。 

 

吉村障害福祉課長 土地は分筆されておりまして、のぞみ園、まつば園とかの

用地については、きちんと敷地内での建設を考えて邪魔にならないよう

な建設を考えております。 

 

大井淳一朗委員 今あんまりしていないですが、昔のぞみ祭とかやっていたと

ころ、グランドみたいなところがあるんですが、そこは高砂用地とは違

うんですか。 

 

吉村障害福祉課長 ちょっと高砂用地かというのは分からないんですけども、

そこはのぞみ園の土地ではありません。のぞみ園の土地はＬ字型になっ

ていますので、Ｌ字型の用地の中で建てるように考えております。 

 

松尾数則分科会長 ここで昼休みにします。一旦ここで中断いたします。午後

１時からまた始めます。次は３目の高齢者福祉費から入ります。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 社会福祉総務費と障害者福祉費をしたところ

ではございますが、私ども社会福祉課では、その後の福祉センター運営

費、新型コロナウイルス対策費、生活保護費、災害救助費も私ども社会

福祉課のテリトリーで、今の審査番号④までであろうかと思います。（発

言する者あり）その後、高齢福祉課等⑤にいくのではないかと思ってお

ります。 

 

松尾数則分科会長分科会長 分かりました。昼になりますので、昼からしまし

ょう。（発言する者あり）みんなの要望を受けまして、審査を続行いた

します。１４４ページの福祉センター運営費からです。 
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大井淳一朗委員 地域交流センターによって風呂が廃止され、中央福祉センタ

ーは継続するので、ここに集中することが考えられるんですが、まず対

応というか、その辺の心づもりはあるんでしょうか。 

 

須子社会福祉課主査 対応と申しますか、もともと中央福祉センターの風呂の

利用者というのが一番多かったわけでございますけれども、ほかでお風

呂を利用されていた方で、中央福祉センターがこれまで他の福祉センタ

ーと開設日がちょっとずれておりましたので、もともと利用されていた

方が中央福祉センターも利用されていたという背景もございます。です

ので、また皆さん全員が来られるとは考えにくいので、現状、対応でき

るというふうには考えております。 

 

大井淳一朗委員 ここはいずれＬＡＢＶがもし決定した場合、そこの施設に移

ることによって、お風呂はどうなるんですか。すぐ壊さないと思うんで

すが、その後の予定はどうですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 大井委員が言われるとおり、現在、ＬＡＢＶ

プロジェクトにおいて、新しく建設されるであろうところに、中央福祉

センターを移転することになろうかと思います。移転することによって、

その用地が今度はＬＡＢＶの連鎖的事業になるかと思っています。お風

呂だけを利用することは、今のところ考えてはいません。中央福祉セン

ターが移ったときには終了になるのかなと。どんどん声が小さくなって

しまいますが、そのような方向ではないかと考えます。 

 

大井淳一朗委員 これで最後にします。まだ仮定の話ですが、中央福祉センタ

ーがそこに移ったら、結局、機能はどうなるんですか。社会福祉協議会

の事務所みたいな感じですか。それとは違いますかね。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 社会福祉協議会と市は一緒になって地域福祉

計画、活動計画も含めて、一緒になって地域福祉を担当するものでござ

います。福祉の拠点として、市役所にもあり、今の中央福祉センターの

中にあるものが福祉の拠点だと考えておりまして、ただ単に社協の居場

所ということではないと私も考えております。 

 

山田伸幸委員 この予算の中で修繕料が６０万円計上されておりますが、昨年
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もお風呂が壊れてなかなか修繕されなくて、たくさんの方から苦情があ

りました。私のところにも早く直してもらわないと困るというふうなこ

とも言われておりました。そういった皆さんは頼りにしておられるんで

すよ。生活保護とぎりぎりでやっておられる方が利用されているのが、

今の福祉センターの風呂の実態ですので、この修繕料では足りないので

はないかなという思いを持っているんですが、いかがでしょうか。 

 

須子社会福祉課主査 今回計上しております修繕料といいますのが、中央福祉

センターは指定管理者に委託しており、指定管理の中のリスク分担で５

０万円を超える修繕については、市が行うということにしております。

そのための予算取りと御理解いただければと思います。 

 

山田伸幸委員 風呂にこだわって申し訳ないんですけど、何度もそういうこと

があって、その度に苦情が多いという施設の状況です。それだけ多くの

方があそこで交流をされて生き生きとされるという状況もありますので、

素早く対応していただくことが必要だと思っているんです。この６０万

円は、そういったときの修繕が間に合う金額と考えてよろしいんでしょ

うか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 現状、この金額だけで大丈夫かと言われます

とちょっと厳しいものもあろうかと思います。できる限り素早く対応で

きるように努力させていただきたいと思っています。 

 

山田伸幸委員 修繕が必要になってくるのは、大体冬場なんですね。ますます

需要が高いときに壊れてしまうということをこれまで繰り返されており

ましたので、しっかりと対応することが必要ではないかなと思うんです。

そうなるとこの金額ではちょっと不足ではないかなと思うんですが、い

かがですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 基本的に小さいといいますか、先ほど須子が

申しましたとおり、リスク分担表で５０万円以下であれば、すぐに委託

先の指定管理者でやっていただいておるところでございます。これ以上

大きくなったときに、私どもで対処するために取りあえずの金額でこの

ようにさせていただいているところでございます。できることから、素

早くできるように頑張っていきたいと思っています。 
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松尾数則分科会長分科会長 福祉センター費は終わります。（「はい」と呼ぶ

者あり）新型コロナウイルス対策費の質疑を受けます。 

 

山田伸幸委員 生活困窮者の自立支援ということですけれど、具体的にはどう

いったことを考えておられるんでしょうか。 

 

増冨社会福祉課課長補佐 こちらの新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立

支援給付金ですが、昨年６月に国が創設した事業で、１２月に対象者が

拡大されまして補正を行った事業です。コロナウイルスの影響で失業等

による減収で、生活が苦しい方に対してはこれまでは社会福祉協議会で

総合支援資金の貸付けで支援してきていたところですが、その支援資金

の貸付けがもうできない方に対して、３か月間、一定の求職活動をして

いただくことを条件に給付金を支給しているという事業です。 

 

山田伸幸委員 金額が大きいんですけど、やはりそれだけ自立支援ということ

で対象者が多いということなんでしょうか。 

 

増冨社会福祉課課長補佐 これが１２月に制度改正されまして、対象者がかな

り拡大された関係で数字は県社協が持っており、はっきりと分からない

というところがあったので、予算編成のときに最大限で見積もったとい

うことです。 

 

山田伸幸委員 そういった山陽小野田市内の利用者の情報というのは、県社協

からは頂けなかったということですか。 

 

増冨社会福祉課課長補佐 予算を作成するときに事前には頂けていないです。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 作成時には頂いてはないんですが、現在につ

きましては、対象者にこちらから連絡することもございますので、県社

協から頂いておるところでございます。金額につきましては、１人世帯

当たり６万円、２人で８万円、３人以上２０万円を支給しておるところ

でございます。 

 

松尾数則分科会長 お昼に入りましたけれど、続行します。１６４ページの生
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活保護総務費であります。 

 

山田伸幸委員 一般質問等でも取り上げてきた問題ですけど、女性のケースワ

ーカーは今１名ということですけど、人数的には配分を上げていただく

というのはこの中に入っておりますか、どうですか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 現在ケースワーカーとして地区を持っておる

ものが、女性が１名、医療主事として担当しておる者が１名、計２名の

職員が生活保護業務に携わっておるところでございます。これを増やす

とか、増やさないとかいうことにつきましては、人事サイドのこともご

ざいますので、私どもではこの中に含まれているかはちょっと分からな

いところでございます。ただ、女性でなければならないということは私

も思ってはいません。ただ、女性がいることで柔らかく対応ができると

かいったことはあろうかと思いますが、女性でなければならない、人数

を増やすということまでは考えてはおりません。 

 

山田伸幸委員 女性の受給者のところに訪問する際に、男性２人で行くという

ことは今行われているんでしょうか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 一般的には１人で行くよりも２人で行くほう

がいいと思っていますので、何らかの事故、こちらもしかり、向こうも

しかりなんですが、１対１となると、言った、言わないということがご

ざいますので、できる限り密になるときには２人で、長くなるときには

２人で行くようにしておるところでございます。 

 

松尾数則分科会長分科会長 山田委員、この件についてはもう今まで何回も質

疑が出ていました。 

 

吉永美子委員 今現在、ケースワーカーは８名でよろしいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）今、生活保護の受給者が減っている状況ですが、１人の

ケースワーカーが大体８０世帯までとなっていると思うんです。実態と

してはどうでしょうか。 

 

河村社会福祉課生活保護係長 現在の実態ということですけれど、２月末にな

りますけれど、世帯数としまして５０４世帯となっております。これを
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単純に割ると６２世帯ぐらいになるということですので、大体６０から

７０世帯ぐらいを１人で持っているというような状況になっております。 

 

山田伸幸委員 それと相談業務のときに薄暗い部屋に入るわけですけれど、女

性に対応するときに、締め切ったところでの対応になっているんでしょ

うか。 

 

岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 相談に来られたときに、後ろにおります河村

がほとんど相談業務に携わっておるところでございます。やはり今コロ

ナの時期で換気も必要なので、若干開けておるところもございます。た

だ、相談の内容が漏れてもいいものではないので、締めてお話をするこ

ともあろうかと思っています。それと部屋自体が暗いとかいうことにつ

いては、十分反省はしているところでございます。できる限り荷物を整

理して、きれいなところで対応したいと思っております。 

 

白井健一郎副分科会長 生活保護の申請を受けるかどうかということの運用に

ついて、２親等内の親族に対して、今まではあなたの親族が生活保護を

申請してきたんだけれども、できたら面倒を見てくれないかというよう

な扶養照会があったんですけれども、それが全国的にこの二、三年ぐら

いで義務ではないというような動きになっていると思います。その点は

本市では生活保護の窓口業務において、窓口の職員に対しての指導とか

で変化はあったでしょうか。 

 

河村社会福祉課生活保護係長 扶養照会ですけれど、まず私が主に相談を受け

付けておりまして、相談開始時に行われることが多いということです。

基本的に私が対応しております。今言われたように、扶養照会につきま

しては、厚生労働省からの指針によっても、現在の状況に合わせて多少

緩和してきているところですので、その辺は相談者の状況に寄り添って、

なるべく相談者の意思に沿えるような形で紹介を行っているところです。 

 

白井健一郎副分科会長 厚生労働省が出した指針について、分かる範囲で教え

てください。 

 

河村社会福祉課生活保護係長 代表的なところで言いますと、例えば夫婦であ

ってもＤＶとかの被害で逃れている方、御主人から逃れてこられた方に
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対して御主人に照会を掛けるということはいたしません。家族と言われ

ても最近では交流が断絶しているような状況とかがあります。以前は２

０年以上を目安に示されていたんですけど、それが今１０年ぐらいに緩

和されているとか、そういうような指針が示されております。 

 

松尾数則分科会長 次に扶助費、災害救助費で質疑はございますか。 

 

山田伸幸委員 これは災害時の避難所もここでいいんですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）では、避難所でこの間いろいろ全国的にも取組が進んで、以

前のようにぎゅうぎゅう詰めということは絶対になくなっていますし、

コロナへの対応とか新しいいろんな装備品とかいうのもどんどん導入さ

れて、段ボールベッドとかテントを入れたりされています。今度の予算

で何か目新しいものを購入するといったことがありますか。 

 

須子社会福祉課主査 避難場への備蓄品につきましては、昨年はコロナ対策の

関係で各種ベッドやテントを導入したところでございます。今回の令和

４年度の予算要求で計上しておりますのは、昨年に引き続き、体育館避

難所用に、床に直接触れずに済むマットの導入を令和元年度から令和５

年度まで５か年で計画しておりますので、それを購入することとしてお

ります。 

 

山田伸幸委員 最近の流行りとしてテントを購入するというのがあるんですけ

ど、それは計画に入ってないですか。 

 

須子社会福祉課主査 令和４年度には挙げておりません。 

 

大井淳一朗委員 段ボールベッドを使ってみると分かるけど、結構かさばるし

値段も意外に高いので、山田委員が言われるテントは結構クローズアッ

プされていますので、今後検討されるべきだと思うんですがいかがでし

ょうか。 

 

須子社会福祉課主査 昨年度、購入しましたベッドも段ボールベッドではなく

て折り畳み式のスチールのベッドを購入しております。（「テントは考

えないの」と呼ぶ者あり） 
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岩佐福祉部次長兼社会福祉課長 テントをはじめ今いろいろな、便利といいま

すか大切な備品が出ております。私どもでもいわゆるパンフレットとか

カタログとかを見て、どれが一番いいのかなと思いながら、予算の兼ね

合いも含めて、今後いろいろな大切なものを備蓄してまいりたいと考え

ております。 

 

松尾数則分科会長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、以上を

もちまして、審査番号④を全て終わります。１時１５分から再開したい

と思います。それまで休憩いたします。 

 

午後０時１５分 休憩 

 

午後１時１５分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行いたします。続きまして、

審査番号⑤に入ります。これは予算書のページ数を追って質疑をしてい

きます。まず１３０ページから１３５までの範囲で質疑を受けます。 

 

山田伸幸委員 １３３ページの健康づくり補助金について、この中身をお答え

ください。先ほど答えていただけませんでした。 

 

亀﨑国保年金課長 健康づくり補助金は、国民健康保険被保険者の健康の維持

増進を図るために、校区ふるさとづくり推進協議会が実施する国民健康

保険健康づくり事業の経費の一部について補助金を交付するものです。

これが１団体当たりの補助金の上限は２万７，０００円としております。 

 

山田伸幸委員 これは実際に今の状況の中で、そういったイベントが行われて

いるんでしょうか。 

 

石井国保年金課主査兼保健事業係長 今年度の実績から言いますと、実際に出

ているのが１校区です。内容はカローリング大会です。あともう一つ、

３月中に実施される予定がふれあいウオーキングということになってお

ります。 

 

山田伸幸委員 国保というのは、やはり健康を維持していただく、あるいは改
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善していただくために必要だと思うんですが、以前は何か団体がやるも

のにも支出されていたと理解しているんですけど、今は説明のあった校

区でやられる主催事業のみということでよろしいんでしょうか。 

 

亀﨑国保年金課長 要綱にも現在校区ふるさとづくりの推進協議会が実施する

ものと規定しておりますので、そのようになります。 

 

松尾数則分科会長 なければいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）次に参り

ます。１４０ページ。 

 

吉永美子委員 高齢者保健福祉推進会議委員が以前、たしか２２人が２１人に

なって、これはまた人数が減ったということですか。 

 

麻野高齢福祉課長 この人数の減につきましては、歯科医師会が合併したこと

によりまして、そこの代表の方が１人となりましたので、１減となった

ものです。 

 

吉永美子委員 前回は医師会の合併、今回は歯科医師会の合併ということで、

１人ずつ減った。これからは２０人でいくということになりますか。 

 

麻野高齢福祉課長 そのとおりでございます。 

 

山田伸幸委員 ねんりんピックの出場者祝金についてです。ねんりんピックと

なるとかなりの人数の方が出場されるんじゃないかなと思うんですけれ

ど、この５万円はどういうふうに給付されるんでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 この５万円につきましては、予算は５，０００円掛ける１

０人分で予算要求しております。いろんな県で開催されますので、ねん

りんピックに出場するのに旅費等が掛かりますけれども、これにつきま

しては市内からの選手の方に対して、壮行費という形で１人５，０００

円ということで予算措置をしております。 

 

山田伸幸委員 実際に出場される方というのは何人ぐらいいらっしゃるんです

か。 
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麻野高齢福祉課長 コロナ禍の中で昨年、一昨年と大会が開催されていません

けれども、以前は例えばサッカーのチームとか、そういう中で市内から

何人か、あるいは卓球の選手が何人か出場されたというのは記憶してお

ります。 

 

大井淳一朗委員 ケアセンターさんようというのは、例のＰＦＩの関係ですか。

ちょっと確認したいと思います。 

 

麻野高齢福祉課長 委員のおっしゃるとおりで、埴生にありますケアセンター

さんよう、ＰＦＩの関係での指定管理の施設となります。 

 

大井淳一朗委員 あれはたしか１０年か何か長期計画なんですが、いつ切れる

のか。切れた後、どういう方針を立てられているのかについてお聞きし

ます。 

 

麻野高齢福祉課長 今の契約では、令和７年３月末までが契約期間となってお

ります。その後につきましては、現在のところ未定でございます。 

 

山田伸幸委員 委託料の中で、生きがいと健康づくり推進事業委託料が１８０

万円計上されているんですが、この事業内容について教えてください。 

 

麻野高齢福祉課長 この生きがいと健康づくり推進事業委託料につきましては、

老人クラブ連合会様へいろいろな事業の委託をしております。例えば老

人クラブ大会とか老人スポーツ大会、あるいは老人クラブ大会、そうい

うものの事業のための委託料でございます。 

 

松尾数則分科会長 それではよろしいですか。１３０から１４５ページ。 

 

山田伸幸委員 その下に老人クラブ連合会補助金があるわけですが、これとは

別に老人クラブが主催する、そういった健康に関する催物に対して補助

金が出されるということなんでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 １８節の老人クラブ連合会補助金は、老人クラブ連合会の

運営補助金、活動費助成という意味と運営費助成、それに加えて１人当

たりの会員の補助金、そういうもので構成しております。１２節のほう
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は主に事業の委託ということになりますけれども、１８節のほうは主に

運営のほうにウエートがあるかなというふうに考えております。 

 

山田伸幸委員 続いて、老人クラブそのものについて、つかんでおられる範囲

でお答えいただきたいんですが、以前私どもにあった老人クラブが廃止、

解散になったんですけれど、高齢者は非常に増えてきています。老人ク

ラブの組織というのはどんな形になっているでしょうか。 

 

大井高齢福祉課主幹 老人クラブの数については、年々ちょっと若干減ってき

ているのが傾向です。 

 

吉永美子委員 若干減ってきてるということで、今幾つクラブがあるんですか。 

 

原川高齢福祉課高齢福祉係長 令和３年度で３３クラブとなっております。 

 

吉永美子委員 私の記憶が確かならば、昨年当初には３６クラブと報告があっ

たと思っているので、この１年の間でクラブが三つ消滅したということ

になりますが、その理由は分かりますか。 

 

麻野高齢福祉課長 個別のクラブに聞いたわけではないんですけれども、よく

会長とかのお話によりますと、やはり会員に成り手がいないというのが

まず一つ、それと会長といいますか、引っ張っていかれる方の高齢化と

か、そういうのが苦しくなったというのは聞いております。 

 

山田伸幸委員 １４３ページの１８節に老人クラブ補助金というのが、またこ

こで別に９８万９，０００円計上されているんですけど、その内容につ

いて教えてください。 

 

麻野高齢福祉課長 こちらの補助金につきましては、単位老人クラブへの補助

金になります。先ほどのは老人クラブ連合会でありましたけれども、こ

ちらはそれぞれの単位クラブへの補助金となっております。 

 

山田伸幸委員 それは、例えば年間３万円といった金額が支給されるというこ

とでしょうか。 
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大井高齢福祉課主幹 単位自治会の規模に応じて金額が設定されて、それに対

して支給するものでございます。 

 

山田伸幸委員 その下に介護施設等開設準備経費補助金というのがあるんです

が、この中身と、あわせて、その上に介護施設等整備補助金というまた

似たようなものがあって、２，４００万円と５，６００万円とあるんで

すが、これを説明してください。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 介護施設等整備補助金と、その二つ下にありま

す準備経費補助金については、高齢者福祉施設等整備事業として、高千

帆地区に建設される定員２０床のサテライト型介護老人保健施設の建設

の補助と、同時に行われるグループホームのＩＣＴ導入を補助する事業

となります。 

 

山田伸幸委員 老人福祉施設もいろいろあるんですけど、サテライト型という

のは具体的にどういった施設でしょうか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 サテライト型施設、この度造られるのは、介護

老人保健施設になりまして、主には入院されていた方が在宅復帰を目指

してリハビリ等を行うために入所される施設になります。そして、サテ

ライト型については、本体となる施設があってそこに付随して連携して、

サービス等を提供するということで人員等の基準に緩和を設けられてい

る施設になります。 

 

山田伸幸委員 これについては設置の基準みたいなのはあるんですか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 設置基準については、国のほうで定められた指

定の基準が設けられております。 

 

山田伸幸委員 この施設はいずれ介護の関係になってくると思うんですけど、

そうすると利用者が利用されるということは、介護保険料にもはね返っ

てくる部分になるんでしょうか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 御指摘のとおり施設を利用されることによって、

当然、介護給付が発生するものにはなりますが、この施設自体は入院さ
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れている方が在宅復帰を目指すという施設にもなり、そういった意味で

介護給付の軽減にもつながる施設と考えておりますので、この施設建設

で直接、介護保険料が増加するものではないと考えております。 

 

山田伸幸委員 いわゆるサービス付高齢者住宅、サ高住とは違うということで

理解してよろしいんでしょうか。 

 

藤永高齢福祉課介護保険係長 こちらの施設は、いわゆる介護保険の３施設、

介護老人福祉施設特養と介護老人保健施設老健、そして介護医療院のこ

の３施設のうちの一つとなります。 

 

大井淳一朗委員 敬老会ですけれども、昨年度は恐らく全校区とも配布に回っ

たと思うんですが、来年度は一応従来どおりの形を想定され、予算計上

されているということでよろしいでしょうか。 

 

大井高齢福祉課主幹 予算につきましては、２年間できていませんが、通常の

開催ができるような形で予算組みをしております。 

 

大井淳一朗委員 来年も恐らく厳しいのかなと思うんですけれども、これは配

布事業になったとしても、この予算内に収まるということで理解してよ

ろしいですかね。やはり敬老会の在り方も少し検討すべきではないかと

いうことも、昨年、決算等でも言わせていただいたんですが、これにつ

いて検討の進捗状況についてお答えください。 

 

麻野高齢福祉課長 敬老会につきましては、残念ながら、今年度、昨年度と開

催はコロナの関係でできておりません。委員のおっしゃるように、今後

の敬老会の在り方というのも検討していく必要があろうかと思いますが、

まずはコロナがどうなるかというのが一つ大きな論点になろうかと思っ

ています。敬老会を例えばやる、やらないにつきましても、主催者であ

ります地区社協との話合いを重ねながら決定をしていきます。来年度に

つきましては、まだ会議はないんですけれども、年度が変わって、また

協議を持ちながら一緒に考えていきたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 敬老会の行事は、いつも私が参加しているところでは熱射との

戦いなんですね。あちらこちらに氷柱を置いて、その後ろに扇風機を置
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いて、それを会場内に送るというような努力をしても、暑さをどうして

もしのぐことができない。一方で、厚狭地区等ではエアコンの効いたと

ころでしておられると思います。今後も温暖化が進めば、そういった熱

射対策をもっとしていかなくてはいけなくなると思うんですけれど、何

か主催者のほうからそういった話とか聞いておられないでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 地区によって冷房があったり、なかったりというのは承知

しております。令和元年度に敬老会が開催された後に、各１１地区の主

催者の方にその辺の例えば時期を変更したりする考えはありますかとか、

そういうアンケートを取りましたけれども、時期の変更は特に考えませ

んという答えがほとんどでありました。その後、ちょっと中止が続きま

したので、その時点で終わっておるような状況でございます。 

 

奥良秀委員 １９節の扶助費の中の老人保護措置費はどういったものか、質問

させていただきます。 

 

麻野高齢福祉課長 こちらにつきましては、養護老人ホームに措置する方の措

置費でございます。市で負担する経費となります。市内には長生園と小

野田老人ホームという２か所がありますし、市外の養護老人ホームに入

る方も少しおられます。その方たちの措置費となります。 

 

奥良秀委員 令和３年度と令和４年度を比べたときに、５００万円ぐらい計上

されてきているんですが、その理由というのは、人数が増えたからとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

麻野高齢福祉課長 実績を基に予算要求しておりまして、今年も１２月補正で

たしか増額させていただいたんですけれども、少し入所者が増えている

というのが実感でございます。 

 

山田伸幸委員 次に、後期高齢者医療費のところで、広域連合の負担金という

のが２９１万８，０００円あるんですけど、この根拠といいますか、ど

ういう内容でこの金額が計上されているんでしょうか。 

 

亀崎国保年金課長 これは広域連合から示された額になるんですけれども、広

域連合の人件費など、県全体の額から人口比で算出されたものと伺って
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おります。 

 

松尾数則分科会長 質疑がなければ、歳入の質疑に入ります。あればここで受

けますけれど。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ、審査番号⑤につい

てはこれで終わりたいと思います。職員入替えのため１０分ほど休憩い

たしますので、４５分から再開したいと思います。 

 

午後１時３５分 休憩 

 

午後１時４５分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして審査を続行いたします。続きまして、審

査番号⑥、審査事業があります。審査事業１７番を最初にしたいと思い

ますので、説明をお願いいたします。 

 

長井子育て支援課長 それでは、一般会計予算審査資料の９７ページをお開き

ください。審査番号１７番、小野田地区公立保育所整備事業について御

説明します。本事業は重点施策２、ひとを創るの具体的施策（１）子育

て支援の充実に該当する事業です。事業概要については、本市の公立保

育所はいずれも老朽化や定員に対する入所児童割合の不均衡による運営

に非効率等の課題を抱えており、それらを改善するために公立保育所再

編計画に基づき、まずは山陽地区の公立保育所整備に着手し、それが完

了したことから、続いて小野田地区にある日の出保育園の整備を行う事

業です。この事業の活動指標は厚生労働省基準による待機児童数として

おり、令和２年度の１５人から減少と設定しております。事中評価につ

いては、児童の健全育成と保護者の就労支援につながる事業であり、計

画的に整備する必要があることから、成果とコストを共に現状維持とし

ており、評価点は３７点です。令和４年度予算については９８ページを

御覧ください。令和３年度に取得した民有地と現在の保育所の敷地を合

わせた敷地の測量調査委託料が３８８万３，０００円、基本設計委託料

が１,６９９万８，０００円、事務に必要な消耗品費が７万６，０００円

です。財源はまちづくり魅力基金からの繰入金が１,６９９万８，０００

円、一般財源が３９５万９，０００円です。この事業における令和２年

度の事務事業評価については９９ページを御覧ください。令和２年度は

用地取得について所有者との交渉が主な業務であったことから旅費３万
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２，０００円の支出のみです。用地取得については令和３年９月議会に

おいて用地購入費及び補償金の補正を議決いただき、１２月末までに用

地取得に関する全ての手続を終えたところです。令和４年度以降の計画

については１００ページをお開きください。令和４年度の予定事業完了

後は、令和５年度に地質調査事業、事前家屋調査事業、そして建築工事

及び地盤補強工事に係る実施設計を予定し、その後、令和６年度から令

和８年度まで地盤補強工事、新園舎建築工事、外構工事を実施し、令和

９年度の供用開始を予定しています。当該事業については、働く子育て

家庭の支援のための根幹となる事業であり、児童福祉の充実に資するこ

とから、計画通りの遂行に努めてまいります。説明は以上です。御審査

のほど、よろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員から質疑を受けま

す。 

 

山田伸幸委員 ９７ページの表で、待機児童数が令和２年は１５人となってい

るんですが、令和３年はどうだったんですか。 

 

別府子育て支援課主幹 令和３年度、令和４年３月１日時点の厚生労働省待機

でございますが、３３人となっております。 

 

山田伸幸委員 それは小野田地区でということですか。山陽も合わせてですか。 

 

別府子育て支援課主幹 小野田地区、山陽地区合わせた市全体の待機児童です。 

 

山田伸幸委員 内訳を教えてください。 

 

別府子育て支援課主幹 すみません。内訳については、ちょっと手持ちがござ

いません。（発言する者あり）年齢の内訳ということでよろしいでしょ

うか。 

 

山田伸幸委員 はい。 

 

別府子育て支援課主幹 全員がゼロ歳児でございます。 
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吉永美子委員 実際にはそれだけの待機がおられるけど、市としては、移動に

３０分以内であれば待機とは見ないということで、山陽小野田市内には

待機がないという考え方じゃなかったでしたっけ。 

 

別府子育て支援課主幹 市では子ども・子育て支援事業計画の中で、市全体を

一つの区域として保育の需要と供給については考えることとしておりま

す。今おっしゃられますのは、ある特定の保育園であれば空きがあるけ

れども、そこには行かずに待機をするという方は、ここでいう厚生労働

省待機の数には含んでおりませんので、今おっしゃられた待機の方につ

いては、自己都合待機という扱いにしております。 

 

吉永美子委員 自己都合待機というのは当然あり得るわけですが、そうすると

今待機が３３人ということで、今回、１２０人から１７０人に定員拡大

ということで、５０人は現在の待機の人数を勘案して５０人増やすとい

う考え方でしょうか。この定員を５０人増やす理由を聞いておきたいと

思います。 

 

別府子育て支援課主幹 １７０人という定員の設定についてでございますが、

平成２９年の公立保育所再編基本計画の策定時、それから令和３年９月

の基本計画改定時にそれぞれ定員の検討を行っております。定員の設定

については、まず山陽小野田市人口ビジョンにおける年少人口を基にし

て、平成２７年度から令和２年度までの年少人口、就学前児童数及び保

育需要量の割合から就学前児童数及び保育需要量の将来見込みを算出し

ております。これによれば、令和２年度から令和１２年度にかけて年少

人口は減少していくものの、保育需要量はほぼ横ばいで推移していく見

込みとなりました。さらに計画策定時点、改定時点で把握しうる限りの

私立保育所の定員変更等も考慮いたしまして、令和１２年度における保

育需要量を満たすための日の出保育園の定員を検討して、１７０人と設

定をしたものでございます。 

 

山田伸幸委員 今言われた３３人はゼロ歳児であるとお聞きしたんですけれど、

この３３人全員を受け入れようとすると、保育士は１１人必要だと思い

ます。そういった保育所の育児室といいますか、それがそろっていない

と受け入れられないわけですけれど、今どういった状況でしょうか。 
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別府子育て支援課主幹 児童を預かるためには、当然場所と保育士が必要にな

ります。今おっしゃられたとおりで、ゼロ歳児については保育士１人で

３人の児童まで預かることができますので、３３人の児童を預かろうと

思えば、保育士は最低１１人必要ということになります。それから保育

空室の広さについても基準がございます。ゼロ歳児であれば、１人当た

りにつき１.９８平方メートル必要というものがございますので、この待

機児童等も考慮しながら、来年度の基本設計に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 

山田伸幸委員 １.９８となると、１部屋に４人程度しか入れないんじゃないか

な。４人はあり得ないので、１部屋で３人と見ると、非常にもう部屋ば

かり必要になってくるので、これを全部、日の出保育園で受け入れると

いうのは絶対無理だと思うんですけれど、今の基本的な方向としてはど

ういう考えでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 来年度以降、基本設計から取り組んでいくことになり

ますが、この待機児童３３人全員がゼロ歳児という状況を鑑みると、簡

単に考えれば、これを全部ゼロ歳児に定員を割りふればいいのではない

かと思うんですが、実際にはゼロ歳児をそこの保育園で受け入れて、そ

の子が今度１歳児に上がっていく、次は２歳児に上がっていくというこ

とを考えると、０、１、２、３、４、５と年齢が増えるにつれて、基本

的には定員というのは増えていかないとおかしくなります。したがいま

して、３３人全部をゼロ歳児の定員に割り充てることができるかという

とちょっとなかなかそうではありません。この辺の状況については、今

後の将来予測も見据えながら定員設定と部屋の必要な広さについて考え

ながら、全体のレイアウトについて設計していきたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 こういった子育てをする上で、そういった施設的な充実という

のも定住の一つの要因になってくるのではないのか。このまちで面倒を

見てもらえないなら、隣町でという話になっていこうかと思うんですけ

れど、やっぱりそれを防ぐ意味でもなるべく本市の中でそれをどう受入

れていくのか。例えば、それを５園ぐらいに分散して受け入れていくと

か、いろいろ手法があろうかと思うんですけれど、基本的にはどういっ

た方向で考えておられるんでしょうか。 
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別府子育て支援課主幹 保育所には御存じのとおり公立だけじゃなくて私立の

保育所もございますので、基本的には市の保育需要については、私立と

公立を合わせて満たすことができればいいというふうに考えております。

公立には公立の役割があるというふうに考えて、公立保育所再編基本計

画も策定しておりますが、私立の定員の受入れ状況も十分に勘案しなが

ら日の出保育園の定員については設定してまいりたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 では、私立でゼロ歳児を見る保育所というのは、皆見ていただ

けるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 どの園もゼロ歳児については受け入れていただいてお

ります。 

 

奥良秀委員 ちょっと聞き漏らしたんですけど、この待機児童３３人というの

は、公立保育所に入れない児童が３３人ということでよかったですか。 

 

別府子育て支援課主幹 公立と私立を合わせての数でございます。 

 

奥良秀委員 今からいろいろな設計を立てられる中で、やはり今言われたよう

に役割というところを保育園でも公立と私立で考えていかないといけな

いと思いますし、なおかつ人口ビジョンの中では年少は減っていくと今

言われましたが、減っていくのであれば、どういう割り振りをしていく

かきちんと考えていかないと、民業圧迫にもなっていきます。その辺は

きちんと考えておられるでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 保育所を運営していく上で一番重視すべきことは、市

内で待機児童を発生させないということだと考えております。保育を必

要とする全ての方が適切な保育を受けることができるよう、今後とも中

長期的な状況の変化に応じて、その時々で最適なサービスを提供できる

ような体制の整備に努めてまいります。１７０人という定員の設定は、

あくまでも市内の保育需要と保育所定員とを比較して、保育が必要な方

に適切な保育を提供することができるように設定を行ったものです。今

後も出生数や保育需要の動向、また、私立保育所の受入れ状況等を注視

しながら、保育需要の大幅な増減が見込まれる状況となった際には、そ

の時点で改めて適切な定員設定についての検討を行い、保育の提供が過
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剰となる状況が生じる場合は、私立保育所での受入れ状況も勘案の上、

厚陽保育園をはじめとした公立保育所の規模縮小や廃止も含めて、市の

保育提供量の適切な調整に努めてまいります。 

 

奥良秀委員 今言われたとおり過剰にならないようにというのは大事だと思い

ます。保育園しかり、あとは山陽小野田市には幼稚園も公立、私立とあ

ると思うんですが、その辺の情報交換とか空きとか、あとはサービスの

内容で類似しているところがないかというところは、きちんと調査され

ていますよね。確認です。 

 

別府子育て支援課主幹 私立保育所については、子育て支援課では新制度に移

行した保育園については、運営費の支払等で関わることができておりま

すが、どうしても旧制度の幼稚園につきましては、ちょっと関わりがま

だ十分に持てていないということは認識しております。必要な情報交換

等につきましては、今後も積極的に行っていかなければいけないという

ふうには感じております。 

 

奥良秀委員 国の流れの中で、総務省、厚労省等で子供家庭庁という話もある

んですが、そういった流れの中を考えていけば、もう始めておかなけれ

ばいけない課題だと思うんですよね。箱ばっかり作って、実際、人がい

なくなって、その箱をどうしますかという話になってきますので、やは

り、私立の保育園、私立の幼稚園というのは、もう今の段階でどんどん

話合いをしていかなくては、やっぱりパイの奪い合いになっていくと思

うんですよね。だからその辺をきちんと考えていただきたいんですが、

もう一度ちょっと質問させていただきます。 

 

別府子育て支援課主幹 我々は、組織規則で定められた事務分掌に基づいて仕

事をしております。委員のおっしゃられることは、十分認識しておるつ

もりではございますが、現状ではその組織規則の中で定められていない

私立の旧制度の幼稚園の部分なんかについては、まだちょっとその組織

規則で十分に定められてない部分でございますので、まだやはり不十分

なところがあるというふうには感じておりますが、子供を預かる施設と

いうことでいえば、保育園も幼稚園も変わりはありませんので、今後に

ついては、国の動向等も見ながら十分に連携を取っていかなければなら

ないと感じております。 
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奥良秀委員 やはり山陽小野田市で待機児童がいるということは、どう見ても

あまり良くないと私は感じております。その待機児童をなくす一つの役

割としましては、民間の力を借りるといったところも大事だと思ってお

ります。そういったことであれば、ゼロ歳児は保育園とか市のほうにみ

てもらったりとか、いろいろすみ分けできると思うんですよね。その辺

をきちんと考えていただいて、今後運営をしていかないと、どうしても

空きの建物が増えていったりすると、きちんと制度設計できてたのとい

う話になってきますので、その辺はもう一回、制度設計を見直されたほ

うがいいと思います。 

 

白井健一郎副分科会長 さっき私が聞き漏らしたのかもしれません。待機児童

３３人というのは、厚生労働省基準ですよね。いわゆる自己都合待機を

入れたら何人になるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 厚生労働省待機が３３人、自己都合待機が別に１７人

いらっしゃいます。 

 

大井淳一朗委員 では別の話をします。測量とかされます。あそこは低いとい

うことで、かさ上げ等を検討されているとは思うんですが、現時点での

方針を教えてください。 

 

別府子育て支援課主幹 建設予定地の標高は、おおむね１.１メートルから１.

９メートル程度というふうに考えております。今後、来年度、基本設計

と一緒に測量も行う予定でございますので、その辺りの高さについても

十分に測量を行って、ハザードマップ等と見比べて必要なかさ上げにつ

いてはしっかり対応してまいりたいと思います。 

 

大井淳一朗委員 現時点、敷地等の関係で、２階建てという方針ですが、万が

一のときは避難で２階に上がることも想定されていると思います。現在、

建設も完成間近のねたろう保育園のように２階に逃げていったときにス

ペースがちゃんとあるのかというのが心配されるところなんですが、そ

の辺はいかがでしょうか。屋上とか設けるんですか。 

 

別府子育て支援課主幹 あそこの建設候補地でどのようなレイアウトができる
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のかというのは、実際まだ素人である私の頭の中で考えたものがある程

度ですが、例えばもう遊戯室自体を２階に持っていくとかというような

ことも可能なのではないかというふうに考えております。遊戯室を２階

に持っていくことができれば、十分に広いスペースが２階に設けられる

ということになりますので、やはり低い土地に建てる建物ということで、

浸水した場合の避難場所なんかを考えと、そういうレイアウトも有効な

のではないかというふうには考えております。 

 

山田伸幸委員 以前、現地を見せていただいたときにもちょっと話したんです

けど、すぐそばを水が流れておりますよね。例えば、かつて江汐湖から

大量の用水が流れ出て、あの辺り一帯を水浸しにさせたということがあ

ったんですけれど、そういったときにも耐えうるようなものでないとい

けないと思うんですね。その辺の想定をすると、今の高さから更にかさ

上げをしていかないと対応できないように思うんですけれど、これをや

り過ぎると今度は道路面との段差ができてしまうんですね。その辺でバ

ランスを取っていかなくてはいけないんですが、もう基本設計にその辺

は委ねるということでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 建設予定地のハザードマップが高潮、津波、洪水と各

種定められております。洪水ハザードマップにつきましては、昨年３月

に更新をされておりまして、最近のゲリラ豪雨等も含め、その辺も考慮

したマップになっておると思いますが、それでいくと建設予定地は１メ

ートルから３メートルの浸水想定区域ということになっております。今

おっしゃられたように、これだけの浸水が想定される区域に保育園を建

てるわけでございますので、そこについては十分に対応できるような建

物にしないといけないというふうに考えております。その一方で、ねた

ろう保育園のときもそうでございましたが、バリアフリーのことを考え

ると、あまりかさ上げをしてしまうとスロープの勾配がかなり急になる

というようなこともあって、その辺との兼ね合いもかなり悩んだという

経験があります。この度建てる日の出保育園についてもその辺りの兼ね

合いも考えながらとは言え、やはり一番は安全を最重視しなければなり

ませんので、しっかり設計に取り組んでまいりたいと思います。 

 

白井健一郎副分科会長 今の浸水の件ですけれども、１メートルから３メート

ルという予測だと聞きましたが、例えば地震のときの津波ですよね。東
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北の大震災のときも、もう本当に２０メートル、２５メートル上がるな

んて誰も予想していなかったということを考えれば、やっぱり上に行け

るだけ行っとくというのが大切なことだと思うんですよ。あの辺だった

ら、例えば結構高い１０何階建てのマンションがありますね。そこの上

のほうまで地震のときには上がっていけるような契約を持ち主と結んで

おくとかですね。あと、ちょっと分かりませんが、くし山の工事をして

いる、自動車でずっと山陽本線の上を通る１車線の道がありますよね、

陸橋で。そこなんかも結構高いと思うんですよ。ちょっと予測が最大３

メートルだから、４メートルあればいいとか、５メートルあればいいと

かではなくて、やっぱりそういうふうに念には念を入れる姿勢が大切で

はないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 今御指摘のあった津波については、ハザードマップで

いけば、０.３メートルから２メートルの浸水想定区域となっておるよう

です。浸水対策等につきましては、当然念には念を入れた設計にしたい

とは思いますが、とはいえ何に基づいて設計するかということになると、

やはりその辺は定められたハザードマップ等に基づかざるを得ないかな

という感じもしております。実際に、日の出保育園につきましては、近

隣のマンションの方とお話をして、万が一のときにはちょっと避難場所

とさせてほしいというような話もしておる実績もありますので、建設後、

新しい日の出保育園についても、その辺りは十分園児の安全を考慮した

運営に努めていきたいと考えております。 

 

福田勝政委員 海抜のことを言われましたけど、あそこは海抜何メーターです

か。 

 

別府子育て支援課主幹 この度購入した土地について申しますと、１.１メート

ルから１.９メートル程度というふうに考えております。 

 

福田勝政委員 それと鉱害ですね。厚狭のねたろう。厚狭も炭鉱がすごい多か

ったんですよ。あそこは別に炭鉱の鉱害の話はなかったですか。 

 

別府子育て支援課主幹 それは日の出保育園の建設予定地について、というこ

とでよろしいでしょうか。 
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福田勝政委員 ねたろうのほうは。 

 

松尾数則分科会長 また後でやるから。 

 

大井淳一朗委員 心配されるのは、古洞とかあの辺にあるのかなと。そこにも

あるんじゃないかということで、今後、地質調査で明らかになるんです

が、大体どういった情報をつかんでおられますか。 

 

別府子育て支援課主幹 今時点で、その辺で得ている情報というのはありませ

ん。 

 

奥良秀委員 次は交通渋滞の話です。まだ青写真ができていない段階で質問す

るのはどうかとは思うんですが、県道が今からどんどんきれいになって

２車線化していきます。その交差したところに日の出保育園を建設する

予定ですけど、特に夕方は、送迎の車と帰宅の車がかなりぶつかり合う

ような感じで大変危険な状況になっているんですが、その辺の何かお考

えは持たれているでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 道路への出入りのしにくさについては、以前から御指

摘いただいております。今、御指摘のあった県道については拡幅工事中

でございます。保育園の建設の中でできる対策といえば、駐車場のレイ

アウトを例えば一方通行にするなどして交差点から遠いところに出口を

持ってくるなどということができようかと思いますが、そもそも北側の

市道が、例えば道が広がるなどして、出入りがもっと根本的にしやすく

なればいいというのはもちろん感じておりますので、その辺りにつきま

しては、今後、市道を管轄する土木課とも協議、検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 

吉永美子委員 審査事業１８番で、ねたろう保育園に行きます。ガラス文化の

部分では、ねたろう保育園に２５日に見させていただきますが、ガラス

文化という部分を取り入れていただいております。この日の出保育園で

はどのように考えておられるかということです。 

 

長井子育て支援課長 委員のおっしゃったように、ねたろう保育園はガラス作

家の先生と市民の皆さん子供たちとの共同制作ということで、今度見て
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いただきますけれども、大変すてきな作品をねたろう保育園の廊下に設

置することができました。先日見ていただいたときには、まだ殺風景な

廊下だったんですけれども、ガラス作品を設置することで本当に優しい

雰囲気で題材が笑顔になっていますので、本当にいるだけでにこにこと

した温かい気持ちになるような保育園の雰囲気になりました。自画自賛

ですが、大変いい試みだったなと思っておりますけれども、また日の出

保育園につきましてもどういった形になるか分かりませんが、何らかの

形で取り入れることは検討していきたいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 送迎の車が今は細い道を入っていく。今度、建て替わったら

主に職員だからあまり大したことないという認識かもしれませんが、こ

の前、現地視察に行ったときは、通常の車も結構行き帰りにあって大変

危険な状況であります。あそこ暗きょとか、そういったいろんな方策が

求められるところなんですが、これについての方針はいかがでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 御指摘の道路は保育園の西側の道路ということで、こ

こについては市が管理する市道ではございませんで、自治会管理の私道

ということになっておるそうです。 

 

大井淳一朗委員 土地改良区は絡んでいるんですか。 

 

別府子育て支援課主幹 そこについては絡んでいるという情報は聞いておりま

せん。 

 

大井淳一朗委員 そこの道路の状況も求められるんですが、今園舎が建てられ

ているところが園庭になるんですが、園児の安全も考えたときにその細

いところに出るというのは非常に危ないなと思っております。ですから

新しい園舎、それから今後、園庭になる予定のところへのアクセスです

よね。間に障害物とかがあってはいけないものですから、その辺のアク

セスについても検討されるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 間にある水路と通路について申しますと、昨年９月の

補正予算で土地購入の予算を付けていただきまして、土地の購入を進め

ていくと同時に、間にある水路と通路、いわゆる赤字と青字でございま

すが、ここの利用状況等についても地元の方に話を聞くなどしてまいり
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ました。その結果、以前はここについては利用状況を鑑みながら、場合

によっては用途廃止等もできるのではないかというふうに考えておりま

したが、話を聞く限りでは通路につきましては、現在でも地元の方が生

活道として使っているという状況が見えてきました。それから、水路に

つきましては東側に田んぼがありますが、ここの農業用水路としてかつ

ては使われていたようでございますが、現在この用途では使われていな

いということが分かってきました。しかしながら、この水路をずっと東

のほうにたどっていくと、随分東側につながる住宅地のほうまでつなが

っておりまして、ここの水路を完全になくした場合の影響というのはち

ょっとかなり大きくなるのではないかという懸念を持ちました。したが

いまして、利用状況を勘案すると通路も水路も完全になくすということ

は、ちょっとこれはやはり難しいのではないかと考えております。通路

につきましてはちょっと場所を変える、付け替えるとか、現在の場所の

ままでレイアウトを考えるとか、それから水路につきましてはどうなる

かちょっと現時点では分かりませんが、上に蓋をするとか、地中に埋設

される箱型暗きょ、ボックスカルバートというらしいですが、こういっ

たもので処理するかなどを検討して、保育所の使い勝手と地元の方の利

便性と両方損なわないような手法について、今後考えていきたいと考え

ております。 

 

松尾数則分科会長 以上、質疑はよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、審査事業１７番についてはこれで質疑を終了いたします。次

は審査事業１８、これはねたろうのほうですね。 

 

長井子育て支援課長 それでは、資料の１０１ページをお開きください。審査

番号１８番、ねたろう保育園運営事業について御説明いたします。本事

業は重点施策２、ひとを創るの具体的施策（１）子育て支援の充実に該

当する事業です。事業概要については、本市の公立保育所はいずれも老

朽化や定員に対する入所児童割合の不均衡による運営に非効率等の課題

を抱えており、それらを改善するために公立保育所再編計画に基づき、

まずは山陽地区の公立保育所整備に着手し、それが今年度末をもって完

了したことに伴い、令和４年４月からねたろう保育園として開園し運営

していく事業です。この事業の活動指標も先ほど御説明した小野田地区

公立保育所整備事業と同様に、厚生労働省基準による待機児童数として

おり、令和２年度の１５人から減少と設定しております。評価点は３７
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点です。令和４年度予算については、１０２ページをお開きください。

報償費５万６，０００円、需用費１,８７９万２，０００円、役務費５７

万１，０００円、委託料２９７万７，０００円、使用料及び賃借料２３

４万５，０００円、負担金、補助及び交付金２８万３，０００円、その

他７万６，０００円です。財源は子ども・子育て支援交付金として国庫

補助金及び県補助金がそれぞれ１万７，０００円、保育所使用料等２,

０２８万９，０００円、一般財源が４７７万７，０００円です。ねたろ

う保育園は平成２９年度に基本設計に着手し、５年間かけ完成いたしま

した。新年度４月１日から保育を開始いたしますが、子どもたちが安心

して笑顔で過ごせるよう努めてまいりますので、委員の皆様には今度と

も温かく見守っていただきたいと存じます。説明は以上です。御審査の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部の説明が終わりましたので、委員から質疑を受けま

す。 

 

山田伸幸委員 先ほど同様に、令和３年度現在の待機児童はどういう人数にな

っていますか。 

 

別府子育て支援課主幹 令和３年度の待機児童は先ほど申し上げた３３人にな

っております。 

 

吉永美子委員 前に施設を見せていただいて、大変すばらしいものができたと

思います。入口のところにあるモニターには何が映し出されるんでしょ

うか。 

 

別府子育て支援課主幹 太陽光発電の発電状況が映し出されることになります。 

 

吉永美子委員 太陽光発電を取り入れることによって、どれぐらいの経費削減

を見通しておられるでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 太陽光発電につきましては、２０キロワットの発電量

のものが付いておりますが、売電をするわけではございません。自分の

園で消費する電力について、あくまでも消費するというものでございま

す。申し訳ありませんが、幾らぐらい経費、電気代の削減になるかとい
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う試算は持っておりません。 

 

山田伸幸委員 そのシステムには蓄電池は付いているんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 蓄電設備はございません。 

 

奥良秀委員 見学させていただきまして、誠にありがとうございます。ただ、

ちょっと気付いた点がありまして、よく保育園や幼稚園等々でお迎えに

来た際に、非接触で確認ができるような体制になっております。今回、

保育園を見させてもらったときには、そういうふうな電子機器がまだ付

いてないのかもしれませんが、アプリとか携帯とかで保護者の方が迎え

に来たときには来ましたよということで、先生が別にいなくてもチェッ

クできるような様式を今取り入れられているところがあるんですが、今

後、ねたろう保育園はどういうふうな体制を取られていきますか。 

 

別府子育て支援課主幹 登降園管理につきましては、令和４年度から、ねたろ

う以外の日の出保育園、厚陽保育園でも、コドモンという保育業務支援

システムを導入する予定にしております。これを使いますと、例えば、

親御さんが持っておられるスマートフォンにＱＲコードを写して、それ

を読み取るＱＲコードリーダーで登園の記録ができるとか、退園の記録

ができるとか、そういったシステムについては取り入れる準備を進めて

おるところでございます。 

 

奥良秀委員 今言いたかったのは、入口にタッチパネルか何かがあって、登園

したら暗証番号を入れて登園しましたよと、帰るときにはまた暗証番号

を入れて退園というか、帰ったことが分かるようになっている、そうい

ったシステム、ＩＣＴ化を進めるつもりはあるかをお聞きしました。 

 

別府子育て支援課主幹 委員がおっしゃられたようなシステムを取り入れる予

定で今準備をしておるところです。 

 

山田伸幸委員 ねたろう保育園では、ゼロ歳児は何人受け入れられるでしょう

か。 

 

別府子育て支援課主幹 １５人でございます。 
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吉永美子委員 今ＩＣＴ化ということが出ましたが、予算が出て、保育士の負

担軽減と保護者等の利便性が高まるということで、令和４年度からＩＣ

Ｔ化が始まるということで、もう準備は完全に終わっていこうというこ

とで、あと保育士の準備というか、パソコンの準備も完全にできていて、

ほかの園も含めてですけど、令和４年度からできるようになっていると

いうことでよろしいですか。 

 

別府子育て支援課主幹 今時点で準備が完全にできているかと言われると、ま

だちょっと完全にはできておりません。もう本当に今週、来週の頭ぐら

いには機器の納品を受ける予定になっておりますので、その機器の納品

を受けた後、必要な設定等を行って、４月１日からの使用にはしていき

たいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 医療的ケアを必要とする方の受入れについてです。現在、統

合前の保育園にいらっしゃる方は来年度には卒園されているかもしれま

せんが、ねたろう保育園で対応するという理解でよろしいでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 おっしゃるとおりです。 

 

大井淳一朗委員 御存じのように法律改正によって、この度の県議会でも医療

的ケアを積極的に支援する体制を作っていくわけですが、その方の卒園

後もニーズあると思いますので、対応すべきだと思います。今後もねた

ろう保育園で対応するということでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 今は出合保育園に看護師を配置して、受け入れており

ます。令和４年度からは、ねたろう保育園に看護師を配置して引き続き

受け入れていきたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 今後、日の出保育園とかもいろいろあるじゃないですか。そ

のニーズに応じて配置していくのか。それとも、もうねたろうありきな

のかということですね。 

 

別府子育て支援課主幹 原課としましては、１人よりも２人という思いは持っ

ておりますので、そういった検討は行いながらも、当面はねたろう保育
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園で行っていきたいと思いますが、状況に応じて、そこは柔軟に対応し

ていきたいと思います。 

 

山田伸幸委員 給食設備が乾燥式になるんですかね。設置されていたと思うん

ですけど、アレルギーへの対応はどのようにされているんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 それこそ調理師、栄養士が何回か、ねたろう保育園に

行って徐々に準備を進めておるところでございます。アレルギー食につ

いては、現在はほぼ手作業みたいな感じで管理して事故のないように細

心の注意を払いながら対応しておると聞いておりますが、令和４年度以

降につきましては、給食管理のアプリなんかも導入を今考えております

ので、より強い体制でのアレルギー対応ができるように取り組んでいき

たいと考えております。 

 

山田伸幸委員 今現在、アレルギー対応の必要な児童は何人ぐらいいるんでし

ょうか。 

 

長井子育て支援課長 正確な人数は資料を持ち合わせておりませんが、今年度

は人数が少なかったように記憶しております。正確ではないですが、本

当に１桁台、公立５園合わせても１桁台の人数でした。 

 

奥良秀委員 今回、初めてねたろう保育園でガラスの芸術作品を作られ設置さ

れたということで、ここの園児にとってはガラスの芸術に携わる機会が

増えてとてもいいなと感じております。ただ、保育園というのはまだほ

かにもたくさんありますし、ここだけというのは市民感情からしていか

がなものかなと思います。もっと言えば、もっとほかにもいろいろなと

ころがあると思いますが、その辺の兼ね合いはどういうふうに感じてお

られますか。 

 

別府子育て支援課主幹 この度、ねたろう保育園に設置したガラス作品につき

ましては、既存の保育園３園を統合して新しい一つの園を造るというこ

とでございましたので、下津、出合、津布田保育園の園児には全て参加

していただいて、作品を一つ一つ作っていただきました。ガラス文化の

発展というのは、市にとって重要なこととは十分認識しておりますが、

ちょっとそこをどんどん積極的に推進していくというのは子育て支援課
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の立場では、そこについてはあまり言うことができません。ただ、今後

建て替える日の出保育園につきましては、またそういったものを取り入

れて、すてきな園づくりにしていきたいなというふうには考えておりま

す。 

 

長井子育て支援課長 補足させてください。ねたろう保育園のガラス絵画につ

きましても、統合する保育園の在園児だけでなく、一般の方にも公募さ

せていただきました。一般の方からも６０人程度、御応募いただいて参

加していただいております。ただ、コロナの影響で、きららガラス未来

館が休館になった時期と重なりまして、日程が遅くなってしまい、日程

変更になったことから御参加いただけなくなった方も少し出たんですけ

れども、一般の方にも参加していただいております。 

 

奥良秀委員 私が言いたいのはそうではなくて、要は、ゼロ歳児から保育園に

入れますので、ゼロ歳から５歳、６歳までの子どもがそういうふうな山

陽小野田市のガラスの芸術を見る機会というのは、今ねたろう保育園だ

けですよねと。それは、山陽小野田市全体を見たときに、何かしら不公

平を感じるところはないでしょうかということを言いました。だから、

今後そういう不公平を解消していくという考えはあるかどうか。ここの

担当課だけで解消できることじゃないでしょうが、今回、ねたろう保育

園というのはここの課の仕事ですから、実際問題、始められたのはここ

が最初ですよね。であれば、どういうふうなお気持ちなのかをお聞きし

ているだけです。 

 

長井子育て支援課長 ガラス文化ということですと、ガラス作品を設置するの

はねたろう保育園が初めてです。委員のおっしゃるとおりです。ガラス

展を３年に一回、本市で開催したりということもございますので、また、

そういった機会を通じて担当課とも協議しながら、少しでも保育園、幼

稚園の皆様にもガラス文化を鑑賞していただける機会というのを検討し

ていきたいと思います。 

 

奥良秀委員 実際、何人児童がいらっしゃって、ねたろう保育園に何人入るか

分かりませんが、やはり大多数の人はもう見れない、触れる機会がない

ですよね。だから、そういうところを山陽小野田市全体としての考えで

やれるのであれば、やはり平等にやっていただきたいなというところが
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あります。次に安全性です。東日本大震災が起きてかなりたちますが、

やはりガラスというのはきれいな１面もあるものの、地震等々起きたと

きには危険物にも変わります。こういった危険物に対する安全性という

のは、どこまで担保されているんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 この度は、きららガラス未来館の作家さんに業務を委

託して作品を作っていただきました。作家さんにやはりその辺りのこと

は十分考慮していただいております。設計の中で、ガラス飛散防止フィ

ルムをきちんと貼るとか、そういった面で十分安全にできるような対策

については取っていただいております。 

 

奥良秀委員 お子さんですからどんなことをするかは、私たちが想像する以上

のことを多分されると思いますので、その辺はやはり安全面というのは

かけて損はないと思います。きちんと見る環境も大事ですけど、やはり

けがをしない、そういったところもきちんと考えて、今後も見守って安

全を重視していっていただきたいと思います。 

 

白井健一郎副分科会長 私の理解が正しかったか分かりませんが、奥委員が、

ほかの保育園ではできていないから、平等を考えてこちらもしないほう

が良かったのではないかと言いたかったようにも聞こえたのですが。 

 

奥良秀委員 いや、私が言いたかったのは、今回こういうふうに、ガラスの芸

術作品を小さいときから触れるということはとてもいいことだと思って

います。ただ、その触れる機会がねたろう保育園に入られる方だけであ

って、ほかの大多数のお子さんはなかなか見えないと。そういうことが

あっては、市の方向性としてはちょっと不平等ではないかと。だから、

できるのであれば、全市的に考えていけばどうかという話をさせていた

だきました。 

 

白井健一郎副分科会長 念のために私が付け加えますと、私はねたろう保育園

で今回ガラスの作品を作ったのは、非常に何といいますか、やはり皆さ

ん新しいことをするのは本当に勇気が要ることだと思います。例えば、

それこそガラスが壊れたらけがをするんじゃないかとか、そういうマイ

ナス面を見だすと何もできませんので、本当にいい判断、いい決断だっ

たと私は思っています。ありがとうございます。 
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松尾数則分科会長 大体質疑も尽きたみたいですので、ここで一旦換気のため

に１０分ほど休憩を取ります。５０分から再開いたします。次は審査事

業１９番です。 

 

午後２時３８分 休憩 

 

午後２時５０分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行いたします。続きまして、

審査事業１９番、執行部の説明を求めます。 

 

長井子育て支援課長 それでは資料の１０３ページをお開きください。審査番

号１９番、子育て支援アプリ導入事業について御説明いたします。本事

業は重点施策２、ひとを創るの具体的施策（１）子育て支援の充実及び

横断的施策のデジタル化の推進に該当する事業です。事業概要について

は、妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートすることができる子育

て支援アプリを導入する事業です。事業の活動指標はアプリ登録者数と

しており、初年度を８００人、以後、毎年２００人ずつ増やす目標とし

ています。令和４年度予算については１０４ページをお開きください。

使用料及び賃借料のうちサービス利用料６６万円、初期費用１１万円で

す。財源は子ども・子育て支援交付金として、国庫補助金５１万４，０

００円、県補助金１２万９，０００円を当て、一般財源負担額が１２万

７，０００円です。この事業の実施により、自治体から子育て世帯に発

信する子育て支援情報の提供をはじめ、妊娠期から母子手帳の補完ツー

ルとしての役割や乳幼児の予防接種スケジュールの管理機能など、個々

に寄り添った支援が可能となります。説明は以上です。御審査のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 執行部のほうの説明が終わりました。委員から質疑を受け

ます。 

 

大井淳一朗委員 この事業ですが、変な話、誰でも使っていいんですか。 

 

別府子育て支援課主幹 想定としては、お子さんが生まれる前から子育て期ま
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でずっと使っていただきたいと考えております。 

 

大井淳一朗委員 例えば、子育て世代の方ではない方はどうですか。 

 

別府子育て支援課主幹 どなたでも無料で使っていただくことができます。 

 

大井淳一朗委員 さんようおのだっこというアプリもあって、情報発信をやっ

てくれております。これを導入することによって、さんようおのだっこ

の役目も終わったのではないかとも思えるんですが、統合とかの考えは

あるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 さんようおのだっこは、子育て情報の一元化を目的と

して、平成２２年にウェブサイトの運用を開始しました。その後、平成

２８年にはスマホ版の運用も開始し、子育てに関する行政情報のほか、

各保育所、幼稚園の情報も発信し、多くの子育て世代に対する様々な情

報発信を行っております。また、アプリで会員登録をしていただいてい

る方には提出期限がある申請についてプッシュ配信でお知らせを行った

り、直接情報を届ける取組も行ったりしております。さんようおのだっ

こは運用開始後、多くの方に御利用いただき、一定の効果を果たしてき

たと考えていますが、例えば、必要な方にピンポイントで必要な情報を

配信するセグメント別の情報発信には対応できていないというような不

便も感じておりました。この度、導入を検討している子育て支援アプリ

はこのポイントも克服しており、例えば、居住地や年代、性別といった

属性で絞り込みを行った上での情報発信も可能となります。子育て支援

アプリの導入が実現すれば、さんようおのだっこのうちプッシュ通知に

よる情報発信の部分については類似するサービスと言わざるを得ません

ので、さんようおのだっこは運用終了の検討についても今後行っていき

たいと考えておりますが、サービスの変更により子育て世代の方の更な

る利便性の向上につながるものと考えております。 

 

山田伸幸委員 このアプリ、母子モって言うんですかね。これを見ると乳児ぐ

らいが対象かと思われるんですけど、対象はどの辺りまで広がるんです

か。 

 

別府子育て支援課主幹 導入を予定している子育て支援アプリは、母子健康手
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帳と併用することにより、妊娠期から子育て期までを切れ目なくサポー

トするスマートフォンのアプリです。例えば、身長や体重などを登録す

ることにより、子供の発育曲線が自動でグラフ化されたり、その結果に

併せて専門家からのアドバイスを受けることができたり、法令や予防接

種ガイドラインに準拠した自治体や医療機関の方針や保護者の希望にも

沿った予防接種のスケジュール作成も可能です。このほかにも、子供の

成長やイベントを日記のように記録することができる機能や紙媒体では

伝わりづらい子育てに関する知識を動画で閲覧する機能等もあります。

これに加えて自治体からも情報発信することができ、県内の多くの自治

体でこのアプリの導入が進めて進められておるものでございます。した

がいまして、妊娠期から子育て期までずっと一貫してアプリについては

使っていただきたいというふうに考えております。 

 

山田伸幸委員 ですから、子育て期というのは大体何歳ぐらいを目安にしてお

られるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 児童福祉法上でいうと、児童というのは１８歳、高校

３年生の年齢までになりますので、その辺りの年代までの方の保護者さ

んを想定しております。 

 

吉永美子委員 大変いいことなんですけど、山陽小野田市独自の名前をサービ

ス名称で提供可能となっていて、１０５ページの右側に萩市のことが載

っていますが、山陽小野田市民でございますと意識していただくために、

こういう名称の使用は考えておられますか。 

 

別府子育て支援課主幹 名称については今後考えていきたいと思っております。 

 

奥良秀委員 関わられる病院というのは、大体、産婦人科か小児科とかがお母

さんと関わられると思うんですが、そういったバナーとかは作られる御

予定はありますか。 

 

別府子育て支援課主幹 現時点で、その運用の詳細等についてはまだ決まった

ものはございません。 

 

奥良秀委員 予防接種といったものは自分だけでは選択はできません。病院に
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行って、いつがいいですよと予定日を決めていくとは思うんですが、そ

ういったものも全て窓口に行くのではなくて、このバナーから自分が行

きたい小児科とかを全部選択ができて、もうこれさえあれば大体のこと

が分かるというものを作っていただければ、完璧かなと思っております。

そういう張り付けができるものはどんどん張り付けていただいて、お母

さんがこれをダウンロードすれば、ほとんど全ての情報が分かるような

ものを作られたほうがいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

別府子育て支援課主幹 このアプリについては、大きな一つの売りとして公共

が提供している公式サービスであると言われております。公共がお届け

する情報ですから、安心して閲覧してくださいというようなことを言っ

ております。したがいまして、民間の例えば、今は市のホームページ等

でやっておるお金をいただいて、広告を貼り付けるというようなことが

できるかどうか確認しておりませんが、アプリの中の機能で、お住まい

の近くの医療機関とか子育て支援の施設とかを地図上で確認することが

できて、そこのリンクを張ったりできると聞いておりますので、今御指

摘のことについても対応できるように検討していきたいと思います。 

 

吉永美子委員 先ほど名称をこれから考えますと言われましたが、導入時期は

いつですか。 

 

別府子育て支援課主幹 予算を議決していただきましたら、４月早々に契約の

準備を進めていきたいと思いますが、契約してからやはり１か月から２

か月程度は準備で掛かると聞いておりますので、納入は早くて６月ぐら

いからスタートできればと考えております。 

 

吉永美子委員 この予算の中で、サービス利用料というのは６６万円ですね。

年度で登録者数を増やしていきたいとなっているけど、金額が一緒とい

うことは人数が極端な話、６万人になろうが、この金額でいけるという

ことでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 おっしゃるとおりです。月額が５万５，０００円、こ

れは登録人数が何人になろうがこの金額ということです。 
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白井健一郎副分科会長 先ほどどなたかから、誰でもこのアプリを利用できる、

そのほうが好ましいみたいな話がありましたが、一般的にその情報とい

うのは受け手が広がれば広がるほど中身が薄くなります。例えば、何月

何日に健康診断をやりますという情報を流すときに、やっぱり、それは

受け手が誰か分からない人にまで流れていたらちょっと怖いんじゃない

でしょうか。ということで、本当に母子手帳に代わると言いますから、

例えば、受け手を両親と子ども、家族に絞るのか、あるいは先ほど言わ

れたように誰でも利用できるとするのか。私は今絞ったほうがいいとい

う考えも言いましたけど、一方で子どもは社会の財産といいますか、も

う利用したい人はみんな利用したらいいんじゃないかという考え方にも

賛同できるところもありまして、まだはっきり分からないんですけれど

も、その点はどうでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 これにつきましては、あくまでもこれは子育て支援ア

プリでございます。アプリ自体は市は会社にお金を払いますが、利用者

はお金を払う必要はありませんので、どなたでもダウンロードしようと

思えばダウンロードできますが、あくまでも中で見れる情報は子育てに

関連する情報でございます。それから市から発信する情報も子育てに関

する情報でございますので、誰が利用していただいてもいいんですが、

子育て世代でない方にはあまり役に立ちません。それから特定の方に先

ほどセグメント別配信ができると申し上げたと思うんですが、これはそ

の情報を必要とする方にピンポイントで対象を絞って情報をお届けする

ことができるという機能でございますので、一定のお住まいの地域の方

だけに情報を届けするとか、そういう本当に必要な情報を必要な方にお

届けするという取組は可能というふうに考えております。 

 

白井健一郎副分科会長 それは分かるんですけれども、情報を利用してサービ

スするのは当然ですけれども、この場合だったら、子どもの安全とか、

やっぱり先ほど言ったように何月何日どこにたくさん子どもが集まりま

すという情報を無制限に流すと、やはり怖い。例えば、それが危険とい

う面と、あとそれから非常に率直に申し上げて児童ポルノの問題もあり

ますよね。例えば、健康診断のところに、お子さんが服を脱ぐようなと

ころに無制約に誰が来るか分からないという状況は、例えば、親御さん

の気持ちに立つとちょっと怖いと感じるのではないかとは思うんです。

私はそれを今指摘したんですけれども、どう思われますか。 
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別府子育て支援課主幹 その辺りについてはおっしゃるとおりだと思います。

市から情報を発信するケースにつきましては、あくまでもこのアプリに

登録していただいて、子育て世代の方に絞って情報発信できればという

ふうに考えております。その辺りについては、子育て世代でない方がこ

のアプリをダウンロードしようとしたときに、それを制限する手法とい

うのは恐らくなかなか難しいのではないかと思いますので、あとは運用

の中で、子供にそういう危険が及ばないような運用の仕方というのは検

討してまいりたいと思います。 

 

山田伸幸委員 これは利用者からの相談機能というのはないんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 機能としてはありますが、また、お金が別途必要にな

りますので、それは今後検討してまいりたいと思います。 

 

山田伸幸委員 特に子育て中に困るのが夜中の対応とか、あるいは助産師や保

健師からのアドバイスを受けたい場合は、一応そういう準備はあるけれ

ど、別途、予算を立てて市が提供するサービスになるということでしょ

うか。 

 

別府子育て支援課主幹 その年代、年代に応じて有効な動画の配信サービスな

んかについては、この母子モを使って可能なんですが、個別の相談に個

別に対応するということについては、先ほど申し上げた別途追加の費用

が掛かるという状況でございます。 

 

長井子育て支援課長 若干補足させてください。山口県が令和４年度４月から

山口子育てＡＩコンシェルジュという事業を開始いたします。こちらが

スマートフォンのライン機能を活用して、３６５日２４時間ＡＩが相談

に乗って回答するという事業が始まります。保護者の方が入力された文

章や単語をＡＩが分析して、質問やお悩みに回答するということになっ

ております。この中の回答で、それぞれの市町によって状況が変わって

おり、それぞれ市町で特色あるものについては市町で回答を作成してお

りますので、そちらを御案内するようなことも考えてまいりたいと思っ

ております。その中にメニューから医療機関の情報や専門的な相談窓口

の案内等もあると聞いております。 
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松尾数則分科会長 審査事業１９をこれで終わりたいと思います。（「はい」

と呼ぶ者あり）続けて、審査事業２０、２１は関連しておりますので、

一括で審査したいと思います。まず２０番から説明をお願いします。 

 

長井子育て支援課長 それでは資料の１０７ページをお開きください。審査番

号２０番、出産祝金給付事業について御説明いたします。本事業も、重

点施策２、ひとを創るの具体的施策（１）子育て支援の充実に該当する

事業です。事業概要につきましては、次代を担う子どもの誕生を祝い、

健全育成を図るとともに、子育て世代から選ばれ住み続けてもらえるま

ちとなるよう、本市に住所を有する新生児の保護者へお祝金をお渡しす

るものです。資料の１０９ページをお開きください。制度の概要をお示

ししておりますが、祝金の額は新生児１人につき５万円で、令和４年４

月１日に出生した新生児から対象といたします。支給要件は、出生時に

養育者が本市に住所を有していること、新生児が養育者と同一の市内の

住所地に登録されること、申請の際に新生児及び養育者が引き続き市内

に住所を有すること、生活保護利用世帯ではないことです。子育て支援

課に申請書を提出していただき、支給要件に該当することを確認した後

に申請者又は代理人の口座に振り込むこととなります。この制度の周知

方法については、妊娠届や出生届を提出された際にチラシを配布するこ

とや市広報、ホームページを通じた広報、児童手当や福祉医療助成の手

続きに来られた際に御案内すること等を予定しております。事業の活動

指標は祝金の対象者数としており、令和４年度から令和６年度まで毎年

度３５０人としております。令和４年度予算については１０８ページを

お開きください。出産祝給付金として１,７５０万円、通信運搬費５万９，

０００円、消耗品費１万９，０００円、印刷製本費１万４，０００円を

計上しております。財源は、ふるさと支援基金１,７５９万２，０００円

の繰入によるものです。続いて、１１１ページをお開きください。審査

番号２１番、入学祝金給付事業について御説明します。資料の１１３ペ

ージをお開きください。制度の概要をお示ししておりますが、対象者が

小学校入学を迎える児童の保護者となる以外は出産祝金給付事業と同趣

旨の事業で、祝金の額も小学校新入学児童１人につき５万円で、令和４

年４月に小学校に新入学する児童から対象といたします。支給要件は、

小学校入学時に児童及び養育者が本市に住所を有していること、申請時

において、児童及び養育者が引き続き市内に住所を有すること、生活保
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護利用世帯ではないことです。今、申し上げた要件を満たせば、入学先

の小学校は市内外を問いません。申請方法等は出産祝金と同様です。事

業の活動指標は祝金の対象者数としており、令和４年度から令和６年度

まで毎年度５００人としております。令和４年度予算については１１２

ページをお開きください。入学祝給付金として２,５００万円、通信運搬

費８万４，０００円、消耗品費２万９，０００円、印刷製本費２万円を

計上しております。財源は、ふるさと支援基金２,５１３万３，０００円

の繰入れによるものです。出産祝金支給事業及び入学祝金給付事業は、

いずれも令和４年度から新設する事業です。本市の重点施策である子育

て支援について、更なる充実を図るとともに、出産時、小学校入学時と

人生の節目をお祝いする気持ちを形にして届けることで、選んでもらえ

るまち、住み続けてもらえるまちにつなげていければと考えております。

説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

松尾数則分科会長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を求めます。 

 

山田伸幸委員 この養育者というのは、出産されたお母さんだけでもいいとい

うことでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 基本的には、赤ちゃんのお父さんお母さんが多いかなと

思いますが、必ずしもお父さん、お母さん、全員がそうなるとは限りま

せんので、養育者という表現をしております。 

 

白井健一郎副分科会長 確認ですけど、所得制限はないですよね。 

 

長井子育て支援課長 おっしゃるとおり所得制限は設けておりません。 

 

白井健一郎副分科会長 ありがとうございます。質問を続けます。まず外国人

を含むということ、私は賛成です。だって、税金を払っているんだから

ということで、これも本当ありがとうございます。ただ、ここから一つ

なんていいますか、言いたいことがあります。なぜ生活保護利用者がも

らえないのかということについて、説明を伺います。 

 

長井子育て支援課長 生活保護世帯が対象とならないのはなぜかということで

すが、令和２年５月に特別定額給付金及び令和２年度子育て世帯への臨
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時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて、という通知が発出さ

れております。その中で、その他の給付金に関する取扱いも示されてお

り、各地方自治体が独自の施策として実施する給付金については、収入

として認定しない条件が３項目示されております。その一つ目の条件が、

特別定額給付金と同様の趣旨、目的、給付対象者であること。二つ目が、

災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨、目的であること。三

つ目が、子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉の増進を

図るため、地方公共団体またはその長が支給する金銭という趣旨目的で

あることです。この度は、出産又は入学という人生の節目をお祝いする

気持ちでお届けするという趣旨であるため、この３項目には当たらず収

入認定する扱いとなることから、また、出産、入学に際しては、妊産婦

加算、出産費、被服費等の入学準備金としての扶助費の増額等もあるこ

とから、生活保護世帯は給付の対象外といたしました。 

 

白井健一郎副分科会長 多分そういう回答だろうなと思っていました。ただ、

本当正論だと思うんですけど、出産の祝いとか入学のお祝いするときに、

その家庭が生活保護だからもらえないというのはやはりちょっとおかし

いんじゃないでしょうか。ただ、なんか国の方針かなんかで、多分ここ

で課長にいくら言っても困らせるだけだと思いますので、もうこの辺で

やめておきますけれども、ここまで差別をはっきり言われると私は本当

に憤ります。これは経済的な収入による差別です。この辺でやめます。 

 

吉永美子委員 両方とも申請の時効はいつでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 出生でしたら年度中、入学のお祝い金のほうは６月末く

らいまでを今想定しております。 

 

吉永美子委員 子どもが生まれてお祝いでしょう。それで年度中だったら、年

度末。だから里帰り、ここに住所があるんだけど、実家が例えば宮崎で

産んでしばらくいるとか、事情があってしばらくいないといけない可能

性はゼロじゃないですよね。多少、余裕がないといけなくないですかね。

学校は入学するから戻ってこないといけないけど、出生の場合は年度中

だったら年度末までとなると、実家に帰っていていない。ましてや、ひ

とり親だったらそういうことってあり得ませんか。代理人もいない。例

えば、夫を残して実家に帰っている。だったら、夫が申請することもあ
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るかもしれないけど、ひとり親の方だったら、そういうことがないです

か。出生については、何か月か帰っていたりということで、申請の時期

ぎりぎりに産んだら申請できなかったってなりませんか。 

 

長井子育て支援課長 確かに出生のほうは委員のおっしゃるとおりだと思いま

すので、まだ、このお祝い給付金の要綱について完全なものになってお

りませんので、その辺りも再度しっかりと考えて制度設計したいと思い

ます。 

 

山田伸幸委員 今の話からすると、これは要綱による給付金という形を取られ

るということですよね。となると、その要綱の中が今まだ固まっていな

いという判断でよろしいでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 要綱につきましては、まだ完全なものではございません。 

 

大井淳一朗委員 けちなことを言うつもりはないんですけど、住民票は山陽小

野田市だけど、実際は福岡に住んでいるという方が学生結婚して子ども

が生まれた。住民票が山陽小野田市にあったら、実際は県外に住んでい

ても対象になっちゃうんですか。形式上そうなりますよね。その場合は

どうされますか。 

 

長井子育て支援課長 一応、今要件としては市内に住民票を有しているという

ことにしておりますので、委員のおっしゃるように、住民票を市内に置

いたまま居住地が別の市であっても対象になると判断します。 

 

大井淳一朗委員 実態にそぐわないかなと思うんですけど、これは市の裁量で

その辺りはできないですかね。そこは気になるんですよね。入学は無理

だと思うんですけど、出生はあり得るんですよね。他の同じように美祢

市もやっているし、ほかのところもやっているんですけど、少しそこも

見て要綱を定め精査されたほうがいいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

 

長井子育て支援課長 委員の御意見を参考に、もう一度精査いたします。 

 

吉永美子委員 事業概要のところで、両方ともかな。次代を担う子供の健全育
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成を図ること。その後、子育て世代の定住を目的としてとあるわけです

が、決してうちが最初ではない、ある面、後追いになっていることある

と思います。県内の他市の状況をお知らせいただけますか。 

 

長井子育て支援課長 県内、全て申し上げたほうがよろしいですか。（発言す

る者あり）１月現在で６市町です。下関市は居住地がとても限られてい

ます。過疎離島への人口定住の促進を図る観点からということで、豊田

及び豊北総合支所管内と、かなり限定された地域の第３子めからの出産

に対して１人２０万円。それから防府市が第３子以降の出生時に１０万

円分の商品券交付。それから岩国市が第３子以降出産したときにお１人

１０万円。周南市は、これは市内共通商品券で出産時に１０万円分。こ

れも第３子以降のお子さんです。長門市さんが第１子、第２子出産時に

５万円、第３子が５０万円、第４子が１００万円。ただし、出生の１年

以上前から住民登録があって、引き続き３年以上住み続ける意向のある

御家族というふうになっております。 

 

別府子育て支援課主幹 ただいま申し上げたのが、ざっと見て目を引く施策の

ところを代表的に申し上げました。ほかにも商品券をお配りしたりとか、

各市でいろんな施策に取り組んでおられる事例はあるようでございます。 

 

長井子育て支援課長 調べたのが１月現在ですので、ちょっと美祢市の情報を

持ち合わせておりません。 

 

別府子育て支援課主幹 ただいま申し上げたのが、県内市町の子育て支援施策

で目を引くものを申し上げましたので、入学、出産の区別なく申し上げ

たつもりでございます。 

 

吉永美子委員 改めてお聞きしますが、うちが考えた５万円は、子育て世代の

定住を目的としてとあるので、定住につながるということをもって、こ

の二つを出してこられたということですね。確認でございます。 

 

長井子育て支援課長 定住もございますが、まず第一義としましては、人生の

節目のお祝いというほうを第一義としておりますので、定住は２番目、

定住を狙ってということではございません。お祝いの気持ちというほう

が一番の目的でございます。 
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大井淳一朗委員 引き続き山陽小野田市に住所を有しているということですが、

何か基準はありますか。 

 

長井子育て支援課長 引き続きというのは、新生児の方が生まれたときから申

請のときまで引き続きということで、それ以後、申請された後にもし転

出等されても返還を求めるということは想定しておりません。 

 

大井淳一朗委員 これ結構、この手のもので問題になりますよね。１０年、２

０年たったらもういいと思うんですけど、５年でもいいかもしれない。

ただ、３か月とか、言い方悪いけど、目的というのがあった場合、制約

付きじゃいけないんですけど、あらかじめ少し基準を立てておいたほう

がいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。追跡がで

きないのは分かりますけどね。 

 

長井子育て支援課長 ただ、いろいろな御事情で、しばらく本市に住み続ける

おつもりでいらっしゃった御家族が急な転勤とか御家庭の事情でやむを

得ず、転出されるということもあろうかと思いますので、その辺りまで

あまり細かい条件は想定しておりません。 

 

山田伸幸委員 できれば要綱ができた時点で、委員に配布をお願いしたいんで

すが、大体いつ頃、要綱の完成を考えておられますか。 

 

長井子育て支援課長 新年度からの事業でございますので、もう近々のうちに

決裁を取ることを予定しております。 

 

松尾和則分科会長 なければ、審査事業のほうはこれで終わりたいと思います。

（「はい」と呼ぶ者あり）次は、予算書に入るんですが、一旦ちょっと

休憩します。４０分まで休憩します。 

 

午後３時２８分 休憩 

 

午後３時４０分 再開 

 

松尾和則分科会長 休憩を解きまして、審査を続行いたします。それでは、予
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算書の１４８ページですね。児童福祉総務費からいきたいと思いますの

で、委員からの質疑を求めます。 

 

大井淳一朗委員 なるみ園指定管理に尽力いただいているんですが、あそこは

今は高千帆福祉会館で、地域交流センター別館になるわけですが、結局、

狭いですよね。入口とか。なかなか改装、あるいは道の拡幅等は難しい

と思うんですが、その辺りをどのように課題を解決していかれるおつも

りでしょうか。なるみ園ですね。 

 

長井子育て支援課長 なるみ園の進入口の部分ということでよろしいでしょう

か。（「はい」と呼ぶ者あり）確かに委員おっしゃるとおり、車１台が

やっとという幅しかございませんが、現在のところ、入口を改修する等

の計画は持ち合わせておりません。 

 

大井淳一朗委員 これは別の話ですけど、地域交流センター別館ということで、

風呂が廃止されスペースをどう活用するかというのは、もちろん地元の

人と話し合っていくことでしょうけど、やっぱりそういったことも含め

て、その辺りアクセスしていかないといけないのもあるし、なるみ園自

体の在り方も今後検討されるとは思います。それはまたやっていただけ

ればと思うんですが、現在、なるみ園と同じような民間との連携の状況

はいかがでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 なるみ園は児童発達支援事業所という位置づけです。

同様のサービスを提供している民間事業所が児童発達支援センターとし

て、サービスを提供されているトコトコというものがあります。両事業

所は市が主催で要対協という会議をやっておりますが、その中でそうい

う児童発達支援を必要とするような方の情報交換等も両事業所を呼んで

行ったり、そういう情報交換連携については行っております。 

 

大井淳一朗委員 今のところは、なるみ園も存続する形で児童発達支援センタ

ーとの連携を続けていくというお考えでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 なるみ園の指定管理が令和７年度までございますので、

当面の間は現状の運営体制でトコトコとの連携も続けていきたいと思っ

ております。 
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山田伸幸委員 今、なるみの利用者というのは、何人ぐらいいらっしゃるんで

しょうか。 

 

西村子育て支援課子育て支援課係長 今、なるみ園のほうで、幼稚園と保育園

との並行通園されている方も含めて１８人が登録されております。 

 

山田伸幸委員 負担金、補助及び交付金の中で、施設整備補助金が１億円ある

んですけど、その中身をお答えください。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 こちらは令和５年度の開設を目指しまして、

今、１園ほど施設整備を行っておりますので、そちらに補助金を交付す

る予定としております。 

 

山田伸幸委員 どの地域ですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 具体的に申し上げますと、こぐま保育園に

なります。 

 

山田伸幸委員 こぐま保育園は、家庭型でしたっけ。新しい事業に取り組まれ

ているんですけれど、これが今度は認可に変わるということでよろしい

んでしょうか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 おっしゃるとおり、令和５年度から認可保

育園を目指して、今、施設整備を行っているところです。 

 

山田伸幸委員 山陽小野田市の中にあって特色ある保育をされて、全国的にも

注目されている保育園なんですけれど、市民の利用というのはどうなん

でしょうか。今、市内からの利用者というのは。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 現在は小規模保育事業所ということでやっ

ておりまして、基本的には市のほうで入られる方を調整して行っており

ます。なので、基本的には市民の方の利用が多い状況となっております。 

 

吉永美子委員 令和３年度には、この補助金についてはこぐま保育園と西高泊
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保育園があったと思うんですけども、やはり、前の園がなくなって、ど

うのこうのと利用者が大変心配されたところがありましたが、西高泊保

育園は４月１日開設に向けて順調に進んでおられるという認識を持って

よろしいですね。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 西高泊保育園につきましては、４月１日か

ら開園ということで、順調に進んでおるところです。 

 

松尾数則分科会長 次の児童措置費です。 

 

山田伸幸委員 １５３ページ、１８節の負担金、補助及び交付金ですけど、そ

こで保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金というのが出て

おります。特に保育士、幼稚園教諭の給与が他の業種に比べて非常に低

いということでこういうのがされているんですけれど、これがきちんと

そういった皆さんへ行き渡っているのかどうか、その辺の調査はされて

いるんでしょうか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 この保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特

例事業補助金につきましては、元は国になるんですが、令和３年１１月

１９日に閣議決定をされておりまして、この閣議設定されたコロナ克服

新時代開拓のための経済対策におきまして、保育士と幼稚園教諭を対象

に令和４年２月、こちらは補正予算のほうで、この度御提案させていた

だいたんですが、令和４年２月から収入を３％程度、月額９，０００円

引き上げる処遇改善措置を行うこととされております。これに基づきま

して、市内の私立保育所等におきまして、この処遇改善のために必要と

なる経費を補助するという、そういったものになっております。この度

の補正予算のほうのお話をいたしますと、市内にあります各園全ての園

がこの事業を行う予定となっております。 

 

松尾数則分科会長 よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ次、

ひとり親福祉費。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、保育所費。 

 

山田伸幸委員 厚陽保育園の職員駐車場の問題です。以前、一般質問で中村副

議長も取り上げられておりましたけれど、これは改善の方向が見えてい

るんでしょうか。 
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野村子育て支援課主査兼保育係長 厚陽保育園の安全対策につきましては、令

和３年度にカーブミラーの設置をさせていただいております。そちらで

出入口のところの安全の確保に努めているところです。 

 

山田伸幸委員 いや、公道上にとめているのが問題とされているんじゃないで

すか。あそこのカーブのところにずらっと職員の車が駐車されている、

それが問題視されていたと思うんですけど、それを解決させる方向じゃ

ないんですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 そちらにつきましては、おっしゃられると

おり現状変わらず公道上に停めているという状況であります。 

 

山田伸幸委員 少なくとも公立の保育所にあって、それはあってはならないこ

とだと思うんですけれど、それは解決の方向を見出そうというお考えは

ないんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 解決に向けての協議というのは、以前から行っており

ます。一度、園庭部分に駐車場を作ろうかと検討したこともありますし、

今は御厚意で近所の方の駐車場を行事のとき等についてはお借りさせて

いただいたりしておりますし、それから厚陽小中学校の敷地の駐車場も

お借りしております。現状が良くないという認識は十分持っておるんで

すが、なかなか課題の解決が一朝一夕にできないという状況でございま

す。今後につきましても、引き続き何とか課題の解決に向けた検討は行

っていかなければいけないというふうには考えております。 

 

大井淳一朗委員 さっき、日の出保育園との絡みで厚陽保育園について少しコ

メントがあったんですが、これは将来的に減らす、なくしていくといっ

た答弁があったんですが、何か方向性が出ているんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 公立保育所再編基本計画を作った時点では、あくまで

も山陽小野田市の公立保育所は日の出とねたろうと厚陽との３園体制で、

何とか市内の保育需要が満たせるということで再編計画を作っておりま

す。ただし、子どもの数は残念ながらどんどん減ってきております。現

時点では、子どもの数が減っているのと逆行して保育需要がどんどん伸



 98 

びてきておるということで、現時点では今後、当面は保育需要は横ばい

という予測をしておりますが、これがもしも予想に反して保育需要がど

んどん減ってきて、もう、例えば厚陽保育園まで必要としなくても市内

の保育需要が満たせるというような状況になりましたら、厚陽保育園は

御存じのとおり一番古い保育園でございますので、定員の縮小とか、場

合によっては廃止ということも視野に入れた、市内の保育需要の調整を

していきたいと思っております。 

 

大井淳一朗委員 これは地元の方の意見を聞いていかなきゃいけない問題だと

思います。先ほどの公道にとめてあるという問題も含めて、今、厚陽小

中の在り方も含めて、小中学校のことについては担当ではないんですけ

れども、それも含めた厚陽保育園の敷地内での一体的な利用ということ

も考えるべきではないかと思います。この辺は全く視野には入ってない

んでしょうか。もし入っていれば、少し答弁いただきたいと思うんです

が。 

 

別府子育て支援課主幹 現時点では、これといった解決策というのはちょっと

見えていない状況でございます。 

 

白井健一郎副分科会長 ひとり親福祉のところで質問します。ひとり親家庭自

立支援教育訓練給付金が３０万円出ていますが、これについて教えてく

ださい。 

 

西村子育て支援課子育て支援課係長 就業に結びつく可能性の高い教育訓練講

座を受講するひとり親家庭の母又は父に対して給付金を支給することに

より、就業に関する能力開発の取組を支援し自立を図るものとなってお

ります。 

 

白井健一郎副分科会長 具体的に、教育訓練を受ければ幾らかもらえるという

ことでしょうか。その幾らかという額まで教えてください。 

 

西村子育て支援課子育て支援課係長 受講に要した費用の６０％として、上限

を８０万円、下限を１万２，０００円として給付することとしておりま

す。 
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松尾数則分科会長 よろしいですか。保育所費に戻ります。 

 

吉永美子委員 教えていただきたいんですが、３月で閉じる津布田保育園が、

令和３年度ではまだあるので用地借上料が入っていたんですが、これが

令和４年度からどこに入っていくんですか。まだ借りている状態は続い

ていくんですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 予算書の１５１ページになるんですが、児

童福祉総務費の中の１３節使用料及び賃借料の用地借上料になります。 

 

吉永美子委員 これは将来的にはどのようになっていくんでしょうか。用地を

借りているだけで建物はまだ残っていますけど、今後どのようになって

いくんですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 廃園後の今後につきましては、まだ何も決

まっていない状態になります。なので、建物が建ち続けている限りは用

地は借りないといけないというふうに考えております。 

 

山田伸幸委員 １５７ページの需用費、今、急速に光熱水費とか賄材料費等が

値上がりしておりますけれど、これは年間で契約しているんでしょうか。

そうではなくて、その都度、購入して掛かるということで計上されてい

るんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 賄材料費につきましては、年間契約等はしておりませ

ん。注文して納品していただく度に請求書が届いて処理をしております。

光熱水費につきましては、年間契約といいますか、毎月の支払をしてお

ります。 

 

山田伸幸委員 光熱水費、燃料費の辺りが非常に流動的で上がる一方になって

きているので、もし、例えば急速な値上がり等で賄い切れなくなったと

きはどうされるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 基本的には補正対応等していかなければいけないと考

えております。 
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松尾数則分科会長 なければ、次の家庭児童福祉費。（「なし」と呼ぶ者あり）

なしですね。次、６目児童クラブ費。 

 

山田伸幸委員 児童クラブというのは、働く親にとって非常に頼りにされてい

るところなんですけど、この度のコロナの感染で、こういった子どもの

施設で感染が広がるということがはっきりしてきたので、感染対策が今

まで以上に対応に迫られていると思います。今後、今までにないような

取組を何か計画されているのかどうか、その点いかがでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 児童クラブにつきましては、対象が小学生ということで

学校でもコロナの対策についてはきちんと感染症対策を指導しておられ

るおかげで、児童クラブ内で大きく感染が広がるということはございま

せんでした。これまでもそうでしたが、基本的な感染症対策、換気であ

るとか、消毒であるとか、マスクの着用方法等につきましては、引き続

き児童クラブにおいても指導してまいりたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 他の自治体では児童クラブでも感染が広がっているという実態

がありますので、やはり一番はマスクを付けるということなんですけれ

ど、低学年でそういった指導は受け入れられているんでしょうか。いか

がですか。 

 

長井子育て支援課長 児童クラブも感染者が全く出ていないわけではございま

せんので、その都度、児童クラブ内での濃厚接触者について、保育の状

況等と併せて、保健所で濃厚接触者の特定をされておりますけれども、

これまではきちんと対策が取れているということで、ここ最近は児童ク

ラブ等を閉鎖するという事態までになっておりません。児童クラブの中

での濃厚接触者はいないと判断されておりますので、対策はきちんと、

低学年であってもマスクの着用等が守られていると判断しております。 

 

山田伸幸委員 それと、この児童クラブの処遇改善ということで、放課後児童

支援員等処遇改善臨時特例事業補助金というのが出ているんですけれど、

これは単価を引き上げるような処遇がされるんでしょうか。今、時給が

最低賃金に少し上乗せされている程度だと思うんですが、どの程度まで

引き上げられるんでしょうか。 
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野村子育て支援課主査兼保育係長 放課後児童支援員の処遇改善につきまして

は、先ほどお話ししました幼稚園教諭、保育士と同様の施策となってお

ります。常勤換算をしたときに、こちらも１人当たり９，０００円以上

改善するというような施策となっております。 

 

山田伸幸委員 では、例えば１時間当たり９００円だとか、そういう単価の引

き上げはされないということですか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 事業者から単価の引上げをして、１人当た

り常勤換算したときに、１か月につき１人当たり９，０００円以上の賃

上げになるような形での時給の改善をするというふうに報告をいただい

ております。 

 

山田伸幸委員 具体的に幾らにするというのは、聞いておられますか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 今から行う事業になりますので、そういっ

た方向性を聞いてはいるんですが、具体的に幾らになるというところま

ではまだ確認をしておりません。 

 

山田伸幸委員 それともう１点気になっているのが、高学年への対応ですね。

もう既にできているところもあるんですけれど、まだ残されているとこ

ろが幾つもあります。その対応をどのように今後されようとしているの

かお答えください。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 おっしゃられるとおり、今全ての児童クラ

ブで高学年まで対応ができているわけではございません。今、計画して

おりますところを申し上げますと、まず、小野田児童クラブと高千帆児

童クラブにつきましては、現在、令和４年度に新しい児童クラブ室を建

設する予定としております。そちらで児童クラブの教室数を増やすこと

によって、どちらも高学年まで受入れをというふうに考えていたところ

なんですが、令和４年度の申込み状況を見ると、高千帆につきましては、

低学年だけの申込みでかなり想定を上回っているところがありまして、

高学年まで受け入れるという計画を立てていたんですが、実際行うとな

ると少し難しいのではないかなと今のところ思っているところです。残

りの児童クラブにつきましては、まだ高学年までできていないところ、
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高泊と赤崎と須恵があるんですが、こちらの三つにつきましては、市が

想定していた以上に児童数が減っております。この児童数の減少に伴い

まして、令和５年度ぐらいからは高学年までの受入れも可能ではないか

というふうに考えているところです。残るところが厚狭になるんですが、

厚狭については新しい施設を建設するという予定も今のところはござい

ません。代替施設が何かないかということで、近隣の施設等をいろいろ

と今探ってはいるんですが、なかなか安全な保育を提供できるような場

所が見つからないというような状況で、厚狭児童クラブについてはいつ

になったら高学年まで受け入れられるのかというのは、明確に申し上げ

ることができません。 

 

大井淳一朗委員 高千帆児童クラブですが、今、校舎が建つまでプレハブで対

応していますが、プレハブをそのまま残すわけにはいかないんでしょう

かね、難しいでしょうね。用途をちょっと変えるとか、何か工夫をした

ら高学年もいけるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 プレハブにつきましては、あくまでもやは

り仮施設になりますので、やはりそれを契約延長するとかいうのがちょ

っと難しいかと思っております。 

 

奥良秀委員 １６１ページの委託料の中で、送迎業務委託料が新規で入ってき

ているんですが、内容を教えてください。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 令和４年度から津布田小学校が統合されて

埴生小学校になります。埴生児童クラブに通われる子で、旧津布田小学

校の校区から通われるお子さんを児童クラブへ送迎する、タクシーによ

って送迎を考えているんですが、その委託料になります。 

 

大井淳一朗委員 これは教育委員会の管轄になるかもしれません。結局、送迎

ですが、帰りですよね。たしか行きは埴生小学校で、帰り児童クラブが

ありましたと、この前の答弁では学校の下校時に合わせるということな

んですが、その帰りは今後どのように対応されますか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 児童クラブのタクシーの送迎ですが、通常

児童クラブは放課後から夕方５時までになっています。５時に帰られる
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児童というのは、自分の足で帰っているんですが、その児童をスクール

バスの乗車場所まで送るというような業務を考えております。延長利用

というのもあり、延長では夕方６時まで利用するんですが、延長利用の

方は保護者の方がお迎えに来るというような形になっております。また

下校時以外にも夏休みとかの長期休暇のときは、朝８時又は８時半から

児童クラブが始まり、そのとき通常、児童の皆さんは自分の足で児童ク

ラブまで来ていたんですが、早朝の送迎も行う予定としております。 

 

松尾数則分科会長 いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）次、児童館費に入

ります。 

 

山田伸幸委員 総合計画の一つ、山陽地区にも一貫整備というのがそのまま置

き去りになったままですけど、これはどうなっているんですか。 

 

長井子育て支援課長 今、計画の中に山陽地区の児童館の建設ということは残

っていないと思っています。 

 

松尾数則分科会長 特に造る気はないんですね。 

 

大井淳一朗委員 少し言いにくいことを言います。今、児童クラブは待機が結

構残っているということですが、その要因は支援員とかスペースのこと

なんですが、教えてください。児童館内に児童クラブと児童館の業務が

併設しているから、なかなかマンパワーが足りないんでしょうか。そこ

からお願いします。児童館のスペースがあるじゃないですか。児童館の

中に児童館業務のスペースが、それとは別に児童クラブもあると、この

両方が併設していることが今の状況を招いているんでしょうか。まず、

その点を確認したいと思います。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 児童館にも児童クラブにも、それぞれ最低

必要な人数の支援員というのは配置しております。だから、併存してい

るからマンパワーが足りないとかそういったことではないというふうに

は考えております。 

 

大井淳一朗委員 児童クラブと児童館がありますけれども、児童館業務の在り

方について考えたときに、児童館ではなくて学童保育に絞った形で利用
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するということになれば、高学年まで受け入れられるし支援員も児童館

の人を充てるという形でできるのではないかということも考えられるん

ですが、そういった検討はされているんでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 児童館機能を縮小させて児童クラブのスペースを作れば、

児童クラブの待機が解消できるのではないかということですか。（発言

する者あり）確かにスペースだけのことを言えば、そういうことで解消

可能なところもあるかもしれませんけれども、やはり児童クラブのほう

は放課後、保護者の方がうちにいらっしゃらないという条件があります

が、児童館は保護者の方が放課後いらっしゃろうが、おうちに在宅の方

であろうが、児童の方であれば皆さんどなたでも御利用いただけるとい

う施設ですので、児童館機能は必要な機能だと思っておりますので、そ

こを縮小させてということは今検討しておりません。 

 

山田伸幸委員 児童館という名前ですけど、実際は児童クラブの利用で、もう

全部埋まっているのが実態だと思うんですけれど、行事として児童クラ

ブにいる子どもたちを対象に児童館の行事が行われているのが、今の姿

だと思っているんです。今の児童クラブの人数が随分減っていかないと

解消にはならないと思っているんですけれど、市はその辺どのように見

ておられるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 児童館の機能を児童クラブで、ちょっと言い方が悪い

んですが、食い潰している場所というのが、例えば、高千帆なんかはま

さにそういう状況になっております。児童館のスペース的に余裕がある

ところでは、児童クラブの生徒も６年生まで受け入れることができてお

るという状況でございますので、そうですね。児童館の機能を、何て言

うんですか。 

 

山田伸幸委員 児童館の支援員という方がいらっしゃるんですよね、地域の方

で。そういった方たちの活動が児童館の事業として行われているんです

よ。ですが、もう児童クラブがいっぱいで子どもたちが皆そういった事

業に参加しますので、児童クラブで登録はされていないけれど、外から

参加するのが事実上難しいというのが、今の実態だと思っているんです

よ。そうではないですか。そうなっていないところがあるんでしょうか、

いかがですか。 
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別府子育て支援課主幹 児童館で配置しなければいけない児童厚生員と児童ク

ラブに配置しなければいけない支援員又は補助員というのは、一応明確

に分けて配置しております。児童館は指定管理で運営しておりますし、

児童クラブは業務委託で運営しておりますので、一応両施設について児

童クラブがいっぱいだから、児童館の構成員がそっちの業務までいっぱ

いいっぱいやっているという状況にはないというふうに認識をしており

ます。児童館で行っている活動につきましても、一応これは本当にどな

たに来ていただいても構わないということで、クラブ活動を行っており

ます。もちろん児童クラブに通うお子さんがそこに参加されるというこ

とも当然ありますが、クラブのお子さんがいっぱいいっぱいで児童館の

クラブ活動が阻害されているという状況については、認識はしていない

ところでございます。 

 

大井淳一朗委員 私も入っているので分かるんですけど、実際、山田委員の言

われるところもあるんですよね。児童館まつりに参加しても、参加して

いる子どもはもうほとんど児童クラブの子どもたちということです。た

だ、一方で児童館の人たちは児童クラブに全く何もしないかというとそ

んなことなくて結構手伝っています。児童館長でありながら、児童クラ

ブの補助もやっているので、結構この辺のマンパワー的な疲弊もしてい

るということも、実情としてしっかり今一度、現場の声を聞かれて、ど

ういった方向が望ましいか検討していただきたいと思うんですが、いか

がでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 児童館の責任者は児童館長というのを設置しておるん

ですが、児童クラブのほうは責任者がいないというような状況も御指摘

の理由の一つにあるんじゃないかと思っております。御指摘については、

心にとめて、今後、現場の意見を聞いていきたいと思います。 

 

松尾数則分科会長 子育て総合支援センター費に行きます。１６２ページね。 

 

吉永美子委員 六つの事業を１か所でやるということで、よそにない、すばら

しいことを継続してやっていただいていると思います。今コロナの状況

の中で、子育て総合支援センターの現在の役割がどこまで果たせている

か教えてください。 
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長井子育て支援課長 令和３年度も新型コロナウイルスの影響で、何日間かプ

レイスペースを閉めるということになってしまいました。今、３月２１

日までプレイスペースの利用を中止しているんですが、そこで閉鎖が終

わりますと、今年度７５日間プレイスペースの利用を中止したことにな

ってしまいますが、館自体は開けておりますので、相談業務等は通常ど

おり行っております。それでも保護者の方とお子さんに来て自由に交流

を持っていただくというところができない日にちが何日かございました

が、講座等に関しましては、可能な限り講師の先生と調整して日程を振

り替て実施しましたので、本当に実際にできなかった回数はそんなにな

いと認識しております。皆さんに交流のスペースを提供できないという

事態にもなってしまいましたが、やはり、お子さんの感染対策を講じる

ためということで利用を中止しておりますので、その辺りは利用者の方

にも御理解いただけていると判断しております。 

 

吉永美子委員 これから本当にアフターコロナ、ウイズコロナになるのか、こ

の施設が子育てしやすいまちづくりを進めるという意味でも大きな役割

を果たすと思っておりまして、これからも本当にすばらしい施設として

頑張っていただきたいのでお聞きするんですけど、利用者に対してのア

ンケートというのはどのように定期的に取られているのか、どのような

取組をしておられるんでしょうか。 

 

別府子育て支援課主幹 プレイスペースを今年度は特にコロナの影響で閉鎖し

ておるんですが、通常プレイスペースが開いているときであれば、来ら

れた方に支援員が積極的に声を掛けて、生の意見を聞くような取組をし

ております。それから、提携で作っておるアンケートというのも作って

おりますので、来場者の方にはそれを配布して要望等の御意見を聞くよ

うに努めております。 

 

吉永美子委員 やはりシティセールスにもつながることだと思いますので、当

然、個人情報は入れてはいけないわけですが、ここに来られている方の

喜びの声というのは、どのようにホームページとか、何か表に出すとい

う取組をされておられるでしょうか。宇部とかからも来られているんで

すから。 
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長井子育て支援課長 業務の参考とはしておりますけれども、ホームページ等

でそういった皆様の声を紹介ということは、現在取り組んでおりません。 

 

吉永美子委員 さんようおのだっことかに取り組んでおられますけど、そうい

う生の声というのをやっぱり出していくことは、とても大きな力になる

と思っているので、そういった声を見える形にするべきじゃないかと思

うんですが、お考えいかがですか。 

 

長井子育て支援課長 ちょっとその視点を持ち合わせておりませんでしたので、

今委員に頂いた御意見を参考にさせていただきたいと思います。 

 

松尾数則分科会長 よければ、新型コロナウイルス対策費。 

 

大井淳一朗委員 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の内容について、

お答えください。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 こちらは市内の保育所等、また子ども子育

て支援事業計画に定める事業を行っている児童クラブや、病児保育事業

とかを行っている事業者に対して、コロナに対する対策に要した経費を

補助するものです。 

 

大井淳一朗委員 その補助ですけど、市が一律的にやるというより、やはり児

童館、児童クラブ等施設によって対応が違ってくると思うんですが、そ

ういった要望とかをちゃんと聞いた上で補助をされているということで

よろしいでしょうか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 要望というか、こちらコロナ対策に要する

経費になりますので、コロナ対策のために必要な備品とかの購入に要し

た経費、また、コロナに対して消毒とかの必要が生じて、職員が時間外

に勤務をしなければならなかったといったときの時間外勤務手当、こう

いったものが対象となって、こういった経費に対しての補助というよう

な形になっております。 

 

大井淳一朗委員 そういった待遇もいいんですが、何年か前に行ったときは、

消毒液が足りないといったこともあります。もちろん消毒液に限らず、
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足りない備品というのも適時対応していくべきだと思っておりますが、

その辺もうまく対応できているでしょうか。 

 

野村子育て支援課主査兼保育係長 このコロナ対策の補助金につきましては、

令和元年度から行っているところです。令和元年度、令和２年度、もう

令和４年度で３年、４年度めぐらいになりますので、各事業者、それぞ

れ必要になる備品とかも考えられて、いろいろと今そろえられていると

ころと認識しております。 

 

松尾数則分科会長 続きまして、保健衛生総務費。この中で、養育医療給付業

務に関してだけ。１７３ページ。 

 

大井淳一朗委員 未熟児養育医療費の中身を教えてください。 

 

西村子育て支援課子育て支援課係長 医師の判断で入院治療が必要とされ、自

治体が指定する医療機関で入院治療を受けることになった場合に医療費

を助成する制度となっております。対象となる赤ちゃんは２，０００グ

ラム以下で生まれた未熟児の方、あるいは運動異常や体温摂氏が３４度

以下、強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常、繰り返すおう吐と強

い黄だんなど、所定の状態にあるときに治療が必要となる場合に、対象

となります。 

 

松尾数則分科会長 次、幼稚園費の扶助費のみ。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は、以上で、審査番号⑥の全てを終わります。本日の分科会の審査を全

て終わりにします。執行部、今日はありがとうございました。あとは自

由討議を行います。どうもありがとうございました。３５分まで休憩し

ます。 

 

（執行部退室） 

 

午後４時２８分 休憩 

 

午後４時４３分 再開 

 

松尾数則分科会長 それでは休憩を解きまして、分科会を再開いたします。そ
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して、ここで暫時休憩をいたします。 

 

午後４時４４分 休憩 

 

午後４時５７分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、５時以降も審議を続行したいと思って

おります。暫時休憩をいたします。 

 

午後４時５８分 休憩 

 

午後５時２３分 再開 

 

松尾数則分科会長 休憩を解きまして、分科会を再開いたします。ただいまか

ら自由討議を行います。 

 

吉永美子委員 審査事業２６番、地域運営組織推進事業は、時間を掛けて議論

し、また執行部にも考え方を聞いてきたので、是非、自由討議したいと

思いますが、いかがでしょう。 

 

山田伸幸委員 審査事業ではなかったんですけれど、予算審議の中で児童クラ

ブの待機児童が非常に大きな課題、市にとって解決が急がれるべき問題

だと思いましたので、これについても議論を進めていくべきだと思いま

す。 

 

松尾数則分科会長 それでは、地域運営組織推進事業と児童クラブの内容につ

いて、自由討議に入りたいと思います。 

 

吉永美子委員 地域運営組織の意図は、「住民が主体となった地域課題解決へ

の取組を推進」とあります。初めて行う事業ですので、なかなかどうい

う形になるか見えないところがありますが、市は本当に住民が主体とな

れるように進めていくことが大事です。その思いを持って行政には進め

ていただきたい。そして、行政としては社会教育士がその中に入ります

が、コーディネートに努めていただいて、住民が主体になれるように取
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り組んでいただくことを願っています。 

 

松尾数則分科会長 住民が主体となるためには何が足りないと思われるんです

か。 

 

吉永美子委員 これからやることなので、足りないとかではありません。令和

４年度は、地域づくりに関する専門家の派遣、ワークショップの開催、

先進地視察を行うとあります。これ以上に思い浮かぶものはありません。

これをしっかりとやっていただきたいということです。どういう方向で

やるかによって、住民が主体となれるかがかかっていると思いますので、

執行部にはその辺の意識を持って行っていただきたいと思います。また、

議会においても途中でどうなっているのか、チェックを入れていくこと

が大事だと思います。 

 

大井淳一朗委員 私も吉永委員の意見に賛成ですが、決して行政主導であって

はいけないと思っています。地域に入って、膝を突き合わせて、地域課

題、地域のどういったところに問題があるかを洗い出して、一緒になっ

て取り組んでいくことが必要です。社会教育士がコーディネートになる

ということにも賛成です。いずれにしても、まだまだ全貌が明らかにな

っておりませんので、議会として行政に求めていくのは、地域運営組織

の現況をしっかりと情報提供すること。それを基にそれぞれの地域でど

んな問題があるのかを洗い出して、課題解決に向けてどうすればいいの

かをしっかり考えていただくことを望んでおります。 

 

奥良秀委員 両委員の考えと同じです。質問させてもらった中で、どうやって

次世代の担い手を出すかという話もありました。次世代に結びつけられ

るような地域運営組織という形がどういうふうになるかは、各地域いろ

いろだとは思いますが、今一生懸命活動している地元の関係団体の方々

と市の職員が話をしながらそういったものを行っていただきたい。令和

４年度に頑張っていただくためには何かしらの附帯決議を付けて、市議

会としても、令和４年度に３６回予定されている説明会等の情報もくみ

上げながら調査研究していけばいいと思います。 

 

白井健一郎副分科会長 なぜ執行部は地域運営組織を出してきたかということ

ですが、人口減少や高齢化によって本市の状況は右肩下がりでもう夢が
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見えなくなっています。そこで、地域課題を解決すると言っていますけ

ど、地域を盛り上げるための一つの大きな枠組みとして、地域運営組織

を出したのだと思います。東京などのごく僅かな都市部を除いて日本全

国で人口減少や高齢化が起きているので、国もこの事業に対して地方創

生推進交付金を出して、本市も令和４年度で２１万３，０００円という

お金を出してもらっているわけです。現状は、地域運営組織をどういう

ものにするのかについては非常に漠然としていて、もやもや感が強いん

です。この先どう動くか分からないから、議会の意思を示して、執行部

に対して物を申したいというところがあると思います。そのことについ

て、私は賛成しませんが、どういう附帯決議にするか、その内容が非常

に難しいと思うんです。内容が抽象的であれば、あまり附帯決議の意義

がないのではないかという不安を持っている状態です。 

 

福田勝政委員 私は別にありません。地元の声、非常に高齢化しているのでお

年寄り声を大事にしてほしいです。附帯決議は別にありません。ただ、

住民の声を市政に届けることは大事なことだと思うんです。地域交流セ

ンターの件も改選前に出て、まだ半年にもならないのに押し切ろうとし

ているんです。公民館のことは、この４、５年間強く言われていますけ

ど、住民の声を大事にすることが大事です。附帯決議はありません。 

 

山田伸幸委員 地域の方とお話ししたり、御意見をお聞きしたりする中で、地

域で取り残される人を作らない努力が行政にも、そして、校区で運用さ

れる方々にも求められていると思います。そういった意味で、もうこれ

で行くんだからということではなく、やはり地域住民の声をしっかりと

聞いて、地域の問題点をしっかりと洗い出すことを真剣に取り組んでい

ただきたい。そのために議会もその中に入っていかざるを得ないときも

あると思います。そういったときに、この地域運営組織が突っ走るもの

ではなくて、ゆっくりと、皆の意見を大事にして、地域課題の解決のた

めに本当に役立てるようにしていかなくてはいけなと思います。この議

論を通じて、そういったことがまだまだ取り組むべき課題として浮き彫

りになったと思います。 

 

松尾数則分科会長 地域住民の意見を取り入れてくださいという意見に集約さ

れる気がします。違う意見もあればお聞きしますが、どうでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、附帯決議を付けるかどうかは別に
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して、もう一つ自由討議すべきことがありましたね。 

 

山田伸幸委員 予算審査の中で、地域によって児童クラブの置かれている状態

にすごく格差があることが分かりました。６年生まで全員が入れるとこ

ろもあれば、３年生までに絞っていても待機児童が出ているところもあ

るという実態も分かってきました。これはスペースの問題もあろうかと

思いますけれど、執行部におかれては更に努力して、市民が安心して子

供を預けられるような児童クラブを実現していただきたいという思いを

一層強く持つに至りました。 

 

大井淳一朗委員 山田委員と同じ考えです。確かに、執行部が何とかしようと、

待機児童の解消や高学年の受入れに尽力されていることは分かっている

んです。ハード面でいえば箱のスペースが、ソフト面でいえば支援員の

確保がネックになっているということはもう重々分かっております。た

だ、議会として、住民の意見を反映する立場から、そういったことをあ

えて議会意思としてしっかり示すことで、行政に引き続き尽力いただき

たいと、また、議会でできることがあれば議会も協力するというスタン

スを続けていくことが必要ではないかと考えます。 

 

吉永美子委員 やはり執行部も本当に努力をされて、現状まで来たんだと思っ

ています。３年生までだったのを６年生までという形で議論していく中

で、現状でもう満足しているというふうには全く見えませんでした。そ

ういう意味では評価しております。しかし、現実には学校によっては待

機児童が多くおられて、保護者の方が悩んでおられるだろうということ

は容易に想像できます。執行部には大変な努力をしていただくことには

なりますが、放課後児童支援員の確保も含めて今後も頑張っていただき

たいと思います。子育てはまちづくりに本当に大きく関わることですの

で、頑張っていただきたいと思います。 

 

奥良秀委員 待機児童につきましては、受入れの箱の問題や支援員の成り手が

なかなかないという問題がある中で両方を解決していくのは大変だと思

います。また、今回の審査の中では、小野田児童館が新しくなるなど改

善の努力も見えておりますので、今後とも改善していただきたいと思い

ます。また、受入れが３年生までのところは、６年生までに増やしても

らえるようにしていただきたいと思っております。コストが掛かるもの
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ですから、すぐにはならないと思いますが、鋭意努力していただきまし

て、是非とも働く保護者のためになるように頑張っていただきたいと思

っております。 

 

白井健一郎副分科会長 現在の待機児童数ですが、本市は厚生労働省基準でゼ

ロ歳児が３３人いることになっています。（「それは保育園」と呼ぶ者

あり）勉強不足ですみません。今の数字は違うようですが、私も待機児

童数の減少は大事だと思います。もう何年も前から日本全国で待機児童

数が問題になっています。待機児童数をすぐゼロにまで持っていける先

進的な都市もありましたが、残念ながら本市ではまだ一定数が残ってい

る状況です。執行部も一生懸命頑張ってくださっているんですが、現状

はそういう段階ですので、その待機児童数の減少を後押しするつもりで、

附帯決議でメッセージを載せたいと思います。 

 

松尾数則分科会長 附帯決議について皆様の賛成を頂いている気がしますし、

教育基本法には、皆が平等に教育を受ける権利があると規定されている

中で、確かに今のままでは地域格差があり、問題だと考えますし、さら

に改革を進めることは、これからも必要ではないかと思います。このこ

とを文書にして…… 

 

大井淳一朗委員 今後の流れですが、分科会長報告をされると思います。その

状況を見て、全体会の中で民生福祉分科会の意思として出せるものがあ

ればしっかり示して、全体会で附帯決議案を諮ればいいと思います。今

日までの議論を踏まえて分科会長報告をしていただければと思います。 

 

松尾数則分科会長 それでは自由討議を終わり、本日の分科会を終了します。

お疲れ様でした。 

 

午後５時４０分 散会 

 

令和４年３月１７日 

 

一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会長 松 尾 数 則 

 


